
業績指標５８ 

首都直下地震又は南海トラフ巨大地震で震度６強以上が想定される地域等に存在する主要鉄道路線の耐震化率* 

 

 

（指標の定義） 

首都直下地震又は南海トラフ巨大地震で震度６強以上が想定される地域等における１日あたりの平均片道断面輸

送量が１万人以上の線区の耐震化率 

（目標設定の考え方・根拠） 

特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令（平成二十五年三月三十日国土交通省令第十六号）において、首都直

下地震又は南海トラフ巨大地震で震度６強以上が想定される地域等における１日あたりの平均片道断面輸送量が１

万人以上の線区における耐震補強は平成２９年度までに実施することとしている。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 鉄軌道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・交通政策基本計画（平成 27 年 2 月 13 日）鉄道、道路、港湾、空港等の交通インフラの耐震対策、津波対策、

浸水対策、土砂災害対策等を確実に実施する。（第２章 基本的方針 C 目標①（１）） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成 27 年 9月 18 日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

９１％ ９４％ ９５％ ９６％ ９７％（暫定値） 

 

 
 

主な事務事業等の概要 

鉄道施設総合安全対策事業費補助（鉄道施設の耐震補強） 

首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地震時において、鉄道ネットワークの維持や一時避難場所と

しての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の耐震補強を一層推進する。 

予算額：１，８１４百万円の内数（平成２７年度当初予算） 

３，６３２百万円の内数（平成２８年度当初予算） 

    ４，１７２百万円の内数（平成２９年度当初予算） 

評 価 

 

Ａ 

目標値：概ね１００％（平成２９年度末） 

実績値：９７％（平成２８年度末暫定値） 

    ９６％（平成２７年度末） 

初期値：９１％（平成２４年度末） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

耐震補強の予算について、平成２５年度から平成２９年度にかけて所要の額を計上しており、耐震化は着実に進

捗している。 

【耐震化率】 

 平成２４年度末：９１％ 

 平成２５年度末：９４％ 

 平成２６年度末：９５％ 

 平成２７年度末：９６％ 

（事務事業等の実施状況） 

平成２７年度において、２７事業者の耐震補強について補助を実施した。 

平成２８年度において、２７事業者の耐震補強について補助を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成２８年度の実績値（暫定値）は９７％であった。耐震補強の予算について、平成２５年度から平成２９年度

にかけて所要の額を計上し、耐震化は着実に進捗しており、評価は Aとした。 

一方、交通政策審議会駅空間・防災ワーキング・グループ最終取りまとめ（平成２８年４月）において、従前の

せん断破壊対策に加えて、早期復旧対策として曲げ破壊対策等の必要性に言及されたこと等を踏まえ、平成３０年

度以降の耐震対策について検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局施設課（課長 江口秀二） 
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業績指標５９ 

 事業用自動車による事故に関する指標 

（①事業用自動車による交通事故死者数②事業用自動車による人身事故件数*） 

 

 

（指標の定義） 

① 事業用自動車が第１当事者の交通事故における死者数 

② 事業用自動車が第１当事者の交通事故における人身事故件数 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成２１年１月に示された政府全体の新たな交通事故削減目標を踏まえ、国土交通省においては、平成２１年３月

に「事業用自動車総合安全プラン２００９」を取りまとめており、その中で、１０年間における目標を設定している

ことから、その事故削減目標値を本指標として設定している。 

（目標） 

① １０年間で死者数半減（平成２０年５１７人を１０年後に２５０人） 

② １０年間で人身事故件数半減（平成２０年５６,３０５件を１０年後に３万件） 

③ 飲酒運転ゼロ（参考指標） 

（外部要因） 

交通量、事業者数、車両台数 

（他の関係主体） 

  警察庁（事故・違反通報） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・内閣府特命担当大臣談話（平成２２年１月２日）「平成３０年を目途に、交通事故死者数を半減させ、これを２，

５００人以下とし、世界一安全な道路交通の実現を目指す。」 

・第 10 次交通安全基本計画（平成２８年３月１１日中央交通安全対策会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

① ４６６人 

② ４５，３４６件 

① ４３４人 

② ４２，４２５件 

① ４２１人 

② ３９，６４９件 

① ４０３人 

② ３６，４９９件 

① ３６３人 

② ３３，３３６件 

 

   
 

主な事務事業等の概要 

自動車運送事業の安全対策として以下の対策等を実施した。  

予算額：1,188 百万円（平成２８年度） 

    1,186 百万円（平成２７年度） 

・自動車運送事業の安全総合対策事業 

運転者の健康状態に起因する事故対策等を強化すべく、先進安全自動車（ASV）の導入を支援するとともに、過

労運転防止に資する機器等の普及を促進する。 

・ビッグデータ活用による事故防止対策推進事業 

評 価 

 

①Ｂ 

②Ａ 

 

目標値：①２５０人②３０,０００件 （平成３０年） 

実績値：①３６３人②３３,３３６件 （平成２８年） 

初期値：①５１７人②５６,３０５件 （平成２０年） 
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官民が保有する様々な運行記録や登録情報等について、事故防止対策に活用するビッグデータとして整備する

ことによって、適切な運行管理、効果的な監査、健康起因事故の未然防止等の対策を講じる。 

・健康起因事故防止のための運転者向けスクリーニング検査の普及促進 

国交省、運送業界、医療関係団体が連携し、脳疾患・心疾患等に関する運転者向けスクリーニング検査に関し

セミナーの開催、先進事例における事故削減効果の調査等を行い、同検査の普及を促進する。 

・自動車運送事業者等に対する監査体制の強化 

優先的に監査を実施する必要がある事業者、継続的な監視が必要な事業者の情報を把握しつつ、自動車運送事

業者への監査を実施し、効率的かつ効果的に法令等の遵守状況を確認する。 

・事業用自動車の重大事故に関する事故調査等機能の強化 

事業用自動車事故調査委員会において，社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について,背景にある組織

的・構造的問題の更なる解明を図るなど，より高度かつ複合的な事故要因の調査分析を行う。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年の実績値は、仮に初期値から目標値に直線的に減少するとした場合の推定値に比較すると、①事業用 

自動車による交通事故死者数については着実に減少しているものの、当該推定値に比較すると多くなっており、 

また、②事業用自動車による人身事故件数については着実に減少している。 

（事務事業等の実施状況） 

・平成 28 年１月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、同

年６月３日にとりまとめた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に掲げられた再発防

止策について、実施可能なものから速やかに実施している。 

・事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評

価を、28 年において 542 者に対して実施した。 

・悪質違反を犯した事業者や重大事故を引き起こした事業者等に対する監査の徹底及び、法令違反が疑われる事業

者に対する重点的かつ優先的な監査を実施している。また、貸切バスについては、軽井沢スキーバス事故を受け，

法令違反を早期に是正させる仕組みの導入や行政処分を厳格化して違反を繰り返す事業者を退出させるなどの

措置を平成 28 年 12 月より実施した。さらに、事故を惹起するおそれの高い事業者を抽出・分析する機能を備え

た「事業用自動車総合安全情報システム」の運用を開始した。 

・点呼時にアルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認の徹底や、別の運転者に代わりにアルコール検査を

実施させるなどの不正行為の禁止等、輸送の安全確保の徹底を周知した。 

・ＡＳＶ装置、デジタル式運行記録計等の導入に対し支援を行うとともに、健康や過労運転に起因した事故の未然

防止のため、運転特性や体調管理等に関する情報について、ビッグデータとして集積、活用し、運転者の体調に

即した運行経路の設定が可能になる等の事故防止運行モデルの検討を開始した。 

・トラック・バス・タクシーの業態毎の特徴的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組について評価し、更なる事故

削減に向け、必要に応じて見直しを行う等、フォローアップを実施している。 

・事業用自動車事故調査委員会において，社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について,より高度かつ複

合的な事故要因の調査分析を行っており，19 件の報告書を公表した。 

・睡眠呼吸障害，脳疾患，心疾患等の主要疾病の早期発見に寄与する各種スクリーニング検査をより効果的なもの

として普及させるため，27 年９月に，「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を立ち上げ、普及に向けた課題

を整理するための事業者へのアンケート調査等を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

「事業用自動車総合安全プラン２００９」に基づき、事業用自動車の関係者と一丸となって事故防止対策に取り組

んできたが、平成２８年の実績値は、仮に初期値から目標値に直線的に減少するとした場合の推定値に比較すると、

①事業用自動車による交通事故死者数については着実に減少しているものの、当該推定値に比較すると多くなって

おりＢと評価し、②事業用自動車による人身事故件数については着実に減少していることからＡと評価した。今後

は更なる削減の取り組みが必要であり、加えて、軽井沢スキーバス事故等の発生、自動車の先進安全技術の急速な

発展など、プラン２００９策定時から大きな状況変化があったところ。これらの状況変化に対応するため、新たな

事業用自動車総合安全プランを策定することとし、新たな対策理念と対策指標、施策群の検討を開始する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局安全政策課（課長 平井 隆志） 

関係課： 大臣官房運輸安全監理官（運輸安全監理官 三上 誠順） 

     道路局環境安全課（環境安全課長 森山 誠二） 

     自動車局保障制度参事官室（参事官 増田 直樹） 

     自動車局技術政策課（課長 江坂 行弘） 

     自動車局旅客課（課長 鶴田 浩久） 

     自動車局貨物課（課長 加藤 進） 

     自動車局整備課（課長 野津 真生） 
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業績指標６０ 

 商船の海難船舶隻数* 

 

 

（指標の定義） 

我が国周辺で発生する商戦（旅客船、貨物船及びタンカー）の海難隻数の合計 

ただし、本邦に寄港しない外国船舶によるものを除く 

（目標設定の考え方・根拠） 

第 10 次交通安全基本計画第 2 部（海上交通の安全）における目標（我が国周辺で発生する船舶事故隻数（本邦に

寄港しない外国船舶によるものを除く。以下同じ。）を第９次計画期間の年平均（2,256 隻）から平成 32 年までに少

なくとも 2,000 隻未満とする。）に準じた目標設定とする。 

第 10 次計画では第 9次計画期間の年平均船舶事故隻数の約 12%削減を目標としていることから、商船（旅客船、貨

物船及びタンカー）に係る第 9次計画期間の年平均船舶事故隻数 386 隻から 12%削減した 339 隻未満を目標とする。 

（外部要因） 

海上交通量の変化、異常気象、台風及び津波等に伴う海難 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

  第２部５（２）ア 

○船舶海難等の発生を未然に防止し、海運業における輸送の安全を確保するため、海運事業者の経営トップから

現場まで一貫した安全管理体制の構築を目指す運輸安全マネジメント制度を促進するとともに、従来からの監

査業務や安全評価手法の開発等も併せて実施する。  

○国際機関での協議を通じ、船舶の設計、建造、運航、解体に関わる各種の基準の策定と不断の見直しを行うと

ともに、検査の確実な実施、外国船舶の監督（PSC）や、海上安全の啓発等に取り組む。 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

５４９隻 ４８７隻 ４６０隻 ４７５隻 ３５３隻 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

４２２隻 ３７９隻 ３９４隻 ３８２隻 ３３４隻 

 

評 価 

 

         Ａ 

 

目標値：３３９隻未満 （平成３２年） 

実績値：３３４隻（平成２８年） 

初期値：３８６隻（平成２３年～２７年の平均海難隻数） 
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主な事務事業等の概要 

船舶の検査・監査等を通じハード・ソフト両面から安全対策を強化  予算額：７１６百万円（平成２８年度） 

・運航労務監理官の監査の効率的・効果的実施のための研修制度の強化や監査実施体制の整備 

・海事分野における運輸安全マネジメント評価の実施 

・船舶検査官等が効果的な検査を実施するための研修の充実、ＩＳＯ９００１品質認証の推進や船舶検査実施体制の

整備 

・ＰＳＣ（ポートステートコントロール：日本に入港する外国籍船に対して行う、船内設備等の安全に関する立入検

査）の強化 

事故原因等の究明 

・運輸安全委員会では、船舶事故等が発生した場合、その原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これら

の調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求め、船舶事故等の再発防

止及び被害の軽減に寄与する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年の実績値は３３４隻であり、目標値（３３９隻未満）を達成しており、長期的にも減少傾向で推移し

ていることから、目標年においても引き続き目標値を達成すると見込まれる。 

指標の内訳を見ると、貨物船は２０２隻、タンカーは７１隻、旅客船は６１隻であった。貨物船及びタンカーで

は長期的に減少傾向にあるものの、旅客船は平成２３年から２７年の実績値の平均を上回り増加傾向にある。 
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（事務事業等の実施状況） 

・運航労務監理官により、旅客船及び貨物船の運航管理体制、船員の労働条件等の監査・指導を実施するととも

に、運航労務監理官及び運輸安全調査官による運輸安全マネジメント体制の評価を実施した。 

 （運輸安全マネジメント体制の評価実施実績 平成２８年：２４２事業者） 

・船舶検査官により、船舶の構造・設備等に関する技術基準適合性の検査を実施するとともに、放射性物質等の

危険物の輸送に係る容器・積付等について審査・検査を実施した。 

（船舶の検査実施実績 平成２８年度：８，３４８隻） 

・外国船舶監督官により、我が国に入港した外国船舶に対し国際条約に基づき船体の安全基準及び船員の資格証

明等についてＰＳＣを実施した。 

（欠陥是正指示実績 平成２８年：１６，７６１件） 

・運輸安全委員会は、船舶事故等について、その原因を究明するための調査を行い、調査の結果に基づき、国土

交通大臣又は原因関係者に対し講ずべき措置について勧告を実施した。また、事故の再発防止と海上交通の安

全性の更なる向上を目的とした「船舶事故ハザードマップ」の運用を平成２５年５月より開始し、平成２６年

４月に「船舶事故ハザードマップ・グローバル版」、平成２７年６月には、スマートフォンやタブレット端末に

対応した「船舶事故ハザードマップ・モバイル版」の運用を開始した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２８年の実績値は３３４隻であり、目標値（３３９隻未満）を達成しており、長期的にも減少傾向で推移し

ているため、目標年においても目標値を達成すると見込まれるため、Ａとした。なお、平成２９年においても、

引き続き海難の減少に努める。 

・周囲を海に囲まれ、資源に乏しい我が国は、エネルギー関連資源、食物資源等の大半を海外からの輸入に頼って

おり、また多くの基幹産業が臨海部に立地しているため、海上輸送は我が国の産業、国民生活を支える上で欠く

ことができないものとなっている。ひとたび海難が発生すれば、尊い人命を失いかねないことはもとより、我が

国の経済活動や自然環境に計り知れない影響を及ぼす可能性もあるなど、国民の「安全・安心」を脅かすことと

なる。このため、海難の発生を未然に防止し、また、海難発生時の被害を最小化するために、引き続き上記の事

務事業をはじめとした各種施策を推進することとする。 

・運輸安全委員会では、引き続き適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行うとともに、国

土交通大臣、関係行政機関及び原因関係者等に対して、事故防止や被害軽減のための勧告、意見や事実情報の提

供等をタイムリーかつ積極的に行うこととする。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局安全政策課（課長 石原 典雄） 

関係課：大臣官房運輸安全監理官（運輸安全監理官 三上 誠順） 

運輸安全委員会事務局総務課（課長 森 宏之） 
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業績指標６１ 

 船員災害発生率（千人率） 

 

 

（指標の定義） 

毎年４月１日より翌年３月３１日までの間に発生した災害（船員の転倒、船舶の機器によりはさまれる等の事故、

海難、海中転落等）により死亡・行方不明又は３日以上休業した船員（予備船員を除く。以下同じ。）の船員千人当

たりの率 

（目標設定の考え方・根拠） 

船員災害防止活動の促進に関する法律第６条に基づき、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し、基本と

なるべき事項を定めた船員災害防止基本計画（以下「基本計画」という。）を５年ごとに作成している。 

第１０次基本計画期間（平成２５年度から平成２９年度まで）の死傷災害発生率を、第９次基本計画期間（平成２

０年度から平成２４年度まで）の５年間の死傷災害の発生率（年間千人率）の平均値に比べ１３％減少させることと

した。 

目標設定の考え方は、 

① 平成２０～２２年度の３年平均の発生件数を基礎として目標を算出した。 

② 業績目標の初期値及び目標値は計画期間中の状況をより反映させるため、これまでの最終年度の比較でなく、計 

画期間（５年間）の平均値を比較することとした。 

（外部要因） 

・海運業、漁業の置かれている経済状況、船員の労働条件（労働時間等） 

・船舶及び作業機器・設備の構造に係る問題 

・海上及び港における救急・救護体制 

（他の関係主体） 

  該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  第１０次船員災害防止基本計画（計画期間：平成２５年度から平成２９年度までの５年間） 

平成２８年度船員災害防止実施計画 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

１１．０‰ １０．３‰ １０．３‰ ９．３‰ 集計中 

 

評 価 

 

          Ａ 

 

目標値：９．６‰（平成２９年度） 

実績値：集計中  （平成２８年度） 

９．３‰（平成２７年度） 

初期値：１１．０‰（平成２０～２４年度の平均） 
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主な事務事業等の概要 

○船員災害防止のための管理体制・基準策定等の推進 

①安全管理体制の整備とその活動の推進 

・船舶所有者の安全管理体制の整備を推進し、安全管理活動の活性化を図る。 

②死傷災害の防止 

・作業時を中心とした死傷災害防止対策を図るため、業種別、態様別等の災害防止対策を策定するとともに、特

に死亡率の高い海中転落対策として作業用救命衣等保護具の使用徹底を図る。また、高年齢船員に対しては、心

身機能の変化に対応した死傷災害防止対策を推進し、若手船員に対しては、乗船前に安全対策や健康管理に関す

る研修の実施等、安全衛生に係る教育を推進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２８年度の実績値は集計中であるため、平成２７年度の実績値について分析すると、平成２７年度の実績値

は９．３‰（６０６人）であり、前年度の１０．３‰（６６６人）と比べて減少している。（図１） 

・船員の高齢化が進展する中、高年齢船員の占める割合は高く、平成２７年度における５０歳以上の船員の災害発

生率は、全体の約４６％（２７７人）を占めている（図２）。このことを踏まえ、平成２８年度においては、特に

高年齢船員の死傷災害防止対策に重点的に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務事業等の実施状況） 

・毎年開催される船員労働安全衛生月間期間中に、訪船指導を実施し、「転倒」、「はさまれ」、「海中転落」の

防止対策等の指導を行うとともに、船員災害防止大会及び安全に関する各種講習会等を開催し、安全意識の高揚を

図った。 
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指導隻数 １，５３４隻 

講習会等 ６７カ所 ３，１７６人参加 

・関係機関、団体等で構成される船員災害防止連絡会議を開催し、関係者間での情報交換、連絡強化等を行った。

（開催回数２１回） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 平成２８年度の実績値は集計中であるため、平成２７年度の実績値について分析すると、平成２７年度の実績値

は前年度と比べて約１０％減少しており、過去の実績によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成でき

ることから、Ａと評価した。 

平成２５年度から始まった第１０次船員災害防止基本計画は、平成２９年度が最終年度であり、死傷災害発生率

減少目標達成に向けて引き続き取り組みを行う。 

・今後は、第１０次船員災害防止基本計画の目標の達成状況等を踏まえ、第１１次船員災害防止基本計画（平成３

０年度から平成３４年度）の策定に向けて、①作業時を中心とした死傷災害防止対策、②海中転落・海難防止によ

る死亡災害防止対策、③漁船における死傷災害対策、④年齢構成を踏まえた死傷災害防止対策等の検討を行う。 

・この他、安全に関する意識の啓発を目的として、各船社単位での安全意識の高揚を図るため、従来の船員災害防

止のための顕著な取組を評価し表彰を行っていた船員安全取組大賞を見直し、安全運航や労働環境等に対する取組

を新たに受賞対象とする「船員安全・労働環境取組大賞」を創設する。また、適切な保護具、作業用救命衣の着用

促進のための取組、個々の船員の安全意識の高揚を図るため船内向け自主改善活動（ＷＩＢ）の普及促進等を引き

続き実施し、船員災害防止を目指すものとする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局船員政策課（課長 髙杉 典弘） 

関係課： なし 
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業績指標６２ 

国内航空における航空事故発生件数* 

 

 

 

（指標の定義） 

国内航空における大型航空機、小型航空機及びヘリコプターの航空事故（航空法第７６条に定める事故）の年間発生

件数（５年間の平均） 

（目標設定の考え方・根拠） 

航空安全性向上に関する諸施策を講じることにより、航空事故の発生件数（平成25年～29年の5ヵ年平均値）を現況

値 (平成20 年～24年の5ヵ年平均値)の約1割減とすることを目標とする。 

（外部要因） 

気象条件 

（他の関係主体） 

なし 

（重要政策） 

【施政方針】 

なし 

【閣議決定】 

なし 

【閣決（重点）】 

なし 

【その他】 

なし 
 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

10.8 件 

（単年）12 件 

10.2 件 

（単年）8件 

9.6 件 

（単年）8件 

10.8 件 

（単年）14 件 

10.2 件 

（単年）9件 

評 価 

 

        Ａ 

 

目標値：１０．０件（平成２５～２９年の平均） 

実績値：１０．２件（平成２４～２８年の平均） 

初期値：１０．８件（平成２０～２４年の平均） 
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主な事務事業等の概要 

①  航空機の安全な運航や安全性の確保 

運航規程・整備規程の認可、運航管理施設の検査等を通じて、航空運送事業者等の安全基準への適合性を確保する

ほか、年間を通じて安全監査を行うことにより、その体制や業務の実施状況を厳しくチェックするとともに、経営管

理部門に対する運輸安全マネジメント評価を実施し、高い安全性を確保する。さらに、小型航空機等の運航者に対し、

法令及び関係規程の遵守等安全運航セミナー等を通じて指導を行う。また、自家用航空機等の操縦者の技量維持のた

めの特定操縦技能審査の環境を順次整備する。（平成２６年度より、飛行前一定期間において同審査に合格している

ことを義務付けることとなっている。） 

さらに、ＩＣＡＯ（国際民間航空機関）等の国際動向や技術の進歩等に合わせて航空機の安全基準を適時見直す等、

所要の措置を行う。 

予算額：航空安全対策の強化 194百万円(平成27年度)・208百万円（平成28年度） 

運輸安全マネジメント制度の充実・強化 約0.4 億円の内数（平成28年度） 

② 航空保安施設の整備 

より一層安全な航空交通を目指し、管制支援システム等の施設整備等を進める。 

③ 事故原因等の究明 

 

運輸安全委員会は、航空事故等が発生した場合、その原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの

調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求め、航空事故等の再発防止及

び被害の軽減に寄与する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

当該指標は、各年毎に変動はあるものの、平成２８年度までの５年間の平均で見た場合、減少してきているが、平

成２４～２８年の実積値が１０．２件となり、目標値である１０．０件を上回る結果となった。 

（事務事業等の実施状況） 

・航空安全に係る情報を幅広く収集し、トラブル発生の傾向を把握するため統計的な分析を行うとともに、有識者

会議（航空安全情報分析委員会）を設置し、機材不具合やヒューマンエラー等への対応策について審議・検討を行

った。 
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・この分析結果も含めて航空輸送の安全にかかわる情報をとりまとめ、平成２９年１月に公表を行った。 

・航空会社毎に重点事項を定め、監査専従組織による専門的かつ体系的な立入検査を実施するとともに、安全上の

トラブルが発生した場合には機動的に立入検査を実施するなど、航空会社に対する効果的な安全監査を実施した。

（平成２８年度航空運送事業者の本社・基地に対する立入検査実施件数：３３５件） 

・事業者が経営トップの主体的な関与の下、現場を含む組織が一丸となって安全管理体制を構築し、国がその実施

状況を確認する運輸安全マネジメント評価を平成２８年度は延べ１０事業者に対して実施した。 

・ヒューマンエラーの予防を目的とした、滑走路占有状態等を管制官やパイロットへ視覚的に表示・伝達するシス

テムの整備について、平成２７年度は大阪空港・那覇空港において正式運用を開始し、た。 

・運輸安全委員会は、航空事故等について、その原因を究明するための調査を行い、調査の結果に基づき、国土交

通大臣及び原因関係者に対し講ずべき施策について勧告を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・国内航空事故発生件数は各年毎に変動はあるものの、５年間の平均で見た場合、減少してきているが、平成２４

～２８年の実積値が１０．２件となり、目標値である１０．０件を上回る結果となった。 主な原因としては、平

成27年及び平成28年に小型航空機の事故が目立って発生したことが考えられる。これら事故等を受け、課題を抽出

し、操縦士等に対し法令等の遵守などの指導の実施に加え、平成28年から「小型航空機等に係る安全推進委員会」

を立ち上げ安全対策に係る検討を行っている。 

・今後も引き続き、航空安全情報の収集、分析を行うとともに、有識者会議にて機材不具合やヒューマンエラー等

への対応策について審議・検討を行うほか、航空輸送の安全にかかわる情報の公表を行う。また、より一層安全な

航空交通を目指し、各種支援システムの充実強化を図るほか、航空会社に対する体系的・専門的な安全監査及び経

営管理部門に対する運輸安全マネジメント評価を引き続き実施していく。さらに、ＩＣＡＯ等の国際動向や国内の

動向を踏まえつつ、所要の措置を講じていく。 

・運輸安全委員会は、引き続き適確な事故調査により事故及びその被害の原因究明を徹底して行うとともに、国土

交通大臣、関係行政機関及び原因関係者に対して、事故防止や被害軽減のための勧告、意見や事実情報の提供等を

タイムリーかつ積極的に行うこととする。 

・平成 28 年の実績値は 10.2 件であり、目標値を上回っているものの事故件数はこれまで減少傾向を示しており、

平成 29 年での目標値達成が見込まれることからＡと評価した。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：航空局安全部運航安全課（課長 甲田 俊博） 

関係課：大臣官房運輸安全監理官（三上 誠順） 

    航空局安全部航空機安全課（課長 川上 光男） 

航空局安全部航空事業安全室（官房参事官（航空事業安全）川勝 弘彦）  

航空局交通管制部交通管制企画課（山腰 俊博） 

運輸安全委員会事務局総務課（森 宏之） 
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業績指標６３ 

 緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率* 

 

 

（指標の定義） 

緊急輸送道路上に存在する橋梁のうち、損傷のおそれがない橋梁の割合  

 

（目標設定の考え方・根拠） 

過年度の平均工事完了数で推移するものとして設定  

（外部要因） 

高速道路会社・地方公共団体の取組状況により影響あり 

（他の関係主体） 

 該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  第１８３回国会施政方針演説（平成２５年２月８日） 

  「命を守るための「国土強靱化」が、焦眉の急です。首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模な自然災害へ

の備えも急がなければなりません。徹底した防災・減災対策、老朽化対策を進め、国民の安全を守ります。」 

  第１８６回国会施政方針演説（平成２６年１月２４日） 

  「災害から人命を守り、社会の機能を維持するため、危機管理を徹底するとともに、大規模建築物の耐震改修や

治水対策、避難計画の作成や防災教育など、ハードとソフトの両面から、事前防災・減災、老朽化対策に取り

組み、優先順位を付けながら国土強靱(きょうじん)化を進めます。」  

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成 27 年 9月 18 日）「第２章に記載あり」  

 【その他】 

  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ７５．２％ ７５．７％ ７６．３％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：８１％   （平成３２年度） 

実績値：集計中   （平成２８年度） 

７６．３％ （平成２７年度） 

初期値：７５％   （平成２５年度） 
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主な事務事業等の概要 

 大規模災害時の救急救命活動や復旧活動を支えるため、緊急輸送道路等の耐震補強を推進します。（◎） 

 予算額：道路整備費１６，６０２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０１８億円等の内数（平成２７年

度） 

 予算額：道路整備費１６，６３７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金８，９８３億円等の内数（平成２８年

度）  

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。  

  

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率の実績については、平成２５年度７５．２％から平成２７年度７６．３％と向

上している。目標に向けて着実に進捗しているものの、過去の実績による傾向を延長すると目標年度に達成でき

ないことになり、順調ではない。  

・一方、平成２８年熊本地震の教訓を踏まえ、耐震補強の重要性が再認識されたところであり、高速道路や直轄国

道について、大規模地震の発生確率が２６％以上の地域は５年間で対策を完了させることや、その他の地域にお

いても今後１０年間で耐震補強の完了を目指すなど対策を推進することとしたところである。 

・このため、これまで以上に対策を加速化して取り組むことから目標値の達成は可能であると考えている。 

（事務事業等の実施状況） 

・大規模地震等の発災時、救急救命活動や復旧活動を支えるため、平成２９年度においても緊急輸送道路上の橋梁

の耐震補強を実施しているところである。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２７年度における緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率は、７６．３％である。目標に対してやや伸びが鈍化し

ている状況である。 

・橋梁の耐震補強は、構造的な制約や施工上の制約等が多いことから、既設橋梁特有の制約等を踏まえ適切な設計

が重要となることや、河川、鉄道等の協議等に時間を要することも多く、円滑に進められるかが課題となってい

る。 

・このため、平成２８年度には設計を円滑に行うため、設計上の留意点について周知を行ったところであり、鉄道

協議においては、工事を計画的に実施できるよう平成２８年１０月に省令改正を行ったところである。 

・さらに、自治体支援については高速道路・直轄国道をまたぐ跨道橋の耐震化を重点的に行っているところであり、

会議等を活用し、耐震補強に関する自治体の技術力向上に努めているところである。今後も引き続き財政支援を

行うとともに、会議等を活用した耐震化の技術支援を行い、耐震化の推進を図る体制を整える。 

・以上より総合的に判断し、「Ａ」と位置付けることとした。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 国道・防災課 道路防災対策室（和田 卓） 
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業績指標６４ 

 生活道路におけるハンプ等の設置による死傷事故抑止率* 

 

 

（指標の定義） 

生活道路の対策実施エリアのうち、ハンプ、狭窄等の交通事故対策が実施された箇所において抑止される死傷事故 

件数の割合 

生活道路におけるハンプ等の設置による死傷事故抑止率 ＝ 

（生活道路の重点対策エリアにおける対策前の死傷事故件数（年）－生活道路の重点対策実施エリアにおける   

対策後の死傷事故件数（年）） /  生活道路の重点対策実施エリアにおける対策前の死傷事故件数（年） 

（目標設定の考え方・根拠） 

過年度に実施した生活道路のゾーン対策における死傷事故件数の削減実績より目標値を設定 

（外部要因） 

・交通量の変動、交通安全思想の普及 等 

（他の関係主体） 

 警察庁（事業主体：交通規制等） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   第１７１回国会施政方針演説（平成２１年１月２８日） 

「昨年の交通事故死者数は、五千百人余りとなり、昭和 45 年のピーク時に比べ、三分の一以下に減らすこ

とができました。今後十年間で、更に半減させます。」 

   第１６９回国会施政方針演説（平成２０年１月１８日） 

    「昨年、交通事故の犠牲者は半世紀ぶりに６千人を下回りました。今後も効果的な対策を実施します。」 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

   第１０次交通安全基本計画（平成２８年３月３１日中央交通安全対策会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ― ― ― 集計中 

 

主な事務事業等の概要 

歩行者・自転車に係る死傷事故発生割合が大きい生活道路について、幹線道路等への交通転換を図り、通過交通及び

走行速度の抑制の徹底により、「人優先の安全・安心な歩行空間」を確保するため、面的な速度規制と組み合わせた

ハンプの設置等の対策を行うなど、面的かつ総合的な交通事故抑止対策を実施。（◎） 

予算額： 

道路整備費１６，６０２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０１８億円（国費）等の内数（平成２７年度） 

道路整備費１６，６３７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金８，９８３億円（国費）等の内数（平成２８年度） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本重点計画にその概要が定められた社会資本に係る施策に関するものである。  

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 28 年の実績値については、対策実施後の事故データが平成 30 年度上半期にとりまとまる予定であり、判断

できない。平成 28 年の交通事故死者数は昭和 24 年以来 67 年ぶりに 4,000 人を下回っていることから順調と推測

される。  

（事務事業等の実施状況） 

生活道路対策エリアにおいて、ハンプの設置等の対策を実施中である。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成 28 年度の生活道路におけるハンプ等の設置による死傷事故抑止率の実績は集計中であることから、Ｎ判定と

した。引き続き、生活道路対策エリアの死傷事故率抑止の目標値達成に向けて、ハンプ等の設置を推進する。  

 

評 価 

 

         Ｎ 

 

目標値：約３割抑止（平成２６年比）（平成３２年） 

実績値：集計中（平成２８年） 

初期値：－ 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 環境安全課 （道路交通安全対策室長 酒井 洋一） 

関係課： 道路局 国道・防災課（課長 川﨑 茂信） 
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業績指標６５ 

 自動車事故による重度後遺障害者に対するケアの充実（①訪問支援サービスの実施割合、②短期入所を受け入れる

施設の全国カバー率*） 

 

 

（指標の定義） 

①訪問支援サービスの実施割合 

自動車事故により在宅療養生活を送る重度後遺障害者（介護料受給資格者）やその家族を精神的な面で支援する

ために、重度後遺障害者（介護料受給資格者）宅に対して独立行政法人自動車事故対策機構が実施する訪問支援の

実施割合。 

※介護料：自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事

及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方へ独立行政法人自動車事故対策機

構を通じて支給するもの。 

（初期値 1,530（人）／4,489（人） 直近値 3,083（人）／4,648（人） 目標値 2788.8（人）／4,648（人）） 

③ 短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

自動車事故により在宅療養生活を送る重度後遺障害者（介護料受給資格者）を短期間受け入れる障害者支援施設

等の各都道府県での指定割合。 

（初期値：6都府県 直近値：41 都府県 目標値：47 都道府県） 

（目標設定の考え方・根拠） 

①訪問支援サービスの実施割合 

(1)平成 21 年度末の介護料受給資格者数は 4,489 名（平成 22 年度の訪問支援実人数は 1,530 件） 

(2)1 年間に介護料受給資格者の 3割以上に対して訪問を行っているところ、限られた人員で業務の効率化を図るこ

とにより、可能な限り訪問支援の実施割合を伸ばすこととし、当面の目標として、平成 28 年度までに、介護料

受給者の 6割以上に対して訪問支援を提供することを目指す。 

②短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

(1)平成 25 年度より短期入所協力施設の指定制度を創設し、初年度は 6都府県 8施設を指定。 

(2)目標年度である平成 32 年度までに全国に短期入所協力施設を整備することを目指す。 

（外部要因） 

①訪問支援サービスの実施割合 

訪問支援実施に当たっての重度後遺障害者（介護料受給資格者）やその家族の意向 

②短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

短期入所協力施設としての事業目的に賛同し協力をいただける施設の意向 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

・第３次犯罪被害者等基本計画(平成２８年４月１日) 

   国土交通省及び独立行政法人自動車事故対策機構において、自動車事故による重度後遺障害者が質の高い治

療・看護を受けられる機会を拡充するため、地理的要因や既存病床の利用状況等を踏まえて、療養施設機能一部

委託病床の立地等のあり方について平成 28 年度末までに検討を行う。また、自動車事故による重度後遺障害者に

対する介護料の支給や、短期入院・入所に係る助成を推進するとともに、介護料受給者宅を訪問して介護に関す

る相談や情報提供等を行う訪問支援の充実・強化を図る(Ｖ. 第２. １) 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

   独立行政法人自動車事故対策機構における自動車事故被害者等からの要望把握に係る体制の整備等を通じ、よ

り効果的な被害者支援の充実方策について検討する。（第２章 基本的方針Ｃ 目標②） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 ・第１０次交通安全基本計画(平成２８年３月３１日本中央交通安全対策会議決定) 

交通事故による重度後遺障害者数は依然として高い水準にあることから，引き続き，重度後遺障害者に対す

る救済対策の充実を図る。 

 

評 価 

 

Ａ 

 

① 訪問支援サービスの実施割合 

目標値： ６０．０％（平成２８年度） 

実績値： ６６．３％（平成２８年度） 

初期値： ３４．１％（平成２２年度） 

Ａ 

② 短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

目標値：１００．０％（平成３２年度） 

実績値： ８７．２％（平成２８年度） 

初期値： １２．８％（平成２５年度） 
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① 訪問支援サービスの実施割合 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

４６．３％ ４９．５％ ５５．２% ６０．６% ６６．３% 

 

 
 

② 短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

- １２．８％ ４２．６％ ７６．６％ ８７．２％ 

 

 
 

主な事務事業等の概要 

①訪問支援サービスの実施割合 

独立行政法人自動車事故対策機構の職員が、自動車事故の被害者である重度後遺障害者（同機構の行う介護料受給

資格者）宅を訪問し、被害者本人やその家族から相談・要望を受けるほか、介護に関した有用な情報を提供するなど、

被害者やその家族に対して精神的な支援を行うもの   

②短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

自動車事故により在宅療養生活を送る重度後遺障害者（介護料受給資格者）が障害者支援施設等に一時的に短期間

入所し、生活上の支援を受けて過ごすため、受入れに協力する障害者支援施設等の確保を行うもの。 

予算額：１５９．５億円（平成２８年度当初）の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①訪問支援サービスの実施割合 

訪問支援サービスの実施割合について目標年度が到来したが、業務の効率化及び訪問支援の取組強化により、
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目標を達成したところ。 

②短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

平成 25 年度より各地域における施設の選定と協力依頼により順調に増加したところ。 

（事務事業等の実施状況） 

①訪問支援サービスの実施割合 

平成２７年度は、前年度末の介護料受給資格者４，５８８名に対し、２，７８１件実施。 

平成２８年度は、前年度末の介護料受給資格者４，６４８名に対し、３，０８３件実施。 

②短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

平成２６年度は、初年度の 6都府県に加え、14 県（青森県、宮城県、福島県、秋田県、山形県、静岡県、三重

県、福井県、岐阜県、広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県）で協力施設を確保。全国 20 都府県。 

平成２７年度は、前年度までの 20 都府県に加え、16 県（岩手県、新潟県、富山県、石川県、長野県、徳島県、

香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）で協力施設を確保。

全国 36 都府県。 

平成２８年度は、前年度までの 36 都府県に加え、5府県（京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県）で協

力施設を確保。全国 41 都府県。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①訪問支援サービスの実施割合 

訪問支援サービスの実施割合について目標年度が到来し、目標を達成したことから Aと評価した。引き続き、こ

れを実施し、重度後遺障害者やその家族に精神的な面で支援していく必要がある。実績値に関しては、平成２９年

度から始まった独立行政法人自動車事故対策機構第四期中期目標・計画を踏まえて平成２９年度以降においては６

５％以上を維持し、新規認定者に対しては１００％と設定する。 

②短期入所を受け入れる施設の全国カバー率 

短期入所を受け入れる施設の全国カバー率については、８７．２％であり、順調に推移していることから Aと評

価した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：自動車局保障制度参事官室（参事官 増田 直樹） 

関係課：なし 
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業績指標６６ 

 大型貨物自動車の衝突被害軽減ブレーキの装着率 

 

 

（指標の定義） 

１年間に生産される大型貨物自動車（車両総重量８トン超の大型貨物車）のうち、衝突被害軽減ブレーキが装着さ

れる車両台数の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

車両安全対策の一環として衝突被害軽減ブレーキの普及促進を図り、過去の装着台数実績より平成 32 年度までに

90.0%の装着台数が見込まれるものとして設定したもの。 

（外部要因） 

交通安全思想の普及状況等 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

 54.4 54.4 59.5 60.3 66.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：90.0%（平成 32 年度） 

実績値：66.1%（平成 28 年度） 

初期値：54.4%（平成 24 年度） 
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主な事務事業等の概要 

衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全自動車（ASV）に関する装置の導入に対する支援 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれるが、過去の実績と比較し、

上昇が緩やかになっている。 

（事務事業等の実施状況） 

昨年度と同様、引き続き衝突被害軽減ブレーキの普及促進に努めた。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、実績の上昇値に鑑み、Bと評価した。 

今後とも業績指標の実績を踏まえ、更なる衝突被害軽減ブレーキの普及促進に努める。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局技術政策課（江坂 行弘） 

関係課：  
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業績指標６７ 

 要救助海難の救助率* 

 

 

（指標の定義） 

要救助者に対する救助成功者の割合 

救助率＝（救助された乗船者数①＋救助された海中転落者数②）/（自力救助を除く要救助海難の乗船者数③＋自

力救助を除く乗船者の海中転落者数④） 

※初期値（９６％） 

 （９５％＋９６％＋９６％＋９５％＋９７％）/５＝９６％ 

【内訳】 

 平成２３年救助率（①３８２４＋②４６）/（③３９３２＋④１６０）＝９５％ 

 平成２４年救助率（①５０４１＋②４８）/（③５１１９＋④１６０）＝９６％ 

平成２５年救助率（①４２８４＋②６１）/（③４３６８＋④１６１）＝９６％ 

平成２６年救助率（①３８９５＋②５３）/（③３９９１＋④１７１）＝９５％ 

平成２７年救助率（①３９００＋②４７）/（③３９４８＋④１３４）＝９７％ 

※直近値（平成２７年救助率９７％） 

（３９００＋４７）/（３９４８＋１３４）＝９７％ 

    （平成２８年救助率９５％） 

（３１３２＋４１）/（３１８８＋１４０）＝９５％ 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

海難等における死者・行方不明者を減少させるためには、救助率を維持・向上することが重要であることから、救

助率９５％以上を目標とする。なお、平成２８年３月１１日に閣議決定された第１０次交通安全基本計画において、

要救助海難に対する全体の救助率を、今後も９５％に維持確保とすることが目標として掲げられている。 

※第１０次交通安全基本計画閣議決定前の５年間（平成２３年～平成２７年）の統計によれば、要救助海難に対

する全体の救助率は９６％と高い水準で推移しており、平成２８年以降も９５％以上に維持確保することを新た

に目標とした。 

（外部要因） 

気象海象 

（他の関係主体） 

 防衛省、地方自治体、海事関係者、民間救助組織、医療関係者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日閣議決定） 

   「要救助海難に対する全体の救助率は、今後も９５％以上に維持確保 

・第１０次交通安全基本計画（平成２８年３月１１日閣議決定） 

   「海難等における死者・行方不明者を減少させるためには、高い救助率を維持確保することが重要であること

から救助率９５％以上とする。」 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

９６％ ９６％ ９５％ ９７％ ９５％ 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：９５％以上（毎年） 

実績値：９５％（平成２８年度） 

初期値：９６％（平成２３年から平成２７年の平均） 
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主な事務事業等の概要 

① 海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進 

海難発生から海上保安庁は情報を入手するまでに所要時間を２時間以内とするために以下の事業を実施 

 ・自己救命策確保（ライフジャケットの常時着用、防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保、緊急通報用電話

番号「１１８番」の有効活用）の指導・啓発 

 ・漁業関係者に対する指導 

② 救助・救急体制の充実 

沿岸海域における迅速かつ的確な人命救助体制の充実・強化を促進するため以下の事業を実施 

 ・救難体制の充実 

 ・周辺国や関係機関との合同訓練等を実施 

 ・携帯電話からの１１８番通報の通報位置情報を活用 

 ・救助・救急活動に関する調査・分析の強化 

③ ライフジャケットの着用率の向上 

ライフジャケットの着用率向上を目指すために以下の事業を実施 

 ・自己救命策確保の指導 

 ・ライフジャケット着用義務範囲拡大を踏まえたライフジャケット常時着用の周知・啓発活動 

 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「要救助海難の救助率」は、平成２７年度９７％、平成２８年度９５％となり、当庁のほか関係機関と連携した海

事関係者等への粘り強い安全指導や当庁救助体制の強化等によって、両年度において目標の９５％以上を達成す

ることができた。 

・引き続き本事業を推進していくことで９５％以上を達成できるものと思料する。 

（事務事業等の実施状況） 

① 海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進 

 ・「ライフジャケットの常時着用」、「防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保」、「緊急通報用電話番号「１

１８番』の有効活用」を基本とする自己救命策確保を推進する各種キャンペーン活動、あらゆる広報媒体を活

用した周知・啓発活動を実施した。 

 ・海難率の高い漁業従事者・プレジャーボート等乗船者に対する安全指導・啓発活動等を実施した。 

 ・ＧＭＤＳＳ機器（注１）の適正使用の指導・啓発を実施した。 

② 救助・救急体制の充実 

 ・速力、捜索監視能力等の向上を図った巡視船艇・航空機の整備等を行った。 

 ・周辺国等の捜索救助機関の実務者間による協議並びに捜索救助に関する合同訓練及び机上訓練を実施した。 

 ・公益社団法人日本水難救済会、特定非営利活動法人日本ライフセービング協会等民間海難救助組織との連携を

図った。 

・メディカルコントロール体制（注２）の充実のため、海上保安庁メディカルコントロール協議会総会及び小委
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員会を開催し、救急救命士の救急救命処置等に関する所要の改善を図った。 

・携帯電話からの１１８番通報があった場合には通報位置情報も受信し、海上保安業務情報システムに表示させ

ることにより、情報の効果的な活用を図った。 

 ・諸外国海上保安機関から、誤発射された遭難信号への対応方針に関する情報収集を行い、当庁の対応方針を改 

めることで、救助態勢の空白期間を解消し、もって救助態勢の充実を図った。 

 ・捜索救助活動等について調査・分析を強化した。 

③ ライフジャケット着用率の向上 

 ・「海難情報の早期入手に向けた取り組みの推進」と同様、自己救命策確保を推進する各種キャンペーン活動、

あらゆる広報媒体を活用した周知・啓発活動を実施した。 

 ・プレジャーボート等の乗船者における着用義務違反に対して指導を実施した。 

 ・ライフジャケットの常時着用の推進については、実際の事故事例を踏まえ、膨張式救命胴衣の事前点検（メン

テナンス）の実施を併せて指導するとともに、平成 30 年２月１日より小型船舶に乗船する者への救命胴衣着

用義務範囲が拡大されることから、この趣旨を踏まえてライフジャケットの着用徹底に向けた周知・啓発活動

を実施した。 

 

（注１）：海上における遭難および安全の世界的制度で、ＳＯＬＡＳ条約に基づく人工衛星を利用した海上安全

通信システム 

（注２）：救急救命士が実施する救急救命業務の質を医学的観点から保証する体制 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は、目標値９５％を達成したため、「Ａ」と評価した。この結果は、当庁が関係機関と連携し

つつ実施した各種取組みが効果的に機能しているものと分析できる。 

今後も捜索活動を含めた救助救急活動や自己救命策確保の実施状況等についての調査・分析を引き続き実施し、

抽出した課題をもとに救助体制の改善を図るなどして救助率の維持・向上に取り組んでいく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海上保安庁警備救難部救難課   （課長 増田 克樹） 

関係課： 海上保安庁警備救難部管理課   （課長 瀬口 良夫） 
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業績指標６８ 

 航路標識の耐震補強の整備率* 

 

 

（指標の定義） 

航路標識の耐震補強の整備率 

 整備率＝耐震補強を行った航路標識①÷耐震対策を講じる必要があると判定された航路標識② 

※初期値（平成２６年度）：①１７９／②２２９（基）＝７８％ 

※直近値（平成２７年度）：①１８３／②２２９（基）＝８０％ 

    （平成２８年度）：①１８５／②２２９（基）＝８１％ 

※目標値（平成３２年度）：①２２９／②２２９（基）＝１００％ 

（目標設定の考え方・根拠） 

災害発生時における海上輸送ルートの安全確保を図り船舶交通の被害の最小化を図るため、船舶の航行に不可欠な

航路標識の耐震補強整備を推進する。 

耐震対策を講じる必要があると判断された航路標識２２９基について、平成３２年度までに、そのすべてを耐震補

強することとした。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

７２％ ７５％ ７８％ ８０％ ８１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

           

目標値：１００％（平成３２年度） 

実績値：８１％（平成２８年度） 

初期値：７８％（平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

航路標識の耐震補強の整備（◎） 

 災害発生時において、海上輸送ルートの安全確保を図るため、船舶の安全な運航に不可欠な航路標識の耐震補強を

実施し、円滑な交通を確保する。 

 予算額：航路標識整備事業費の一部   ０．３億円（平成２７年度）  ０．４７億円（平成２８年度） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するもの

である。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成２７年度、平成２８年度において、計画した事業は順調に終了した。 

目標は平成３２年度に航路標識の耐震補強の整備率１００％のところ、最新の実績値（平成２８年度）は８１％

であるが、今後、平成２８年度の整備基数と比較し、整備基数を約４～６倍増加させる計画となっており、実績値

が上昇していくため、目標年度に目標値の達成が見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

 ６基（平成２７年度：４基、平成２８年度：２基）の航路標識の耐震補強を実施。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 

 業績指標については、今後の計画として、整備基数を増加させる計画となっているため、実績値が上昇していくこ

とが見込まれる。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海上保安庁交通部整備課（課長 木津 直樹） 

関係課： 海上保安庁交通部企画課（課長 君塚 秀喜） 
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業績指標６９ 

 国際船舶の隻数 

 

 

（指標の定義） 

海上運送法第４４条の２に定める船舶（注）の隻数をいう。 
（注）「国際船舶」：日本船舶のうち、国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定められた船舶。 

          具体的には、２，０００トン以上のＬＮＧ船、ロールオン・ロールオフ船、近代化船等の船舶をいう。 

          平成８年創設 

（目標設定の考え方・根拠） 

安定的な国際海上輸送の確保のため、国際船舶に関する課税の特例（登録免許税・固定資産税の軽減）を継続す

ることにより、国際船舶を平成 23 年より約 100 隻増加させることとし、目標を約 230 隻（平成 28 年央）とした。 

（外部要因） 

景気の動向、他国の外航海運政策 

（他の関係主体） 

 外航海運事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画的

増加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を補完

する準日本船舶合わせて４５０隻体制の早期確立を図る（第２部４（１）） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会（平成１９年１２月） 

 

 

（単位：隻） 

過去の実績値       
 

    （年央） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

８５ ９５ １０６ １１７ １３５ １５０ １５８ １７９ １９３ ２１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約２３０隻（平成２８年央） 

実績値： ２１４隻（平成２８年央） 

初期値： １３５隻（平成２３年央） 

0
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（隻） 国際船舶の隻数
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主な事務事業等の概要 

【税制上の特例措置】 

国際船舶の所有権の保存登記等の特例（登録免許税・固定資産税） 

我が国商船隊の中核を担い、質の高いサービスを確実に提供している日本籍船のうち、安定的な国際海上輸送の

確保上、特に重要な船舶である国際船舶の安定的な確保を図るための税制特例措置。 

登録免許税：税率     本則 4/1000  → 国際船舶 3.5/1000 

固定資産税：課税標準 外航船舶 1/6 → 国際船舶 1/18 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

中国経済の減速や船腹過剰等による歴史的な海運市況の低迷により、我が国外航海運事業者はその運航総隻数を

縮小せざるを得ない状況にある。こうした外部要因による影響があった中でも、我が国商船隊における平成２８

年央の国際船舶の隻数は２１４隻と、初期値である平成２３年央に比べ５期連続で増加し７９隻増となっており、

目標値である約２３０隻は達成していないものの着実に成果をあげている。 

（事務事業等の実施状況） 

国際船舶の所有権の保存登記等の特例を延長（登録免許税：平成２８年度～２９年度、固定資産税：平成２７年

度～平成２９年度）した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、平成２８年央の国際船舶数は２１４隻であり、着実に成果をあげているが、目標値であ

る約２３０隻は達成していないことから、Ｂと評価した。 

・一方で、歴史的な海運の低迷による厳しい経営環境下にある中でも、国際船舶に係る課税の特例等の外航海運

税制の効果によって、その隻数は平成１９年度（８５隻）以降継続して増加していることから、安定的な国際海

上輸送を確保する上で重要な国際船舶の増加に向け、引き続き、本施策を推進していくことが効果的である。 

・目標年度が到来したが、本施策を引き続き推進することとし、平成２９年度に適用期限を迎える本施策（税制

特例措置）の延長等に係る検討を踏まえ、目標値を再設定することとする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標７０ 

 世界の海上輸送量に占める日本の外航海運事業者による輸送量の割合* 

 

 

（指標の定義） 

世界の海上荷動量に占める日本の外航海運事業者による輸送量の割合 

分子：我が国商船隊（※）による輸送量 

分母：世界の海上荷動量 
（※）我が国商船隊：我が国外航海運企業が運航する２，０００総トン以上の外航商船群をいう。自らが所有する日本籍船のみならず、外国企業

（自らが設立した外国現地法人を含む。）から用船（チャーター）した外国籍船も合わせた概念。 
（目標設定の考え方・根拠） 

我が国の外航海運の発展を図るため、各国動向等の把握、当局間協議等の取り組み及び海上輸送の安全確保等の推

進を通じて、国際競争力の強化を図り安定的な国際海上輸送を確保することとし、平成１８年度から平成２２年度ま

での過去５年間の我が国商船隊の輸送比率である約１０％を元に、引き続きその輸送比率を維持することを目指す。 

（外部要因） 

治安情勢の変動、資源の枯渇、国際経済情勢の変化 

（他の関係主体） 

 民間事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

・日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画

的増加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を

補完する準日本船舶合わせて４５０隻体制の早期確立を図る（第２部４（１）） 

 ・「マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズム」の下で実施されるプロジェクトのうち、航行援助施設の整備に

関する協力や、航行援助施設の維持管理に係る人材育成を推進するとともに、同メカニズムを有効に機能させ、

マラッカ・シンガポール海峡における航行安全・環境保全対策の充実が図られるよう、利用国、利用者等に幅広

く参加を働きかける。（第２部１１（３）ウ） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

１０．１％ １０％ ９．８％ ９．８％ ９．２％（暫定値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：約１０％（毎年度） 

実績値：９．２％（平成２８年度）（暫定値） 

初期値：約１０％（平成２２年度） 
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主な事務事業等の概要 

島国である我が国では、貿易量の９９．６％を海上輸送が占め、このうち６４％の輸送を日本商船隊が担っており、
外航海運は我が国経済・国民生活を支える重要な物流基盤であることから、安定的な国際海上輸送の確保は極めて重
要である。このため、安定的な国際海上輸送の確保や、国際競争力の強化のための次の取組を図る。 
 
○マラッカ・シンガポール海峡の航行安全対策 
我が国の輸入原油の８割以上が通航する重要なシーレーンであるマラッカ・シンガポール海峡の航行安全を確保す

るため、同海峡を管理する沿岸国（シンガポール、マレーシア及びインドネシア）に対して航行援助施設（灯浮標等）
の維持・管理に係る支援を実施。 
 
  予算額：約３４百万円（平成２７年度） 約３３百万円（平成２８年度） 
 
○外航海運対策の強化 
諸外国の海運政策の動向を把握し、自由で公正な競争条件の確保等を図るため、主要海運国との政策対話等を実施。 

 
  予算額：約６４百万円の内数（平成２７年度） 約３１百万円の内数（平成２８年度） 
  
【税制上の特例措置】 
○海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置（所得税、法人税） 
 多額の資金を要する外航船舶の調達において、譲渡船舶の売却益を活用して、環境負荷低減を図りつつ船舶の代替
を促進し、計画的かつ安定的に日本商船隊の維持・整備を図るための税制特例措置。 
 
  圧縮記帳の比率・・・・・・・・・８０/１００ 
 
○船舶に係る特別償却制度（所得税、法人税） 
 外航海運における CO2 排出削減にかかる国際的な動向を踏まえ、船舶を取得した際に投下した資金を早期に回収
し、エネルギー効率が高く環境に優しい先進的な船舶の建造や船隊拡大のための投資を促進するための税制特例措
置。 
 
 ＜償却率＞ 
  外航日本船舶・・・・・・・・・・１８/１００ 
  外航日本船舶以外の船舶・・・・・１６/１００ 
 
 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

中国経済の減速や船腹過剰等による歴史的な海運市況の低迷により、我が国外航海運事業者はその運航総隻数を

縮小せざるを得ない状況にある。こうした外部要因による影響を受け、平成２８年度は、９．２％（暫定値）とな

っており、目標の約１０％は達成していない。 

 

（事務事業等の実施状況） 
○マラッカ・シンガポール海峡の航行安全対策 
 沿岸国における航行援助施設（灯浮標等）の代替整備を支援するための代替施設の設計等に関する事前調査及び
沿岸国の航行援助施設の維持管理に従事する技術者に対するキャパシティ・ビルディング事業等を実施し、沿岸国
における同海峡の航行安全対策を支援しており、２９年度においても引き続き実施予定。 
 
○外航海運対策の強化 
海運先進国当局間会議（海運先進１８カ国が参加）や日米海事協議等において、海事政策に関する意見交換を実

施するとともに、特定国の規制政策への問題意識を共有する等、自由で公正な競争条件の確立に向けて取り組んで
いる。 
 
○海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置（税制） 
 本税制特例措置の必要性を踏まえ、適用期限を３年間（平成２９年度～３１年度）延長した。 
 
○船舶に係る特別償却制度（税制） 
 本税制特例措置の必要性を踏まえ、適用期限を２年間（平成２９年度～３０年度）延長した。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、目標値の約１０％は達成していないため、Bと評価した。 

・歴史的な海運市況の低迷による影響もあり、平成２８年度においては目標値を下回っているが、それ以前は、概

ね１０％を達成しており、また、我が国商船隊の輸送量で見れば、初期値の平成 22 年度に比して増加（22 年：

819 百万トン→28 年：1,018 百万トン）しており、安定的な国際海上輸送が確保されている。 

・我が国における外航海運の重要性を踏まえ、引き続き、安定的な国際海上輸送の確保や、国際競争力の強化のた

めの取組の実施を図る。 

・なお、現状の目標値は、目標設定から５年以上が経過していることを踏まえ、目標値を平成２３年度から平成２

８年度の平均輸送比率等を踏まえ、再設定することとする。 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標７１ 

 外航海運事業者が運航する日本船舶の隻数 

 

 

（指標の定義） 

日本の外航海運事業者が運航する日本船舶をいう。 

（目標設定の考え方・根拠） 

・ 交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会答申（平成１９年１２月）において、非常時において一定規模の

国民生活・経済活動水準を維持するために最低限必要な、日本の外航海運事業者が運航する日本船舶（以下「日

本船舶」）の隻数は「約４５０隻」と試算されたところである。 

・ しかしながら、日本船舶４５０隻を短期間で達成することは困難であることから、平成２５年３月３０日に改

正した「日本船舶・船員の確保に関する基本方針」において、当面の目標として、海上運送法に基づく「日本

船舶・船員確保計画」の認定を受けた対外船舶運航事業者（認定事業者）が所有する日本船舶数を平成２０年

度からの９年間で３．２倍とすることを目指すこととしている。 

・ 上記「基本方針」に基づき、認定事業者が所有している平成２０年度の日本船舶数７４隻を３．２倍、その他

の事業者は横ばいとし、平成２９年には２６２隻に増加させることを目標値として設定するものである。 

・ 上記目標値は、認定事業者が「基本方針」に基づき策定した計画を踏まえ、トン数標準税制等の税制特例措置

の効果により、達成すべき目標値として設定している。 

・ 上記目標値の達成により、非常時における一定規模の国民生活・経済活動水準を維持するために最低限必要な

外航日本船舶４５０隻の早期確保等の効果が期待出来る。 

（外部要因） 

景気の動向、他国の外航海運政策 

（他の関係主体） 

 外航海運事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

日本商船隊の国際競争力の確保及び安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本籍船及び日本人船員の計画的

増加に取り組む我が国の外航海運事業者に対し、トン数標準税制の適用等を実施し、日本船舶と日本船舶を補完

する準日本船舶合わせて４５０隻体制の早期確立を図る（第２部４（１）） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会（平成１９年１２月） 

 

（単位：隻） 

過去の実績値       
 

    （年央） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

９２ ９８ １０７ １１９ １３６ １５０ １５９ １８４ １９７ ２１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：２６２隻（平成２９年度） 

実績値：１９７隻（平成２７年度） 

２１７隻（平成２８年度） 

初期値：１５０隻（平成２４年度） 
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主な事務事業等の概要 

・日本船舶・船員確保計画認定制度の適切な実施 

海上運送法に基づく「日本船舶・船員確保計画」の認定制度について、「日本船舶及び船員の確保に関する基本方

針」を定め、それに基づき日本船舶・船員確保計画の適切性を審査するとともに、認定計画に従った措置の実施

状況を把握し、必要な措置を講じていない場合には勧告や認定の取り消しを行うこと等により、当該制度の適切

な実施を確保する。 

【税制上の特例措置】 

外航海運におけるみなし利益課税（トン数標準税制） 

対外船舶運航事業者が、海上運送法に基づき、日本船舶・日本人船員の確保に係る「日本船舶・船員確保計画」

を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合、日本船舶・準日本船舶に係る利益について、通常法人税に代えて、

みなし利益課税を選択できる制度（平成２０年度より）。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度の日本船舶数は２１７隻と、初期値である平成２３年央に比べ５期連続で増加し８１隻増となって

おり、過去の実績値のトレンドを延長すると、目標年度では概ね目標値に近い水準（達成率約 90％）となるもの

の、目標年度での目標値の達成は厳しい状況にある。他方で、中国経済の減速や船腹過剰等による歴史的な海運

市況の低迷を受け、我が国外航海運事業者はその運航総隻数を縮小せざるを得ない状況にあり、こうした外部要

因が影響しているものと考えられるが、このような中でも、実績値は目標に向けて継続して増加しており、施策

としては着実に成果を示している。加えて、日本船舶を補完する準日本船舶※が５５隻（28 年 3月末時点）確保

されており、日本船舶（２１７隻：28 年年央）及び準日本船舶の合計で２７２隻となっている。 

 

※準日本船舶：日本船舶を補完するものとして、対外船舶運航事業者が運航する外国船舶のうち、航海命令に際

し日本船舶に転籍して確実かつ速やかに航行することが可能なものとして、海上運送法に基づき

認定を受けた船舶（平成 25 年度制度創設）。 

 

（事務事業等の実施状況） 

・ トン数標準税制の適用を受けるために必要な「日本船舶・船員確保計画」の認定を受けた事業者（認定事業

者）は、平成２８年３月末時点で８社であり、当該８社合計で日本船舶２０１.１隻及び準日本船舶５５隻と

なっている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、施策の効果により目標に向けて継続して増加し、目標年度では概ね目標値に近い水準とな
るものの、歴史的な海運市況の低迷等の外部要因による影響もあり、目標年度での目標値の達成は厳しい状況に
あることから、Ｂと評価した。 

・なお、近年の我が国周辺海域における情勢の変化等を踏まえれば、経済安全保障の早期確立が急務になっている
ことから、平成２９年度税制改正において、平成２９年度に適用期限を迎えるトン数標準税制を拡充・延長（５
年間延長）しており、これを受け、準日本船舶に本邦船主の子会社が保有する一定の要件を満たした外国船舶を
追加すること等を内容とする「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案」を今国会に提出し、本年４月に
成立したところ。平成３０年度以降も、同税制等を活用し、「日本船舶・船員確保計画」の認定を受けた事業者
による日本船舶の計画的な確保を推進することとしている。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局外航課（課長 磯野 正義） 
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業績指標７２ 

 内航船舶の平均総トン数* 

 

 

（指標の定義） 

内航海運における船舶の平均の総トン数 

（注）総トン数：船舶の大きさを示すのに用いる指標。 

（目標設定の考え方・根拠） 

内航海運の役割は、国内物流の基幹的輸送インフラとして、国民生活や経済活動を支えるとともに、災害時の緊急

輸送等を担う機能を確保・充実させることにある。 

しかしながら、内航海運の良質な輸送サービスの安定的な提供にあたり、船齢１４年以上の船舶が全体の約７割を

占める状況が継続しており、代替建造の促進が求められる。この代替建造の促進の指標として、船腹量の維持又は平

均総トン数の維持という、主に２つの考え方があるが、船腹量は需給動向に応じて変動するものであるため、内航船

舶の平均総トン数を最低限維持していくという目標設定が有効かつ最適である。このため、内航船舶の過去 5年（平

成 23 年度～平成 27 年度）の平均総トン数 687（平均総トン）の数値の維持を目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

６７３トン ６８８トン ７０４トン ７１５トン   ７１２トン 

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

内航海運は、国内貨物輸送全体の４４％割、産業基礎物資の輸送の約８割を担う、我が国の国民生活を支える基幹

的輸送インフラである。このような内航海運の良質な輸送サービスを安定的に提供し、内航船舶の平均総トン数を維

持していくためには、老朽化が進んだ内航船舶の代替建造の促進が重要である。このため、（独）鉄道建設・運輸施

設整備支援機構による船舶共有建造制度や船舶の特別償却制度・船舶の買換特例・中小企業投資促進税制等の税制特

例措置により船舶の代替建造の促進を図ってきたところ。さらに、内航海運の諸課題への対応に向け、平成２８年４

月に「内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会」を設置し、平成２９年６月に検討会の議論のとりまとめを行

評 価 

 

          Ａ 

 

目標値：６８７トン（毎年度） 

実績値：７１２トン（平成２８年度） 

初期値：６５４トン（平成２３年度） ※それぞれ平均総トン数 
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う予定としており、今後、とりまとめを受け、具体的な施策を講じていくこととしている。 

【予算額】 

○内航海運対策 ３百万円（平成２８年度） 

 

【財政投融資】 

○（独）鉄道建設・運輸施設整備機構の船舶共有建造制度による代替建造の促進  

財政投融資計画額 187 億円（平成 28 年度） 

 

【税制上の特例措置】 

○船舶に係る特別償却制度（所得税、法人税） 

  環境低負荷船について、特別償却 

＜償却率＞  高度環境低負荷船・・・・・・・・・・１８/１００ 

        環境低負荷船・・・・・１６/１００ 

○海上運送業における特定の事業用資産の買換等の場合の課税の特例措置（所得税、法人税） 

 船舶を譲渡し、新たに船舶を取得した場合における譲渡資産譲渡益について、80％の課税繰り延べ 

○中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却制度又は税額控除制度（所得税、法人税、法人住民税、事業税） 

 内航貨物船を取得した場合に特別償却（３０％）または税額控除（７％） 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度の内航海運における船舶の平均の総トン数は７１２トンであり、目標値の６８７トンを上回ってい

ることから、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

船舶共有建造制度（平成２８年度：合計１６隻）や各種税制特例措置の活用（２８年度：集計中）等により、代

替建造及び大型化が順調に行われたことに伴い平均総トン数は目標を達成している。  

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は目標値の６８７トンを上回って推移しており、平成２８年度の内航海運における船舶の平均の総トン

数は目標を達成していることから、現在の施策を継続することが適当である。以上よりＡと評価した。 

平成２９年度以降についても、「内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会」のとりまとめを踏まえた、各種

支援策等により代替建造及び船舶の大型化に向けた環境整備を図り、引き続き内航船舶の平均総トン数の増加に努

めていくこととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 海事局内航課（課長 池光 崇） 

関係課： 海事局総務課企画室（室長 三輪田 優子） 
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業績指標７３ 

 海上貨物輸送コスト低減効果（対 H２５年度総輸送コスト）（①国内*、②国際*） 

 

 

（指標の定義） 

① 複合一貫輸送ターミナル及び国内物流ターミナルの整備による輸送コストの削減便益を算出し、平成２５年度

の総輸送コストに対する各年度の輸送コスト削減便益の合計の比率を指標として設定。 

② コンテナ貨物等を扱う国際海上コンテナターミナル及びバルク貨物等を扱う国際物流ターミナルの整備によ

る輸送コストの削減便益を算出し、平成２５年度の総輸送コストに対する各年度の輸送コスト削減便益の合計

の比率を指標として設定。 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 国内海上貨物のコスト削減を着実に推進していく必要があるため、船舶の大型化に対応した港湾施設等の整備

や効率的な施設配置等により、平成３２年度までに発現が見込まれる海上輸送コスト低減効果である 3%を、目

標として設定。 

② 国際海上貨物のコスト削減を着実に推進していく必要があるため、船舶の大型化に対応した港湾施設等の整備

や効率的な施設配置等により、平成３２年度までに発現が見込まれる海上輸送コスト低減効果である 5%を、目

標として設定。 

（外部要因） 

・輸送コストにかかる原油価格変化 

・輸出入貨物量に影響する景気動向・世界情勢の変化 

（他の関係主体） 

 ・地方公共団体（事業実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成２８年６月３日） 

社会資本整備については、民間投資誘発効果の高い事業や、国民の安全・安心を確保するストック効果の高い

社会資本へと選択と集中を進める。具体的には、大都市圏環状道路、国際戦略港湾、国際拠点空港等の整備のほ

か、防災・減災対策、国土強靭化、老朽化対策等により社会経済活動の継続性を確保する。（第３章.５.⑤） 

・日本再興戦略 2016（平成２８年６月３日） 

我が国の国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、高規格幹線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線等

の高速交通ネットワーク、国際拠点空港、国際コンテナ・バルク戦略港湾等の早期整備・活用を通じた産業イン

フラの機能強化を図るとともに、賢く使い・賢く投資する戦略的インフラマネジメントをすすめ、民間投資の喚

起や生産性向上等のインフラのストック効果が最大限発揮される取組を進める。（第二.Ⅰ.１１.(２)） 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

我が国の産業立地競争力の強化を図るため、広域からの貨物集約（集貨）、港湾周辺における流通加工機能の強

化（創貨）、さらに港湾運営会社への政府の出資、大水深コンテナターミナルの機能強化（競争力強化）による国

際コンテナ戦略港湾政策の深化を図るとともに、三大都市圏環状道路や港湾へのアクセス道路等の重点的な整備、

埠頭周辺における渋滞対策等による効率的な物流の実現を目指す。 

我が国の産業や国民生活に必要不可欠な資源、エネルギー、食糧の安定的かつ安価な輸入を実現するため、大

型のばら積み貨物船に対応した港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等により、安定的かつ効率的な海上輸

送網の形成を図る。（第２章.基本的方針 B.目標①[港湾・海運]） 

・港湾法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３３号） 

・総合物流施策大綱（平成２５年６月２５日） 

国際コンテナ戦略港湾におけるコンテナターミナルの大水深化等、船舶の大型化に対応した港湾機能の強化を

推進するとともに、国際コンテナ戦略港湾と国内各港を結ぶ内航船による「国際フィーダー航路」、インランドデ

ポでのコンテナラウンドユース等を活用した広域からの貨物集約、特例港湾運営会社の経営統合等による港湾の

効率的かつ一体的な運営の促進を図る。 

安定的かつ安価な資源・エネルギー等の輸入を実現し、国際的に見て対等な競争条件を確保することで我が国

産業の国際競争力を支えるため、効率的な共同配船等の拠点となる港湾について、これらの輸送船舶の大型化に

対応した港湾施設を整備するとともに、岸壁、荷役機械等の整備に対する支援に係る取組を進める。（２.(１)） 

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

我が国と北米・欧州等を直接結ぶ国際基幹航路を維持・拡大するため、国際コンテナ戦略港湾（阪神港、京浜

港）において、ハブ機能強化に向けたコンテナターミナル等のインフラ整備、フィーダー輸送網強化による貨物

集約、港湾運営の民営化など、ハード・ソフト一体となった総合的な施策を集中して実施し、その機能強化を図

評 価 

 

① Ａ 

② Ａ 

 

目標値：①約３％減（平成３２年度） 

②約５％減（平成３２年度） 

実績値：①１．０％減（平成２８年度）（速報値） 

     ０．９％減（平成２７年度） 

    ②１．７％減（平成２８年度）（速報値） 

     １．４％減（平成２７年度） 

初期値：- 
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る。 

資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現を目指し、我が国の産業競争力の強化、雇用の創出及び所

得の海外流出防止の観点から、大型船の入港を可能とする拠点となる港湾の確保や企業間連携の促進を図り、国

全体として効率的かつ安定的な海上輸送ネットワークを形成する。（第２部.４.(３)ア） 

・港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２３年法律第９号） 

 【閣決（重点）】 

 ・社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

  平成２５年度比 

① ０．１％減 

② ０．６％減 

平成２５年度比 

① ０．９％減 

② １．４％減 

平成２５年度比 

① １．０％減 

（速報値） 

② １．７％減 

（速報値） 

 

  
 

主な事務事業等の概要 

・国際的な動向を見据えた空港・港湾等の既存施設の活用・再編を含めた機能の高度化を図る。特に、地方圏の産業

活動等に不可欠な資源・エネルギー等を安定的かつ安価に輸入するため、国際バルク戦略港湾を念頭に置きつつ、大

型船に対応した港湾機能の高度化や企業間連携の促進等を進め、拠点となる港湾を核とした安定的かつ効率的な資

源・エネルギー等の海上輸送網の形成を図る。（◎） 

予算額： 

港湾整備事業費２，３１４億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６６億円の内数（平成２７年度） 

 港湾整備事業費２，３１７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９８６億円の内数（平成２８年度） 

 （注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

・国際戦略港湾及び国際拠点港湾の港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置（固定資産

税・都市計画税） 

  国際戦略港湾及びコンテナ取扱量等の要件を満たす国際拠点港湾の港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に

係る課税標準の特例措置。 

 固定資産税・都市計画税の課税標準（取得後１０年間） 

 ①国際戦略港湾１／２ 

 ②国際拠点港湾２／３ 

 

・資源・エネルギー等の海上輸送ネットワークの拠点となる埠頭において整備される荷さばき施設等に係る課税標準

の特例措置（固定資産税、都市計画税） 

穀物や石炭等のばら積み貨物の輸入拠点として指定された港湾において、海上輸送の共同化の促進に資する事業
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（特定貨物取扱埠頭機能高度化事業）を実施する者が取得した荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置。 

固定資産税・都市計画税の課税標準２／３（取得後１０年間） 

 

・H25 年度予算要求に係る政策アセスメント「資源・エネルギー等の安定的かつ安価な輸入の実現に向けた広域的・

効率的な海上輸送ネットワークの形成」の事後評価 

（施策等の効果の測定及び結果） 

 本施策の実績として、平成 28 年度（速報値）の国際海上コンテナ・バルク貨物輸送コスト低減率（※）は平成 22

年度比 3.1%減であり、我が国の産業や国民生活に必要不可欠な資源・エネルギー等の物資を安定的かつ安価に輸入

することに貢献している。 

スケールメリットを活かした輸送コストの削減を図るべく、世界的に輸送船舶の大型化が進展している。我が国に

おいても大型輸送船に対応した港湾の機能強化を推進しているところであり、現在整備中の施設が供用された際には

更なる輸送コスト低減率の上昇が見込まれる。引き続き、効率的かつ安定的な資源・エネルギー等の海上輸送ネット

ワークの形成を図る。 

※現在は、指標名称を「海上貨物輸送コスト低減効果（対 H２５年度総輸送コスト）（②国際）」としている。 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・順調である。平成２７年度のコスト低減効果は平成２５年度比①国内０．９％減②国際１．４％減、平成２８

年度のコスト低減効果は平成２５年度比①国内１．０％減（速報値）②国際１．７％減（速報値）であり、年々

コスト低減が図られている。 

（事務事業等の実施状況） 

・港湾整備事業等により、複合一貫輸送ターミナル、国内物流ターミナル、国際海上コンテナターミナル、国際

物流ターミナルの整備を着実に推進している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標は目標達成に向けて推移しているため、Ａ評価とした。なお、本評価は確定値である平成 27 年度実績

値を踏まえたものである。 

・港湾整備事業等の実施により、引き続き複合一貫輸送ターミナル、国内物流ターミナル、国際海上コンテナタ

ーミナル、国際物流ターミナルの整備を推進し、輸送コストの低減を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局 計画課（課長 宮崎 祥一） 
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業績指標７４  

災害時における海上からの緊急物資等の輸送体制がハード・ソフト一体として構築されている港湾（重要港湾以上）

の割合 

 

 

（指標の定義） 

大規模地震対策施設が港湾計画に位置付けられている港湾（重要港湾以上）の数のうち、大規模地震対策施設が存

在し、かつ港湾の事業継続計画（港湾 BCP）が策定されている港湾の割合。 

（目標設定の考え方・根拠） 

各港湾における大規模地震対策施設の整備状況及び港湾 BCP の策定状況を踏まえ、平成３２年度までに施設整備及

び港湾 BCP 策定が見込まれる港湾の割合を８０％として目標を設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 ・地方公共団体等（港湾管理者） 

・民間事業者（港湾利用者） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・国土強靱化アクションプラン 2016（平成２８年５月） 

     陸・海・空の物資輸送ルートを確実に確保するため、陸上輸送の寸断に備えた海上輸送拠点の耐震化など、輸

送基盤の地震、津波、水害、土砂災害、雪害対策等を着実に進めるとともに、複数輸送ルートの確保に向け、輸

送モード間の連携等を進める。（第３章 各プログラムの推進計画等） 

 【閣決（重点）】 

 ・社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

- - ３１％ ４５％ ７９％ 

 

評 価 

 

Ａ 
 

目標値：８０％（平成３２年度） 

実績値：７９％（平成２８年度） 

初期値：３１％（平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

○ハード・ソフト施策の連携により、大規模地震発生後の緊急物資等の輸送に資する海上輸送ネットワークの構築を

図る（耐震強化岸壁整備、港湾 BCP 策定、緊急物資輸送訓練の実施等）（◎） 

予算額： 

 港湾整備事業費２，３１４億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６６億円の内数（平成２７年度） 

 港湾整備事業費２，３１７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９８６億円の内数（平成２８年度） 

 （注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成２８年度の実績値は７９％（８６港／１０９港）であり、平成３２年度の目標値である８０％に向け順調

である。 

（事務事業等の実施状況） 

・重要港湾以上の全ての港湾において港湾 BCP の策定が完了した。 

・平成２８年３月に改訂した臨海部防災拠点マニュアルに基づき、耐震強化岸壁を核とした臨海部防災拠点の

整備及び適切な維持管理を促進した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 ・業績指標については、目標達成に向け順調に推移しているため、Ａと評価した。 

 ・ハード・ソフト施策の連携により、大規模地震発生後の緊急物資等の輸送に資する海上輸送ネットワークの構

築を図るため、策定された港湾ＢＣＰに基づく訓練の実施、臨海部防災拠点マニュアルに基づく臨海部防災拠

点の整備及び適切な維持管理を促進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局 海岸・防災課（課長 村岡 猛） 

関係課： 港湾局 計画課（課長 宮崎 祥一） 
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業績指標７５ 

 国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾における港湾の事業継続計画（港湾 BCP）が策定されている港湾の割合 

 

 

（指標の定義） 

重要港湾以上の港湾の数のうち、港湾の事業継続計画（港湾 BCP）が策定されている港湾の数の割合。 

（目標設定の考え方・根拠） 

国土強靱化アクションプラン2016において重要業績指標(KPI)の一つとして設定されており、これとの整合を踏まえ、

平成２８年度までに重要港湾以上の全ての港湾において港湾 BCP が確実に策定されることを目標として設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 ・地方公共団体等（港湾管理者） 

・民間事業者（港湾利用者） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・国土強靱化アクションプラン 2016(平成２８年５月２４日) 

  災害発生時に広域的な連携を通じ港湾の機能を維持するとともに、被災した施設の早期復旧を図るため、国・ 

港湾管理者・港湾利用者等が協同し、港湾 BCP の策定による災害時の協力体制の構築等を推進する。 

 【閣決（重点）】 

 ・社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ― ３６％ ５５％ １００％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００％（平成２８年度） 

実績値：１００％（平成２８年度） 

初期値： ３６％（平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

○大規模災害時における港湾からのアクセスルートを確保（◎） 

予算額： 

 港湾整備事業費２，３１４億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９６６億円の内数（平成２７年度） 

 港湾整備事業費２，３１７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金等１９，９８６億円の内数（平成２８年度） 

  (注) ◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２６年度の初期値(３６％＝４５／１２５港)以降、着実な策定により、平成２７年度の実績値は５５％（＝

６９／１２５港）となり、平成２８年度には、対象となる重要港湾以上の全ての港湾（１２５港）において策定

完了し、目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

重要港湾以上の全ての港湾において港湾 BCP の策定が完了した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、目標達成を受け、Ａと評価した。 

・港湾 BCP を実効性あるものとするため、防災訓練等を踏まえるなど、必要に応じ内容を見直し、質的向上を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局 海岸・防災課（課長 村岡 猛）  

 

181



業績指標７６ 

 国際コンテナ戦略港湾へ寄港する基幹航路の便数（①北米基幹航路、②欧州基幹航路） 

 

 

（指標の定義） 

・国際コンテナ戦略港湾へ寄港する基幹航路（北米基幹航路、欧州基幹航路）の便数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

・国際コンテナ戦略港湾政策は、我が国と北米・欧州を結ぶ国際基幹航路の維持・拡大を通じて、企業の立地環境を

向上させ、我が国経済の国際競争力を強化し、ひいては雇用と所得の維持・創出を図るもの。 

・同政策の目標については、国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会（座長：国土交通副大臣）により平成２６年 1月

に公表された「最終とりまとめ」に基づき、政策目標として平成２６年から概ね５年以内に、「国際コンテナ戦略

港湾に寄港する欧州基幹航路を週３便に増やすとともに、北米基幹航路のデイリー寄港を維持・拡大する」とされ

たところ。 

 

（外部要因） 

・コンテナ船の大型化や船社間アライアンスの再編等、我が国の海運・港湾を取り巻く状況 

・輸出入貨物量に影響する景気動向、為替変動、世界情勢の変化 

 

（他の関係主体） 

 ・特定港湾運営会社 

・港湾管理者 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成２８年６月２日） 

社会資本整備については、民間投資誘発効果の高い事業や、国民の安全・安心を確保するストック効果の高い

社会資本へと選択と集中を進める。具体的には、大都市圏環状道路、国際戦略港湾、国際拠点空港等の整備のほ

か、防災・減災対策、国土強靭化、老朽化対策等により社会経済活動の継続性を確保する。（第３章.５.⑤） 

・日本再興戦略 2016（平成２８年６月２日） 

我が国の国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、高規格幹線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線等

の高速交通ネットワーク、国際拠点空港、国際コンテナ・バルク戦略港湾等の早期整備・活用を通じた産業イン

フラの機能強化を図るとともに、賢く使い・賢く投資する戦略的インフラマネジメントをすすめ、民間投資の喚

起や生産性向上等のインフラのストック効果が最大限発揮される取組を進める。（第二.Ⅰ.１１.(２)） 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

我が国の産業立地競争力の強化を図るため、広域からの貨物集約（集貨）、港湾周辺における流通加工機能の強

化（創貨）、さらに港湾運営会社への政府の出資、大水深コンテナターミナルの機能強化（競争力強化）による国

際コンテナ戦略港湾政策の深化を図るとともに、三大都市圏環状道路や港湾へのアクセス道路等の重点的な整備、

埠頭周辺における渋滞対策等による効率的な物流の実現を目指す。（第２章.基本的方針 B.目標①[港湾・海運]） 

・港湾法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３３号） 

・総合物流施策大綱（平成２５年６月２５日） 

国際コンテナ戦略港湾におけるコンテナターミナルの大水深化等、船舶の大型化に対応した港湾機能の強化を

推進するとともに、国際コンテナ戦略港湾と国内各港を結ぶ内航船による「国際フィーダー航路」、インランドデ

ポでのコンテナラウンドユース等を活用した広域からの貨物集約、特例港湾運営会社の経営統合等による港湾の

効率的かつ一体的な運営の促進を図る。（２.(１)） 

・海洋基本計画（平成２５年４月２６日） 

我が国と北米・欧州等を直接結ぶ国際基幹航路を維持・拡大するため、国際コンテナ戦略港湾（阪神港、京浜

港）において、ハブ機能強化に向けたコンテナターミナル等のインフラ整備、フィーダー輸送網強化による貨物

集約、港湾運営の民営化など、ハード・ソフト一体となった総合的な施策を集中して実施し、その機能強化を図

る。（第２部.４.(３)ア） 

・港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２３年法律第９号） 

  

【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第１章に記載あり」 

評 価 

 

①Ａ 

②   

 

目標値：①北米基幹航路：デイリー寄港の維持・拡大（平成３０

年度） 

    ②欧州基幹航路：週３便（平成３０年度） 

実績値：①北米基幹航路：デイリー寄港を維持（平成２８年度） 

    ②欧州基幹航路：週２便（平成２８年度） 

初期値：①北米基幹航路：デイリー寄港（平成２５年度） 

    ②欧州基幹航路：週２便（平成２５年度） 
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 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ ①デイリー寄港 

②週２便 

①デイリー寄港 

を維持 

②週２便 

①デイリー寄港 

を維持 

②週２便 

①デイリー寄港 

を維持 

②週２便 

 

①北米基幹航路 

 
平成２５年度～平成２８年度：デイリー寄港を維持 

 

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

・国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速（◎） 

  コンテナ船の大型化や船社間の連携による基幹航路の再編等、海運・港湾を取り巻く情勢が変化する中、我が国

Ⅱ期港する基幹航路の維持・拡大を図るため、「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会最終とりまとめ（平成２６

年 1月）」に基づき、「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本柱の施策を総動員し、ハード・ソフト一体の国際コンテ

ナ戦略港湾政策を深化・加速する。 

予算額：７４７億円（平成２８年度国費）、６８７億円（平成２７年度国費） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策である。 

・国際戦略港湾及び国際拠点港湾の港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に係る課税標準の特例措置（固定資産

税・都市計画税） 

  国際戦略港湾及びコンテナ取扱量等の要件を満たす国際拠点港湾の港湾運営会社が取得した荷さばき施設等に

係る課税標準の特例措置。 

 固定資産税・都市計画税の課税標準（取得後１０年間） 

 ①国際戦略港湾１／２ 

 ②国際拠点港湾２／３ 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

①我が国に寄港する北米基幹航路については、デイリー寄港を維持しているため、概ね順調に推移している。 

②欧州基幹航路についても、週２便を維持しており、概ね順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

・国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速 

  国際基幹航路の我が国への寄港の維持・拡大を図るため、国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会（座長：国土

交通副大臣）が平成２６年１月に公表した「最終とりまとめ」に基づき、「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本

柱の施策を総動員し、ハード・ソフト一体の国際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速に取り組んでいるところ。 

阪神港においては、｢阪神国際港湾株式会社｣（平成２６年１０月設立、同年１２月同社に対して国から出資）

による集貨事業に対して国費による支援を講じた結果、西日本諸港と阪神港を結ぶ国際フィーダー航路の寄港

便数が６８便/週（平成２６年４月時点）から９９便/週（平成２９年２月時点）へ約５割増加し、神戸港にお

いては、平成 28 年のコンテナ貨物取扱個数が約２８０万 TEU となり、平成７年の阪神・淡路大震災以降過去最

高を２年連続で更新するなど成果が現れ始めているところである。 

京浜港においても、平成２７年４月に横浜港南本牧ふ頭において世界最大級のコンテナ船（１９，０００TEU

積級）に対応可能な水深１８ｍの大水深コンテナターミナルが供用を開始したほか、平成２８年度からは「横

浜川崎国際港湾株式会社」（平成２８年１月設立、同年３月同社に対して国から出資）による集貨事業が本格的

に開始され、平成２９年４月には横浜港において北米基幹航路が新規開設されるなど成果が現れ始めている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・政策目標の初期値の開始時点である平成２５年度以降も、コンテナ船の更なる大型化や船社間アライアンスの再

編（平成２９年４月より４大アライアンスが３大アライアンスへ再編・集約）等、国際基幹航路の寄港地の絞り

込みの進展による寄港便数の減少が懸念されている厳しい状況が続いているにも拘わらず、我が国に寄港する国

際基幹航路については、①北米基幹航路については、デイリー寄港を維持し続けていること、更に平成２９年４

月には横浜港において北米基幹航路が新規開設されるなど成果が現れ始めていることから、現時点ではＡと評価

した。 

・平成２８年８月の韓進海運の経営破綻、同年１０月の邦船三社の定期コンテナ船事業統合の発表など、海運情勢

は厳しさを増している。こうした中、国際コンテナ戦略港湾政策の取組を更に強化するため、今後はアジアから

の広域集貨にも取り組み、国際基幹航路の維持・拡大を更に強力に進めていく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局 港湾経済課（課長 片山 敏宏） 
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業績指標７７ 

 訪日クルーズ旅客数 

 

 

（指標の定義） 

年間に我が国にクルーズ船で入国する外国人旅客数 

（目標設定の考え方・根拠） 

・明日の日本を支える観光ビジョン（平成２８年３月３０日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議）におい

て、「訪日クルーズ旅客を 2020 年に 500 万人」という目標を設定。 

（外部要因） 

経済情勢、国際情勢 等 

（他の関係主体） 

 港湾管理者（地方公共団体等）、クルーズ船社等の民間事業者、ＣＩＱ関係省庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ・第１９３回国会内閣総理大臣施政方針演説（平成２９年１月２０日） 

「民間資金を活用し、国際クルーズ拠点の整備を加速します。港湾法を改正し、投資を行う事業者に、岸壁の

優先使用などを認める新しい仕組みを創設します。」 

・第１９２回国会内閣総理大臣所信表明演説（平成２８年９月２６日） 

「岸壁の整備、客船ターミナルの建設など、クルーズ船受入れのための港湾整備を進めます。」 

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画（平成２９年３月２８日） 

「クルーズ船受入れの更なる拡充」（第３ １．（三）①ウ） 

・港湾法の一部を改正する法律（平成２９年３月１０日） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成２８年６月２日） 

「観光を我が国の基幹産業へと成長させるため、（中略）、クルーズ船受入れの更なる拡充を図る。」(第２章(２)

⑤) 

・日本再興戦略 2016（平成２８年６月２日） 

「訪日クルーズ旅客 2020 年 500 万人に向けたクルーズ船受入れの更なる拡充」（第２ Ⅰ ４．（２） iii）④） 

・ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日） 

「すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境を整備するため、（中略）、クルーズ船受入の更

なる拡充、（中略）の推進等を実施する。」（６．⑰） 

・港湾法の一部を改正する法律（平成２８年法律第４５号） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

・明日の日本を支える観光ビジョン（平成２８年３月３０日 明日の日本を支える観光ビジョン構想会議） 

「クルーズ船受入れの更なる拡充」において、「訪日クルーズ旅客を 2020 年に 500 万人」の目標を設定 

 

 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ １７．４万人 ４１．６万人 １１１．６万人 １９９．２万人 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：５００万人（平成３２年） 

実績値：１９９．２万人（平成２８年） 

初期値：４１．６万人（平成２６年） 
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主な事務事業等の概要 

・既存ストックを活用して大型クルーズ船を受け入れるための係船柱・防舷材等の整備を行った。（◎） 

・旅客施設等への投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先利用などを認める新たな仕組みを創設するための「港湾法の

一部を改正する法律案」を２０１７年３月に国会に提出した。 

予算額： 

港湾整備事業費 ２，３１７億円（国費）の内数（平成２８年度） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するもの

である。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年の訪日クルーズ旅客数は前年比７８．５％増の１９９．２万人と過去最高となっていることから順調

である 

（事務事業等の実施状況） 

既存ストックを活用し、ハード・ソフト両面の取組により、クルーズ船の受入環境の整備を促進するとともに、

官民連携による国際クルーズ拠点の形成に向けた取り組みを進めた。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成 28 年は 199.2 万人となり、目標に向け順調に推移していることから、Ａと評価した。 

今後も目標の達成を目指し、クルーズ船受入れの更なる拡充を図っていく。 

 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 港湾局 産業港湾課（課長 水谷 誠） 
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業績指標７８ 

 支援物資輸送の広域物資拠点として機能すべき特定流通業務施設の選定率 

 

 

（指標の定義） 

地域防災計画等で想定されている避難者数に支援物資を円滑に輸送するために必要となる特定流通業務施設（流通

業務の総合化及び効率化の促進に関する法律による認定を受けた施設）数に対する協議会で民間物資拠点として選定

されている施設数の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

○流通業務の総合及び効率化の促進に関する法律において認定を受けた特定流通業務施設は物流の総合化、効率化

を図るものであるが災害に対する備えの要件も満たしている。 

○これら特定流通業務施設を災害時の支援物資物流における広域物資拠点として活用されるように促進する観点

から、地域毎に設置している「災害に強い物流システムの構築に関する協議会」で民間物資拠点として選定していく

ことが必要である。 

○都道府県の防災計画に示された避難者数等をもとに必要な支援物資を受け入れるために必要な施設数を推計し、

88 件を目標とする。 

（外部要因） 

 

（他の関係主体） 

 物流事業者、物流事業者団体、地方自治体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

・総合物流施策大綱（２０１３－２０１７）（平成２５年６月２５日） 

国・地方公共団体が輸送、仕分け、保管等のオペレーションを実施する際に必要となる支援物資の広域的な受け入れ

拠点として物流事業者の施設のリスト化を進めるとともに、地方公共団体と物流事業者等との間の役割分担や発災時

の体制等を規定した協力協定の締結を促進する。【２．（３）】 

・交通政策基本計画（平成２７年２月１３日） 

迅速な輸送経路啓開等の輸送手段確保や円滑な支援物資輸送に向けて、関係機関の連携等により装備資機材の充実、

燃料の確保。訓練の実施、情報収集・共有等必要な体制整備を図る。【第２章 基本的方針Ｃ 目標①】 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ ２８％ ５６％ ６８％ ６９％ 

評 価 

Ｂ 

目標値：１００％（平成 28 年度） 

実績値：６９％（平成 28 年度） 

初期値：２８％（平成 25 年度） 
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主な事務事業等の概要 

・災害に強い物流システムの構築 

国民生活や経済活動を早急に復旧させるためには、避難者への支援物資を確実・迅速に届けることが重要である。

このため、民間物資拠点の選定や多様な輸送手段を活用した支援物資輸送体制の確立等、災害に強い物流システムの

構築を図る。 

予算額：８百万円（平成 27 年度）、１1百万円（平成２８年度） 

【税制上の特例措置】 

・我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施設に係る税制特例（所得税、法人税、固

定資産税、都市計画税） 

物流事業者の初期投資負担を軽減し、我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率化施設

の整備を推進。 

減収見込み額：９億円（平成 27 年度） 

※上記税制特例については平成 28 年度税制改正にて以下の特例措置に移行 

・新たな物流効率化のための計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置（所得税、法人税、固定資産税、都市

計画税） 

物流事業者等が流通業務の総合及び効率化の促進に関する法律に基づき認定を受けた総合効率化計画に基づき取

得した事業資産等の整備を推進。 

減収見込み額：３、４億円（平成 28 年度・見込） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

支援物資輸送の広域物資拠点として機能すべき特定流通業務施設の選定率は、平成 27 年度は 68％、平成 28 年度

は 69％と年々増加したものの、平成 28 年に発生した熊本地震を受け、支援物資輸送に係る物資拠点のあり方も含め

て検討を行うことになり、物資拠点の選定作業を一時ストップしたため、平成 28 年度においては、目標値を達成し

なかった。 

（事務事業等の実施状況） 

特定流通業務施設は物流の総合化、効率化を図るものとして施設整備されるものであるが、荷崩れ防止装置等の災

害に対する備えが施されている。このため、地域毎に設置している「災害に強い物流システムの構築に関する協議会」

等を通じ、災害時に広域的な受入拠点として活用できる民間の物流施設（民間物資拠点）に特定流通業務施設が選定

されるよう関係者に働きかけを実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・地域毎の協議会等を通じて働きかけを実施したものの、平成 28 年に発生した熊本地震を受け、支援物資輸送に係

る物資拠点のあり方も含めて検討を行うことになり、物資拠点の選定作業を一時ストップしたため、平成 28 年度に

おいては、目標値である 100％に達していないことから、Ｂと評価した。 

・今般の熊本地震の対応を受け、民間の物流施設の活用の有用性が再認識されたことから、地域ごとの協議会等を通

じ、有用性の普及による民間物資拠点の選定促進を図るとともに、機会を捉えて、物流事業者等に対して総合効率化

計画の認定取得や、特定流通業務施設の民間物資拠点への選定に向けた働きかけを行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 総合政策局物流政策課物流産業室（大臣官房参事官（物流産業） 川上泰司） 

関係課：  
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業績指標７９ 

 訪日外国人旅行者数* 

 

 

（指標の定義） 

国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者数（当該国の旅券を所持した入国者）から日本に移住する外国人

を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者の数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

○ 業績指標については、平成 24 年に設定した「平成 28 年：1，800 万人」という目標を達成したため、平成 26 年

に目標値を上方修正（「平成 32 年：2,000 万人」）、施策を講じてきたところである。平成 28 年は 2,404 万人と過去

最高を記録し、この上方修正した目標も達成した。 

○ さらなる高みを目指すため、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光

ビジョン構想会議決定）において、訪日外国人旅行者数について、「平成 32 年：4,000 万人」という目標が定めら

れた。これを踏まえ、「平成 32 年：4,000 万人」を新たな目標値として上方修正した。 

 

（外部要因） 

景気動向・為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係各府省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

・第 193 回国会における施政方針演説（平成 29 年１月 20 日）「あらゆる政策を総動員して、次なる四千万人の高

みを目指し、観光立国を推し進めてまいります。」 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第１Ⅱ１．１－２（９）観光立国、第２Ⅰ４．観光立国の実

現 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第２章３．（２）②国内・外国人旅行者双

方による観光・旅行消費の活性化 

・ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月２日閣議決定）５．（10）観光先進国の実現 

・観光立国推進基本計画（平成 29 年３月 28 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

  「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

836 万人 1,036 万人 1,341 万人 1,974 万人 2,404 万人 

 

評 価 

 

          Ａ 

 

目標値：4,000 万人（平成 32 年）※ 

実績値：2,404 万人（平成 28 年） 

初期値：  622 万人（平成 23 年） 
※ 平成 24 年に設定した目標値 1,800 万人（平成 28 年）を達成したため、 

平成 26 年に上方修正した。 
※ 平成 26 年に設定した目標値 2,000 万人（平成 32 年）を達成したため、 

平成 28 年に再度上方修正した。 
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主な事務事業等の概要 

○ビジット・ジャパン事業 

 訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

予算額 9,482 百万円（平成 28 年度） 4,500 百万円（平成 28 年度補正） 

    8,029 百万円（平成 27 年度） 4,180 百万円（平成 27 年度補正） 

 

○訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 

「次の時代」に向けて、地域のインバウンド受入環境整備を支援する補助制度を創設し、訪日外国人の入国から目

的地までの移動、観光地での交流・体験、宿泊施設での滞在まで、面的に受入環境整備を支援した。あわせて、訪日

外国人旅行者の滞在・移動に関する不満・要望をSNS等で調査した。 

予算額 8,000百万円（平成28年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 28 年の訪日外国人旅行者数は 2,404 万人となり、史上初めて年間 2,000 万人を超え、過去最高となった。 

平成 23 年から平成 28 年の平均の伸び率は約 31％増となっている。一方、平成 29 年以降年平均で約 14％増とな

ると平成 32 年に 4,000 万人を達成する見込みである。平成 28 年においても 21.8％増の伸び率となっており、こ

うした傾向を踏まえると達成に向けて成果を示していると考えられる。 

（事務事業等の実施状況） 

○ビジット・ジャパン事業 

訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

また、平成 25 度に実施した政策アセスメント（平成 26 年度概算予算要求）である「戦略的訪日拡大プランの推

進」の事後検証については、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、平成 28 年度の訪日外国人旅行

者数は 2,404 万人と目標値を達成することができており、順調であったと評価できる。 

 

○訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 

「次の時代」に向けて、地域のインバウンド受入環境整備を支援する補助制度を創設し、訪日外国人の入国から

目的地までの移動、観光地での交流・体験、宿泊施設での滞在まで、面的に受入環境整備を支援した。あわせて、

訪日外国人旅行者の滞在・移動に関する不満・要望を SNS 等で調査した。 

また、平成 27 年度に実施した政策アセスメント（平成 28 年度概算予算要求）である「「2000 万人時代」に備え

た受入環境整備緊急対策事業」の事後検証については、本業績指標をもってその効果を測定しているところ、平成

28 年度の訪日外国人旅行者数は 2,404 万人と目標値を達成することができており、順調であったと評価できる。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成 26 年設定目標 

2,000 万人（平成 32 年） 

平成 28 年 

新規設定目標 
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 業績指標については、平成 24 年に設定した「平成 28 年：1，800 万人」という目標を達成したため、平成 26 年

に目標値を上方修正（「平成 32 年：2,000 万人」）、施策を講じてきたところである。平成 28 年は 2,404 万人と過去

最高を記録し、この上方修正した目標も達成した。さらなる高みを目指すため、従来の政府目標を大幅に見直し、

平成 28 年 3月に、「平成 32 年：4,000 万人」とする目標を新たに設定したところである。平成 28 年においても、

伸び率は 21.8％増であり、新たな目標達成に向けて着実に推移していることから、Ａと評価した。 

 今後も目標の達成を目指し、既存市場の確保に加え、欧米豪、富裕層、若年層などの新しい市場の開拓等を実施

する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁国際観光課（課長 田中 由紀） 

関係課： 観光庁外客受入担当参事官室（参事官 原田 修吾） 
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業績指標８０ 

 訪日外国人旅行消費額* 

 

 

（指標の定義） 

訪日外国人旅行者による日本国内での旅行消費額 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

○ 観光立国の推進は我が国経済成長の大きな鍵であり、消費の増大により地域への経済効果を高め、地方創生への

貢献を図ることが重要である。 

○ こうした考えの下、業績指標については、「平成 28 年：３兆円」とする目標を平成 24 年に設定し、施策を講じ

てきたところである。平成 28 年は 3.7 兆円となり、この目標を達成した。 

○ さらなる高みを目指すため、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光

ビジョン構想会議決定）において、訪日外国人旅行消費額について、「平成 32 年：８兆円」という目標が定められ

た。これを踏まえ、「平成 32 年：８兆円」を新たな目標値として上方修正した。 

 

（外部要因） 

景気動向、為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係各府省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第１Ⅰ１．１－２（９）観光立国、第２Ⅰ４．観光立国の実

現 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第２章３．（２）②国内・外国人旅行者双

方による観光・旅行消費の活性化 

・ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年６月２日閣議決定）５．（10）観光先進国の実現 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略 2016 改訂版（平成 28 年 12 月 22 日閣議決定）Ⅲ．３．（イ）観光業を強化

する地域における連携体制の構築 

・観光立国推進基本計画（平成 29 年３月 28 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

１．１兆円 １．４兆円 ２．０兆円 ３．５兆円 ３．７兆円 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：８兆円（平成 32 年）※ 

実績値：3.7 兆円（平成 28 年） 

初期値：0.8 兆円（平成 23 年） 
※ 平成 24 年に設定した目標値３兆円（平成 28 年）を達成したため、上方修正。 
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主な事務事業等の概要 

○ビジット・ジャパン事業 

 訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

予算額 9,482 百万円（平成 28 年度） 4,500 百万円（平成 28 年度補正） 

    8,029 百万円（平成 27 年度） 4,180 百万円（平成 27 年度補正） 

 

【税制上の特例措置】 

○地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大（消費税、地方消費税） 

平成 27 年４月１日より、免税手続の第三者への委託を可能とし、商店街・物産センター等において免税手続の一

括カウンターの設置を実現した。また、外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮設店舗の免税許可申請を簡

素化した。 

 

○地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充（消費税、地方消費税） 

平成 28 年５月１日より、免税の対象となる、一般物品の最低購入金額を「10,000 円超」から「5,000 円以上」に

引き下げるとともに、免税購入物品を免税店から直接海外の自宅や空港等へ直送する場合の手続の簡素化等を行っ

た。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

訪日外国人旅行消費額は、平成平成 23 年は 0.8 兆円であったが、平成 28 年は 3.7 兆円であり、平成 23 年以降

で最も多い額となった。平成 23 年から平成 25 年までの 3年間の平均の伸び率は約 74%増であったのに対し、直近

の平成 26 年から平成 28 年までの 3年間は約 85%増となっており、伸び率が大きくなりつつある。この傾向を踏ま

えると達成に向けて成果を示していると考えられる。 

 

（事務事業等の実施状況） 

○ビジット・ジャパン事業 

訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

 

【税制上の特例措置】 

○地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大（消費税、地方消費税） 

平成 27 年４月１日より、免税手続の第三者への委託を可能とし、商店街・物産センター等において免税手続の

一括カウンターの設置を実現した。また、外航クルーズ船の寄港時に埠頭に臨時出店する仮設店舗の免税許可申請

を簡素化した。 

 

○地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充（消費税、地方消費税） 

平成 28 年５月１日より、免税の対象となる、一般物品の最低購入金額を「10,000 円超」から「5,000 円以上」

に引き下げるとともに、免税購入物品を免税店から直接海外の自宅や空港等へ直送する場合の手続の簡素化等を行

平成 24 年設定目標値 

3 兆円（平成 28 年） 

平成 28 年新規設定目標 
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った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、「平成 28 年：3兆円」とする目標を平成 24 年に設定し、施策を講じてきたところである。

平成 28 年は 3.7 兆円となり、この目標を達成した。さらなる高みを目指すため、「平成 32 年:８兆円」とする目標

を新たに設定し、目標に向け順調に推移していることから、Ａと評価した。 

今後も目標の達成を目指し、既存市場の確保に加え、欧米豪、富裕層等の新しい市場の開拓等を実施するととも

に、免税店の拡大等を推進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁観光戦略課（課長 舟本 浩） 

関係課：  

 

194



業績指標８１ 

 地方部での外国人延べ宿泊者数 

 

 

（指標の定義） 

三大都市圏に含まれる都府県（※）を除いた各道県の外国人の宿泊者数の延べ人数の合計。 

（※）三大都市圏に含まれる都府県 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

○ インバウンド拡大の経済効果を地方へ波及させ、地方創生につなげていくためには、地方部への外国人旅行者の

訪問を増大させていくことが必要である。 

○ こうした考えの下、平成 24 年に、ゴールデンルート以外の地域（東京都、千葉県、大阪府、京都府以外の地域）

における外国人延べ宿泊者数を平成 28 年までに 2,400 万人泊とする目標を設定し、目標に向けて施策を講じてき

たところである。平成 27 年には 2,823 万人に達し、目標を達成した。 

○ このため、さらに質の高い観光交流を加速させるべく、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30

日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）において、地方部での外国人延べ宿泊者数について、「2020 年：

7,000 万人泊」という目標が定められた。これを踏まえ、「2020 年：7,000 万人泊」を新たな目標値として上方修正

した。 

 

（外部要因） 

景気動向、為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係各府省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第２Ⅰ４．観光立国の実現 

・観光立国推進基本計画（平成 29 年３月 28 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

855 万人泊 1,186 万人泊 1,575 万人泊 2,514 万人泊 2,845 万人泊（速報値）（注） 

（注）クルーズ船、民泊等の宿泊者数は、含まれていない。 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：7,000 万人泊（平成 32 年）※ 

実績値：2,845 万人泊（平成 28 年速報値）（注） 

初期値： 616 万人泊（平成 23 年） 
※平成 26 年に設定した 43 道県における外国人延べ宿泊者数の目標値であった

2,400 万人泊を上方修正し、39 道県で新たに目標値を設定。 
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主な事務事業等の概要 

○広域観光周遊ルート形成促進事業    

訪日外国人旅行者の地方誘客に資するテーマ・ストーリーを持った広域観光周遊ルートの形成を促進するため、具

体的なモデルコースを中心に、地域の観光資源を活かした滞在コンテンツの充実、ターゲット市場へのプロモーショ

ン等、外国人旅行者の周遊促進の取組を支援する。 

予算額 1,640 百万円（平成 28 年度） 

      304 百万円（平成 27 年度） 

 

○ビジット・ジャパン事業        

 訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

予算額 9,482 百万円（平成 28 年度） 

    8,029 百万円（平成 27 年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

地方部における外国人延べ宿泊者数は、平成 23 年の 616 万人泊から毎年増加しており、平成 28 年は 2,845 万人

泊であった。また、三大都市圏と地方部の対前年比では、地方部の伸び率が三大都市圏の伸び率を上回っている。 

なお、平成 32 年に目標値を達成するためには、平成 23 年から平成 32 年にかけて平均 31％増の伸び率が必要で

あるところ、平成 23 年から平成 28 年への平均伸び率はこれを上回る 36％増であった。 

一方、近年利用者が増加しているクルーズ船や民泊の利用者等は宿泊統計の対象外であることから、本指標の実

績値として利用している宿泊統計の値は、実際の地方部での外国人延べ宿泊者数よりも少なくなっていることに留

意が必要。 

 

（事務事業等の実施状況） 

○広域観光周遊ルート形成促進事業      

訪日外国人旅行者の地方誘客に資するテーマ・ストーリーを持った広域観光周遊ルートの形成を促進するため、

平成 27 年度に認定した全国７ルートにおける具体的なモデルコースを中心に、地域の観光資源を活かした滞在コ

ンテンツの充実、ターゲット市場へのプロモーション等、外国人旅行者の周遊促進の取組を支援した。また、平成

28 年度に新たに全国で４ルートを認定し、同様の取り組みに着手した。 

 

○ビジット・ジャパン事業     

 訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成 24 年に、ゴールデンルート以外の地域（東京都、千葉県、大阪府、京都府以外の地域）における外国人延

べ宿泊者数を平成 28 年までに 2,400 万人泊とする目標を設定し、目標に向けて施策を講じてきたところである。

（注）43 道県（東京都、千葉県、大阪府、京都府以外の地域） 

＜平成 24 年設定目標＞ 
訪日外国人旅行者のゴールデンルート 
以外の地域(注)における延べ宿泊者数： 
2,400 万人（平成 28 年） 

＜平成 28 年新規設定目標＞ 
地方部での外国人延べ宿泊者数： 
7,000 万人泊（平成 32 年） 
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平成 27 年には 2,823 万人に達し、目標を達成した。そのため、従来の政府目標を大幅に見直し、かつ、質の高い

観光交流を加速させるべく、平成 28 年３月に、対象地域をさらに限定し、平成 32 年に地方部での外国人延べ宿泊

者数を 7,000 万人泊という目標を設定した。 

平成 28 年は、この新たな目標値との関係においては、地方部の旅行者は順調に増加しているものの、近年大幅

に増加しているクルーズ船、民泊利用者等の数が宿泊統計に含まれず、また、これらを正確に把握する他のデータ

もないため、本指標の判断材料としては、宿泊統計の延べ宿泊者数を利用せざるを得ず、結果として、期待される

水準を下回る値しか存在しないことから、形式的にＢと判断した。 

今後とも、目標達成を目指し、国立公園、文化財、古民家等の観光活用の推進、広域観光周遊ルートの形成・充

実等を進め、外国人のニーズを十分把握しながら、我が国ならではの魅力的な体験等をアピールして地方への誘客

を促進していく。特に、日本政府観光局（JNTO）の行うプロモーションにおいては、日本各地の魅力を国別戦略に

基づいて発信するほか、JNTO に地方自治体・DMO との連携やコンサルテーション等の地方支援を行う部署を設置す

ることにより、地方が行うプロモーションの質の向上を図り、地方への誘客を行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

関係課： 観光庁国際観光課（課長 田中 由紀） 
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業績指標８２ 

 外国人リピーター数 

 

 

（指標の定義） 

日本への来訪回数が２回目以上の訪日外国人旅行者の人数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

○ 我が国の観光の質を高め、観光先進国を目指すためには、訪日外国人旅行者の満足度を向上させ、リピーターを

増加させることが重要である。 

○ こうした考えの下、「平成 28 年：1,000 万人程度」とする目標を平成 24 年に設定し、施策を講じてきたところで

ある。平成 28 年は 1,426 万人と過去最高を記録し、この目標を達成した。 

○ さらなる高みを目指すため、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光

ビジョン構想会議決定）において、外国人リピーター数について、「平成 32 年：2,400 万人泊」という目標が定め

られた。これを踏まえ、「平成 32 年：2,400 万人泊」を新たな目標値として上方修正した。 

 

（外部要因） 

景気動向、為替相場等の社会・経済動向 

 

（他の関係主体） 

 （独）国際観光振興機構、関係各府省庁、旅行業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第２Ⅰ４．観光立国の実現 

・観光立国推進基本計画（平成 29 年３月 28 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

528 万人 672 万人 836 万人 1,159 万人 1,426 万人 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：2,400 万人（平成 32 年）※ 

実績値：1,426 万人（平成 28 年） 

初期値： 401 万人（平成 23 年） 
※ 平成 24 年に設定した目標値 1,000 万人程度（平成 28 年）を達成したため、 

平成 28 年に上方修正した。 
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主な事務事業等の概要 

○ビジット・ジャパン事業 

 訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

予算額 9,482 百万円（平成 28 年度） 4,500 百万円（平成 28 年度補正） 

    8,029 百万円（平成 27 年度） 4,180 百万円（平成 27 年度補正） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

訪日外国人旅行者に占めるリピーター数は、平成 23 年の 401 万人から毎年増加しており、平成 28 年は 1,426 万

人であった。平成 23 年から平成 25 年までの 3 年間の平均の伸び率は約 68％増であったのに対し、直近の平成 26

年から平成 28 年までの 3 年間は約 70％増となっており、伸び率は大きくなりつつある。この傾向を踏まえると達

成に向けて成果を示していると考えられる。 

 

（事務事業等の実施状況） 

○ビジット・ジャパン事業 

 訪日外国人旅行者数を平成 32 年に 4,000 万人にする等の目標に向け、欧米豪に向けたプロモーションの強化や、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたプロモーション等を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標については、「平成 28 年：1,000 万人程度」とする目標を平成 24 年に設定し、施策を講じてきたところ

である。平成 28 年は 1,426 万人と過去最高を記録し、この目標を達成した。さらなる高みを目指すため、「平成 32

年：2,400 万人」という目標を新たに設定し、これに向けて着実に推移していることから、Ａと評価した。 

 今後も目標の達成を目指し、既存市場の確保に加え、欧米豪、富裕層、若年層などの新しい市場の開拓等を実施

する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁国際観光課（課長 田中 由紀） 

観光庁観光産業課（課長 西海 重和） 

観光庁外客受入参事官室（参事官 原田 修吾） 

観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

観光庁観光資源課（課長 蔵持 京治） 

関係課：  

 

平成 24 年設定目標値 

1,000 万人程度（平成 28 年） 

平成 28 年 

新規設定目標 
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業績指標８３ 

 日本人国内旅行消費額 

 

 

（指標の定義） 

日本人の国内宿泊旅行及び国内日帰り旅行による消費額の合計 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

○ 我が国の観光消費額は、日本人国内旅行が占める割合が高く、国内旅行を促進し、地域への経済効果をより一層

高めることが重要である。 

○ こうした考えの下、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン

構想会議決定）において、日本人国内旅行消費額について、「平成 32 年：21 兆円」という目標が定められたことを

踏まえ、これを目標値に設定した。 

 

（外部要因） 

国内の景気動向、社会・経済動向、災害 等 

 

（他の関係主体） 

 旅行業・宿泊業の関連団体、関係各府省庁、旅行業者・宿泊業者・交通事業者、メディア関係者等の民間事業者 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・日本再興戦略 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第２Ⅰ４．観光立国の実現 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年６月２日閣議決定）第２章３．（２）②国内・外国人旅行者双

方による観光・旅行消費の活性化 

・観光立国推進基本計画（平成 29 年３月 28 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定） 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

19.4 兆円 20.2 兆円 18.4 兆円 20.4 兆円 20.9 兆円 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：21 兆円（平成 32 年） 

実績値：20.9 兆円（平成 28 年） 

初期値：19.7 兆円（平成 23 年） 
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主な事務事業等の概要 

○地域資源を活用した観光地魅力創造事業     

地域の伝統文化、美しい自然、歴史的景観、豊かな農山漁村、魅力ある食文化等の地域資源を磨き上げ、魅力あふ

れる観光地域づくりを進めるため、単一の市町村・観光協会・交通事業者等により構成される協議会を対象とし、着

地型旅行商品の造成や名産品開発などを支援する。 

予算額 338 百万円（平成 28 年度） 

290 百万円（平成 27 年度） 

 

○観光地域ブランド確立支援事業     

地域の関係者が連携し、国内外から選好される国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを促進するため、地域独

自の「ブランド」の確立を通じた滞在交流観光の推進に向けた取組みを支援する。 

予算額 251 百万円（平成 28 年度） 

    257 百万円（平成 27 年度） 

 

○テーマ別観光による地方誘客事業      

酒蔵や産業遺産など、特定の観光資源に魅せられて全国各地を訪れる「テーマ別観光」は、旅行者に複数地域への

来訪動機を与えるものであることから、テーマ毎の新たな旅行需要を創出するため、各地域の組織から構築されるネ

ットワーク組織を対象として、全国各地に点在するテーマ毎の観光資源のネットワーク化による情報発信力の強化等 

を支援する 

予算額 70 百万円（平成 28 年度） 

 

○九州ふっこう割     

熊本地震により深刻な影響を受けた九州７県に対し、落ち込んだ観光需要を喚起するため、旅行プランの割引や販

売費用・キャンペーン費用の助成を行う交付金を交付した。 

予算額 18,030 百万円（平成 28 年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

日本人国内旅行消費額は、平成 23 年は 19.7 兆円であったが、平成 28 年は 20.9 兆円であり、平成 23 年以降で

最も多い額となった。 

（事務事業等の実施状況） 

○地域資源を活用した観光地魅力創造事業、テーマ別観光による地方誘客事業   

着地型旅行商品の造成や名産品開発や全国各地に点在するテーマ毎の観光資源のネットワーク化による情報発

信力の強化等を支援した。 

 

○観光地域ブランド確立支援事業     

全国 13 の観光圏整備実施計画認定地域において、ブランド戦略に基づく滞在プログラムの開発やプロモーショ

ン等の取り組みを実施した。 

 

○九州ふっこう割              

 九州７県や九州観光推進機構が旅行会社等を通じて割引付旅行プランの販売や周遊観光を促進するプロモーシ

ョンを実施した。 

第１期は平成 28 年７月～９月、第２期は平成 28 年 10 月～12 月に実施し、事業における旅行者の目標数が 150

万人であったところ、九州ふっこう割を利用した旅行者数は 271.9 万人となっており、目標を大幅に上回った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成 26 年においては消費税増税等の影響により減少しているが、全体的に平成 32 年に 21

兆円という目標に向けて順調に推移していることから、Ａ評価とした。 

今後とも、目標の達成を目指し、地域資源の磨き上げ、魅力あふれる観光地域づくり等を進める。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 観光庁観光産業課（課長 西海 重和） 

観光庁観光地域振興課（課長 後藤 貞二） 

観光庁観光資源課（課長 蔵持 京治） 

関係課：  
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業績指標８４ 

 景観計画に基づき取組を進める地域の数（市区町村数）* 

 

 

（指標の定義） 

景観計画を策定・公表（告示）した景観行政団体（市区町村に限る）の数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

過去数年の景観計画策定団体数の推移に基づき設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（都道府県、政令市、中核市、景観法第７条第１項但し書きに定める市町村） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

観光立国推進基本計画（平成２９年３月２８日）：「主要な観光地（原則として全都道府県・全国の半数の市区町

村）において景観計画の策定を促進し、地域の魅力を増進、創出するため、景観法（平成 16 年法律第 110 号）に基

づく制度の効果的な活用のあり方や先進事例に関する情報提供といった取組を行うとともに、法にある基本理念の普

及や良好な景観形成に関する国民の意識向上を目的とした各種の啓発活動、多様な主体の参加を図るための景観に関

する教育、専門家の育成といったソフト面での各種支援策について充実を図る。」（３－１（二）⑤） 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

観光ビジョンの実現に向けたアクション・プログラム 2016（平成２８年５月１７日）：「主要な観光地において景観

計画の策定を促進し、景観の優れた観光資源の保全・活用による魅力ある観光地づくりを推進する。」（視点 1＜景観

の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上＞） 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

３６４団体 ４０９団体 ４５８団体 ５０３団体 ５１７団体 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約７００団体（平成３２年度） 

実績値：５１７団体（平成２８年度） 

初期値：４５８団体（平成２３年度） 
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主な事務事業等の概要 

景観法の普及啓発及び景観計画の策定促進 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

「順調である」 

景観計画を策定した市区町村の数について、Ｈ28 年の実績値は例年よりも下回っているが、目標値に向けおおむ

ね順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

 景観形成を推進するため、景観法の活用状況や先進的な取組事例等を各種会議やホームページ等を通じて情報提

供し、同法の普及啓発を図った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・景観計画に基づき取組を進める地域の数（市区町村数）について 

平成３２年度までに景観計画の策定意向がある市区町村は１４９団体（平成２８年度末時点）となっており、今

後も増加することが見込まれることから「Ａ」と評価した。今後も継続し、景観法の活用及び良好な景観形成の普

及啓発等の施策を着実に推進することとする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室（室長  中井 淳一） 
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業績指標８５ 

 歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村の数 

 

 

（指標の定義） 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき、歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村 

(歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市区町村)の数 

（目標設定の考え方・根拠） 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致維持向上計画を作成し、地域の歴史的 

な資産を活用したまちづくりを行う意向のある市区町村について平成２８年度に調査を行った結果、「認定意向あり」

と回答した市区町村の数に基づき設定。 

（外部要因） 

該当なし 

（他の関係主体） 

 関係省庁(文化庁、農林水産省)、地方公共団体、民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

・観光立国推進基本計画(平成２９年３月２８日) 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号。以下「歴史まちづくり法」

という。）に基づき、文部科学省、農林水産省、国土交通省の連携により、歴史的風致維持向上計画の策定を推進

し、文化財を核とした良好な市街地の環境の維持・向上を図る。」（第３ １ （二）③ ア） 

・日本再興戦略 2016（平成２８年６月２日） 

 「広域観光周遊ルート内で「都市周遊ミニルート」を選定し、歴史的道すじの再生、トイレ・休憩施設等の設置、

地域のまちづくり団体の活動等をパッケージで重点支援する。」（４ （２）i）⑦） 

・文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術資源で未来をつくる－（第４次基本方針）（平成２７年５月２２

日） 

 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」（平成２０年法律第４０号）等を活用し、建造物・史跡

等の文化財とその周辺環境を一体のものとして保存・活用を図る。（第３ １．（６）） 

 【閣決（重点）】 

・社会資本整備重点計画（平成 27 年 9月 18 日）「第 2章に記載あり」 

  

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

３５団体 ４４団体 ４９団体 ５３団体 ６２団体 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約１１０団体（平成３２年度） 

実績値：  ６２団体（平成２８年度） 

初期値：  ３１団体（平成２３年度） 
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主な事務事業等の概要 

・歴史的風致活用国際観光支援事業 

  広域観光周遊ルート形成に向けた取組の一環として、地域固有の歴史・文化を国際観光資源としてより有効に活

用するため、歴史的風致維持向上計画認定都市を対象として、官民により構成された協議会が作成する整備計画に

位置づけられた訪日外国人旅行者の受入環境整備について、ソフト・ハード両面から支援する。 

  予算額：120,000 千円（平成２７年度）、85,000 千円（平成２８年度） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市区町村の数は、平成２８年度末で６２団体となっており、今後も順調 

に増加していくことが見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

・歴史的風致維持向上計画に関するＨＰ（「『歴まち』情報サイト ―歴史的風致維持向上計画『認定都市』アーカ

イブ－」）を立ち上げ、各認定都市における歴史的風致の維持・向上に向けた取組を紹介するとともに、各種会議

において先進事例を情報提供し、歴史的風致の維持及び向上に取り組む市区町村が増えるよう、普及啓発を図った。 

・政策アセスメントについて 

平成２７年度に実施した政策アセスメント（平成２８年度概算要求）である「歴史的まちなみの保全・活用、

良好な景観形成に向けた防災対策等の支援制度の創設」については、平成２８年度予算において「集約促進景

観・歴史的風致形成推進事業」の補助対象事業に追加したことにより、現在、その活用を促進しているところ

である。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・歴史的風致の維持及び向上に取り組む市町村の数について 

  業績指標については、認定意向がある市区町村は平成２８年度末において６３団体となっており、今後も増加

することが見込まれる。目標達成に向け、歴史的風致維持向上計画の認定や、認定都市への支援等を通じた歴史

的風致の維持及び向上に向けた取組みの推進を図っていくこととし、「Ａ」と評価した。 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局公園緑地・景観課景観・歴史文化環境整備室（室長 中井 淳一） 
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業績指標８６ 

 三大都市圏環状道路整備率* 

 

 

（指標の定義） 

三大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏）の環状道路の計画延長（約 1,200km）に占める供用延長の割合 

三大都市圏環状道路整備率 

   ＝ 三大都市圏における環状道路の供用延長 ÷ 三大都市圏における環状道路の計画延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成 32 年度の目標については、既に供用時期を公表している区間について、供用予定延長を積み上げ。 

（外部要因） 

地元の調整状況 等 

（他の関係主体） 

 ・ＮＥＸＣＯ、首都高速道路（株）、阪神高速道路（株）（会社区間の事業進捗等） 

（重要政策） 

 【施政方針】（平成２９年１月２０日 安倍内閣総理大臣施政方針演説） 

「 治水対策の他、水害や土砂災害への備え、最先端技術を活用した老朽インフラの維持管理など、事前防災・減

災対策に徹底して取り組み、国土強靱（じん）化を進めます。」 

 【閣議決定】 

日本再興戦略（平成２８年６月２日） 

社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第１章に記載あり」 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」  

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

５８％ ６３％ ６８％ ７１％ ７４％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約８０％ （平成３２年度） 

実績値：７４％  （平成２８年度） 

初期値：６８％  （平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

三大都市圏環状道路の整備 

 迅速かつ円滑な物流の実現などのため、三大都市圏環状道路等を中心とする根幹的な道路網を重点的に整備す

る。（◎） 

予算額：道路整備費１６，６０２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０１８億円（国費）等の内数（平

成２７年度） 

道路整備費１６，６３７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金８，９８３億円（国費）等の内数（平成２８年

度） 

 
 (注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

〇平成２７年度は、首都圏中央連絡自動車道（桶川北本ＩＣ～白岡菖蒲ＩＣ、神崎ＩＣ～大栄ＪＣＴ）、京奈和

自動車道（紀の川ＩＣ～岩手根来ＩＣ）の計２６ｋｍが供用を開始し、平成 28 年度は首都圏中央連絡自動車

道（境古河ＩＣ～つくば中央ＩＣ）、近畿自動車道名古屋神戸線（四日市ＪＣＴ～新四日市ＪＣＴ）、東海環状

自動車道(東員ＩＣ～新四日市ＪＣＴ)、京奈和自動車道(岩出根来～和歌山ＪＣＴ)、阪神高速大和川線（三宅

ＪＣＴ～鉄砲）の計４２ｋｍが供用を開始したところであり、三大都市圏の環状道路整備率の実績値は、平成

２８年度末時点で７４％であり、順調に進捗している。  

（事務事業等の実施状況） 

〇平成２８年度末供用延長９０３ｋｍ 

 （平成２７年度新規供用延長２６ｋｍ、平成２８年度新規供用延長４２ｋｍ） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

〇業績指標は、平成２６年度の６８％が平成２８年度末に７４％まで向上。今後の供用予定の推移を見ると、

目標年度には目標値を達成できる見込まれることから、Ａと評価した。 

〇平成２９年度は、東関東自動車道水戸線（三郷南ＩＣ～高谷ＪＣＴ）、東海環状自動車道（養老ＪＣＴ～養老

ＩＣ）、近畿自動車道名古屋神戸線（城陽ＪＣＴ・ＩＣ～八幡京田辺ＪＣＴ・ＩＣ、高槻第一ＪＣＴ～神戸Ｊ

ＣＴ）、京奈和自動車道（御所南ＩＣ～五條北ＩＣ）の計７０ｋｍの供用を予定しており、引き続き、目標値

の達成に向けて整備を推進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 企画課 道路経済調査室（室長 沓掛 敏夫） 

関係課： 道路局 国道・防災課          （課長  川崎  茂信） 

道路局 高速道路課            (課長  伊勢田 敏) 
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業績指標８７ 

 道路による都市間速達性の確保率*※ 

（※主要都市等を結ぶ都市間リンクのうち都市間連絡速度（都市間の最短道路距離を最短所要時間で除したもの）

60km/h が確保されている割合） 

 

 

（指標の定義） 

主要都市等を結ぶ都市間リンクのうち都市間連絡速度（都市間の最短道路距離を最短所要時間で除したもの） 

60km/h が確保されている割合 

道路による都市間速達性の確保率 

＝ 都市間連絡速度 60km/h 以上の主要都市等を結ぶ都市間リンク数 ÷ 都市間リンクの総数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

公表している今後の高規格幹線道路の供用予定等により都市間連絡速度の改善が見込める都市間リンクをもとに 

設定。 

（外部要因） 

高規格幹線道路等の事業進捗等 

（他の関係主体） 

 ＮＥＸＣＯ（会社区間の事業進捗 等） 

（重要政策） 

 【施政方針】（平成２９年１月２０日 安倍内閣総理大臣施政方針演説） 

 「治水対策の他、水害や土砂災害への備え、最先端技術を活用した老朽インフラの維持管理など、事前防災・減

災対策に徹底して取り組み、国土強靱（じん）化を進めます」 

 【閣議決定】 

日本再興戦略（平成２８年６月２日） 

社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第１章に記載あり」 

 【閣決（重点）】 

社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章に記載あり」 

 【その他】 

なし 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

４８％ ４９％ ５１％ ５３％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：約５５％ （平成３２年度） 

実績値：集計中  （平成２８年度） 

５３％  （平成２７年度） 

初期値：４９％  （平成２５年度） 
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主な事務事業等の概要 

個性ある地域やコンパクトな拠点を道路ネットワークでつなぎ、距離の制約を克服し、地域・拠点の連携を確保す

る。（◎） 

予算額：道路整備費１６，６０２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金９，０１８億円（国費）等の内数（平成

２７年度） 

道路整備費１６，６３７億円（国費）及び社会資本整備総合交付金８，９８３億円（国費）等の内数（平成２８年度） 

 

 (注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

〇業務指標は、平成２４年度から平成２７年度にかけて５％増加しており、また、公表している今後の高規格幹

線道路の供用予定等を加味すると、目標年度までに目標値を達成すると見込まれ、順調に進捗している。 

（事務事業等の実施状況） 

〇平成２７年度は、第二東海自動車道（浜松いなさＪＣＴ～豊田東ＪＣＴ）、北海道自動車道網走線（訓子府Ｉ

Ｃ～北見西ＩＣ）、北海道自動車道根室線（白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ）、東北横断自動車道釜石秋田線（遠野ＩＣ～

宮守ＩＣ）、近畿自動車道紀勢線（南紀田辺ＩＣ～すさみ南ＩＣ）等の計約２１６ｋｍが供用。 

〇平成２８年度は、中部横断自動車道（六郷ＩＣ～増穂ＩＣ）、近畿自動車道名古屋神戸線（四日市ＪＣＴ～新

四日市ＪＣＴ）、東九州自動車道（椎田南ＩＣ～豊前ＩＣ）、東北中央自動車道（福島ＪＣＴ～福島大笹生ＩＣ）

等の計約１３８ｋｍが供用。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

〇業務指標は、平成２４年度から平成２７年度にかけて５％増加しており、また、公表している今後の高規格幹

線道路の供用予定等を加味すると、目標年度までに目標値を達成すると見込まれ順調に進捗している。引き続

き、平成３２年度の目標達成に向け、都市間速達性の確保に向けた取組を実施するため、Ａと評価した。 

〇平成２９年度は、東関東自動車道水戸線（鉾田ＩＣ～茨城空港北ＩＣ、三郷南ＩＣ～高谷ＪＣＴ）、第二東海自

動車道（海老名南ＪＣＴ～厚木南ＩＣ）、近畿自動車道名古屋神戸線（城陽ＪＣＴ・ＩＣ～八幡京田辺ＪＣＴ・

ＩＣ、高槻第一ＪＣＴ～神戸ＪＣＴ）、北海道自動車道網走線（陸別小利別～訓子府ＩＣ）、東北中央自動車道

（福島大笹生ＩＣ～米沢北ＩＣ、大石田村山ＩＣ～尾花沢ＩＣ）、中部横断自動車道（八千穂高原ＩＣ～佐久南

ＩＣ）、東九州自動車道（日南北郷ＩＣ～日南東郷ＩＣ）等の計約２５４ｋｍの供用を予定しており、引き続き、

目標値の達成に向けて整備を推進する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 企画課 道路経済調査室（室長 沓掛 敏夫） 

関係課： 道路局 国道・防災課          （課長  川崎  茂信） 

道路局 高速道路課            (課長  伊勢田 敏) 
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業績指標８８ 

 鉄道整備等により５大都市からの鉄道利用所要時間が新たに３時間以内となる地域の人口数* 

 

 

（指標の定義） 

平成２７年度以降、平成３４年度までの間に５大都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の各中心駅からＪＲ等 

の幹線鉄道により、新たに３時間以内に到達できる地域の人口数 

（目標設定の考え方・根拠） 

平成３４年度に完成予定の北陸新幹線（金沢・敦賀間）、九州新幹線（武雄温泉・長崎間）など、広域的な幹線鉄

道ネットワークの質的向上は全国一日交通圏の形成に一層寄与する観点から、国勢調査による人口、現行のダイヤ設

定等に基づき、５大都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の各中心駅から、新たに３時間以内で到達することが

出来る地域の人口数を目標値として設定。 

（外部要因） 

鉄道事業者のダイヤ改正等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（建設財源の一部を負担）、鉄道事業者（営業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

整備新幹線問題検討会議決定 

「整備新幹線の整備に関する基本方針」（平成２１年１２月２４日） 

「当面の整備新幹線の整備方針」（平成２１年１２月２４日） 

「整備新幹線の未着工区間等の取扱いについて」（平成２２年８月２７日） 

「整備新幹線問題に関する今後の対応について」（平成２２年１２月２７日）  

「整備新幹線の取扱いについて（政府・与党確認事項）」（平成２３年１２月２６日） 

「整備新幹線の取扱いについて（政府・与党申合せ）」（平成２７年１月１４日） 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ － － ０万人 １３５万人 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１４０万人（平成３４年度） 

実績値：１３５万人（平成２８年度） 

初期値：０万人 
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主な事務事業等の概要 

・新幹線鉄道の整備 

近年、整備新幹線については、平成２２年１２月に東北新幹線（八戸・新青森間）、平成２３年３月に九州新幹

線鹿児島ルート（博多・新八代間）、平成２７年３月に北陸新幹線（長野・金沢間）、平成２８年３月に北海道新幹

線（新青森・新函館北斗間）が開業した。 

また、平成２４年６月に北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）、九州新幹線（武雄

温泉・長崎間）の工事実施計画を認可し、工事着工したところである。 

さらに、未着工区間である北陸新幹線敦賀・大阪間については、国土交通省において概算事業費等のルート選定

に係る検討に必要な項目の調査を行い、それに基づき与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにおいて議論が

行われ、敦賀駅－小浜市（東小浜）附近－京都駅－京田辺市（松井山手）附近－新大阪駅を結ぶルートとすること

が決定された。 

  予算額：整備新幹線整備事業費補助 75,450 百万円（平成２９年度） 

整備新幹線建設推進高度化等事業費補助金 2,600 百万円（平成２９年度） 

 （税制特例） 

 ・北海道、東北、北陸、九州新幹線の新線建設により取得する鉄道施設に係る特例措置 

   固定資産税 標準課税 最初の５年間 １／６、その後の５年間１／３ 

 ・整備新幹線の開業に伴いＪＲから経営分離される並行在来線の固定資産に係る特例措置 

   固定資産税・都市計画税 ２０年間 １／２ 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度においては、整備新幹線の新規開業等は無かったものの、平成２７年度までの列車ダイヤにおいて

わずかに数分だけ１８０分を下回らなかった比較的規模の大きな都市（例：宇治市）が、平成２９年３月のダイヤ

改正において所要時間が数分短縮されたことにより新たに３時間圏に加わったことで、目標値にほぼ到達してお

り、目標達成に向けて順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

なし 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標について、平成２８年度のダイヤ改正における時間短縮により、比較的規模の大きな都市が新たに３時

間圏に加わったことで、目標値にほぼ到達した。 

 今後も広域的な幹線鉄道ネットワークの質的向上により全国一日交通圏の形成に一層寄与するため、引き続き、

整備新幹線の着実な整備を進めるとともに在来線との接続の円滑化に向けた鉄道事業者及び沿線自治体の取組を

支援し、新幹線と在来線が一体となったネットワークの形成を推進することとし、Ａと評価した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：鉄道局幹線鉄道課（課長 村田 茂樹） 

関係課：鉄道局都市鉄道政策課（課長 岡野 まさ子）鉄道局施設課（課長 江口 秀二） 
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業績指標８９ 

 首都圏空港の空港処理能力* 

 

 

（指標の定義） 

大都市圏拠点空港（羽田、成田、関西、中部の４空港）のうち首都圏空港（羽田、成田）における空港処理能力の

増加 

（目標設定の考え方・根拠） 

羽田、成田両空港の整備により見込まれる大都市圏拠点空港（首都圏空港）の空港処理能力の増加を目標とした。 

（外部要因） 

景気及び自由時間、家計収支等の社会・経済動向 

（他の関係主体） 

 航空運送事業者（実施主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 第１９３回国会施政方針演説（平成２９年１月２０日）「羽田、成田両空港の二〇二〇年四万回の容量拡大に向け、 

羽田空港では新しい国際線ターミナルビルの建設に着手します。」 

 【閣議決定】 

 日本再興戦略２０１６（平成２８年６月２日）「４．観光立国の実現 ⅲ.すべての旅行者が、ストレスなく快適に

観光を満喫できる環境に ③地方空港等のゲートウェイ機能強化」等に記載あり 

 【閣決（重点）】 

 社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第１章」及び「第２章」に記載あり 

 【その他】 

 該当なし 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

６８万回 ７１．７万回 ７４．７万回 ７４．７万回 ７４．７万回 

 

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

羽田空港の飛行経路の見直し、成田空港の高速離脱誘導路の整備等により、２０２０年までに両空港の空港処理能

力をそれぞれ約４万回拡大する。（◎） 

予算額：空港整備事業費（首都圏空港）３３６億円（平成２７年度）の内数 

予算額：空港整備事業費（首都圏空港）５４７億円（平成２８年度）の内数 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に関するものである。 

 

 

評 価 

 

 

 

目標値：７４.７万回＋最大７.９万回（平成３２年度） 

実績値：７４.７万回        （平成２８年度） 

初期値：７４.７万回        （平成２７年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

羽田空港の飛行経路の見直し、成田空港の高速離脱誘導路の整備等により２０２０年までに両空港の空港処理 

能力をそれぞれ約４万回拡大することを目指しており、当該年度において実績値に変動はないが、目標値達成のた

めの取組を着実に進めた。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２８年７月に関係自治体や航空会社等が参画した首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会において、環

境影響等に配慮した方策を示し、羽田空港の機能強化に必要となる施設整備に係る工事費、環境対策費を国が予算

措置することについて理解を得た。また、定期的に住民説明会を開催するなど、丁寧な情報提供を行った。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、２０２０年までに目標値達成のための取組を着実に推進しているところである。 

 

羽田空港については、飛行経路の見直しに必要となる航空保安施設や誘導路等の施設整備、環境対策を着実に推

進するとともに、引き続き説明会を開催するなど丁寧な情報提供を実施する。拡大される約４万回の発着容量は、

観光ビジョンで掲げた訪日外国人旅行者数の目標達成を戦略的に進めるために重要な路線や、我が国の国際競争力

の強化に資する日本発の直行需要の高い路線に活用することを主眼とし、就航を希望する相手国政府との協議に向

けた準備を進める。また、民間事業者と協力して、ターミナルビルの拡充に取り組む。 

成田空港については、事業実施主体である成田国際空港株式会社と連携し、高速離脱誘導路の整備等を推進する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 航空局航空ネットワーク部首都圏空港課（課長：金井 昭彦） 

関係課： 航空局航空ネットワーク部空港計画課大都市圏空港調査室（室長：中原 正顕） 

     航空局航空ネットワーク部国際航空課（課長：木村 典央） 

     航空局航空ネットワーク部航空事業課（課長：大沼 俊之） 
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業績指標９０ 

 首都圏周辺の都市における国際線就航都市数 

 

 

（指標の定義） 

首都圏周辺の都市における定期旅客便の国際線が就航している都市の数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

アジアの主要都市からの国際線就航都市数（平成２８年）は、ソウル（１３６都市）、香港（１４０都市）、シンガ

ポール（１２５都市）、北京（１０９都市）、上海（８７都市）である中、我が国の首都圏周辺の都市からの就航都市

数（平成２８年）は１００都市である。平成３２年までにこれらの都市と同等の国際航空ネットワークを構築するこ

とを目標とする。 

（外部要因） 

航空運送事業者（事業主体）の判断 

（他の関係主体） 

 航空運送事業者（事業主体) 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  該当なし 

 【閣議決定】 

  該当なし 

 【閣決（重点）】 

  第４次社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日）「第２章」に記載あり 

 【その他】 

  該当なし 

 

過去の実績値  （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ ８８都市 ９２都市 １０１都市 １００都市 

 

目標値はその年におけるアジア主要都市（５都市）の平均である。 

 
 

 

 

 

 

評 価 

Ａ 

目標値：アジア主要都市並（平成３２年） 

実績値：１００都市（平成２８年) 

初期値：８８都市（平成２５年） 
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主な事務事業等の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

我が国の首都圏周辺の都市からの国際線就航都市数は平成２５年の８８都市から平成２８年は１００都市に増 

加しており、指標は順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

該当なし 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標については、平成３２年の目標に向けて順調に推移している。また、我が国の首都圏周辺の都市からの

国際線就航都市数がアジア主要都市（ソウル・香港・シンガポール・北京・上海）からの国際線就航都市数の平均

（平成２５年及び平成２８年は１１９都市）に対する割合は平成２５年の７４％から平成２８年は８４％に増加し

ており、アジア主要都市との差は縮まっていることからＡ評価とした。 

引き続き、航空需要の動向等を踏まえつつ、国際競争力の強化、地域活力の向上などの推進等に向けて、首都圏

並びに首都圏周辺空港の整備、既存ストックを活用した空港の高質化を推進し、航空交通ネットワークの強化を図

る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 航空局国際航空課（課長 木村 典央） 

関係課： 該当なし 
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業績指標９１ 

航空輸送上重要な空港のうち、地震時に緊急・救命、緊急輸送物資輸送拠点としての機能を有する空港から一定範

囲に居住する人口の割合 

 

 

（指標の定義） 

 航空輸送上重要な空港のうち、地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を有する空港から一定範囲

(100km 圏内)に居住する人口の割合 （一定範囲に居住する人口 / 日本の総人口） 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

 平成23年度の東日本大震災等大規模地震発生時において、空港が緊急物資の拠点等としての役割を果たしたように、

地震災害時には、空港は緊急物資および人員輸送の基地としての役割が求められる。 

 このため、航空輸送上重要な空港において、滑走路、誘導路等の耐震化を図り、空港の耐震性向上を進めることに

より、救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保し、空港から 100km 圏内に居住する人口の割合を高める。 

※ 空港輸送上重要な空港：緊急輸送の拠点となる空港のうち、特に航空ネットワークの維持、背後圏経済活動

の継続性確保において重要と考えられる空港（東京国際、成田国際、関西国際、大阪国際、中部国際、新千歳、

仙台、新潟、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇） 

 

（外部要因） 

 なし 

（他の関係主体） 

 なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  第 4 次社会資本整備重点計画（平成２７年９月１８日） 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

- - ７３％ ７４％ ７９％ 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：８４％ （平成３２年度） 

実績値：７９％ （平成２８年度） 

初期値：７３％ （平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

 地震災害時に、空港が災害復旧支援、緊急・救命活動や緊急物資輸送など様々な役割を果たすことができるよう、

基本施設等※の耐震性の向上を推進する。 ※滑走路、誘導路など 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 平成 27、28 年度にも新たに地震時に救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保した空港があり、指標

は順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

 空港の耐震性向上の事業は計画に基づいて実施しており、平成 27、28 年度に新たに関西国際空港、高松空港、

鹿児島空港が地震時の救急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保している。 

他の対象空港についても、緊急・救命、緊急物資輸送拠点としての機能を確保する事を目指して、耐震工事を実

施しているところである。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標については、平成 32 年度の目標達成に向けて空港の耐震事業は順調に推移していることからＡ評価と

した。 

 今後も引き続き、航空輸送上重要な空港における滑走路、誘導路等の耐震化工事を計画的に推進し、緊急・救命、

緊急物資輸送拠点としての機能を確保する事を目指し、耐震化空港から 100km 圏内に居住する人口の割合を高める

方向とする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 航空局航空ネットワーク部空港技術課（課長 坂 克人） 

関係課： 航空局航空ネットワーク部空港計画課（課長 長谷川 武） 
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業績指標９２ 

 全国の地方圏における大都市圏との間の転出者数に対する転入者数の割合 

 

 

（指標の定義） 

全国の大都市圏から地方圏への転入者数を地方圏から大都市圏への転出者数で除した数値 

（大都市圏から地方圏への転入者数）／（地方圏から大都市圏への転出者数） 

※大都市圏・・・三大都市圏（東京圏、名古屋圏、関西圏） 

  地方圏・・・・・三大都市圏以外の地域 

 （東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県   名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県 

  関西圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県） 

（目標設定の考え方・根拠） 

指標の値について、目標設定年度である平成２３年度以前の５年間（平成１８年度～平成２２年度の間）平均値は

７９．０％であったが、この間は８．８ポイント増加となっているとともに、それまでの４年間は減少傾向であり、

短期変動の可能性があるので、過去１０年間（平成１３年度～平成２３年度）の平均値である８１．９％を近年の平

均的な傾向ととらえることとする。その上で、ＵＩＪターンや二地域居住の地方定住を支援する施策として、地域活

性化及び地域振興を図り、積極的な環境構築を行っていく中で地方圏への転入者の比率を維持させていく。そのため、

平成２９年度では過去１０年間の平均値である８２％を下回らないことを目標とする。 

（外部要因） 

・景気の動向（都市部と地方部との景気格差拡大） 

・総人口の減少 

（他の関係主体） 

 地方公共団体 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

８６．６ ８２．９ ８１．４ ７９．８ ７９．９ 

 

 

 
 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：８２．０％（毎年度） 

実績値：７９．９％（平成２８年度） 

初期値：８６．７％（平成２３年度） 
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主な事務事業等の概要 

人口減少・高齢化が進む地方の中山間地域等において、基幹集落に複数の生活サービスや地域活動の場を集め、周辺

集落とネットワークで結ぶ「小さな拠点」の形成を推進するため、遊休施設を活用した、既存施設の再編・集約に係

る改修に所要の補助を行う。 

 予算額１５０百万円（平成２８年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度の実績値は、前年度比で０．１ポイント増加し７９．９％と目標数値を下回ったが、過去の実績値の

推移でも見られたような短期変動等の可能性があるため、判断できない。 

（事務事業等の実施状況） 

・人口減少・高齢化が進む地方の中山間地域等において、基幹集落に複数の生活サービスや地域活動の場を集め、

周辺集落とネットワークで結ぶ「小さな拠点」の形成を推進するため、遊休施設を活用した、既存施設の再編・

集約に係る改修に所要の補助を行った。 

・市町村が行う地方体験交流プログラム等に係る情報について国土交通省ＨＰに掲載するとともに、都市部の大学

等に対して当該情報をまとめた冊子を送付するなどの情報提供を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２８年度の実績値は、前年度と比較して上昇傾向となったが、目標値である８２％を下回ったことから、現

時点における評価は「Ｂ」とした。 

・平成２８年度の実績値は、前年度比で０．１ポイントの増となっている。過去５カ年における実績値を見ると、

やや減少傾向に見て取れるものの、平成２３年度以前の実績値を見ると平成１８年度７７．９％、平成１９年度

７４．８％、平成２０年度７４．７％と減少傾向から、平成２１年度８１．９％、平成２２年度８５．５％、平

成２３年度８６．７％と増加傾向に転じており、過去の実績値の推移でも見られたような短期変動の可能性もあ

る。 

・現在、各省が連携し、地方移住等を含む地方創生に資する関連施策を積極的かつ多角的に推進しているところで

あり、今後、これらの施策効果を顕在化させ、三大都市圏から地方圏への転入者の増加につなげることが必要と

考えられる。 

・こうした状況を踏まえ、平成２９年度以降、指標の動向に注視しつつ、関連施策の効果を判断し施策の改善に反

映させていく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局地方振興課（課長 長谷川 貴彦） 

関係課： なし  
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業績指標９３ 

 都市再生誘発量（基盤整備等により、民間事業者等による投資が可能となった面積の合計） 

 

 

（指標の定義） 

我が国の都市構造を、豊かな都市再生や経済活動を実現できるレベルへと再構築し、健全で活力ある市街地の整備

などを通じて都市再生が誘発された量。都市再生総合整備事業や都市再生区画整理事業といった基盤整備等により、

民間事業者等による都市再生に係る投資が可能となった面積の合計を計上。 

（目標設定の考え方・根拠） 

民間投資を誘発する市街地整備などのこれまでの実績や今後の事業計画等をもとに算出。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体、都市再生機構等（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

なし 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

5,401ha 6,716ha 6,968ha 7,611ha 9,277ha 9,504ha 9,904ha 10,353ha 10,825ha 11,201ha 

 

 

 
 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：14,700ha （平成 28 年度） 

実績値：11,201ha （平成 28 年度） 

初期値： 9,270ha（平成 23 年度） 
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主な事務事業等の概要 

○都市再生総合整備事業の推進 

大都市圏等の臨海部や既成市街地を中心に発生している大規模工場跡地等低未利用地において、都市再生を促す

トリガー（引き金）となる地区への都市基盤施設等の集中的な整備を実施するとともに、都市拠点の形成に資す

る民間都市開発事業等を促進することにより、円滑な土地利用転換を公民協働で推進する。 

予算額：社会資本整備総合交付金８９８３億円（平成２８年度）の内数。 

○都市再生区画整理事業の推進 

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進展する中心市街地等の都市基盤が不十分で整備の必要な既成市街地等

において、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行い、もって土地の有効利用を促進するとともに、安全・安心

で快適に暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を図る。 

予算額：社会資本整備総合交付金８９８３億円（平成２８年度）の内数。 

○都市再生機構によるコーディネート業務等（都市再生コーディネート等推進事業） 

都市再生分野における民間の新たな事業機会を創出し、民間の潜在力を最大限に引き出すため、都市再生に民

間を誘導するための条件整備として、独立行政法人都市再生機構がコーディネート業務等を実施する。 

予算額：１１．５１億円（平成２８年度） 

○税制上の特例措置 

①特定住宅地造成事業等に係る土地等の譲渡所得に係る１，５００万円特別控除制度（所得税、法人税、個人住

民税、法人住民税、事業税） 

・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特例措置 

②優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置（所得税、法人税、個人

住民税、法人住民税、事業税） 

・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率 

・仮換地指定後３年以内に、一定の住宅建設を行う個人又は法人に対して土地等を譲渡した場合の軽減税率 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２４年度より、毎年度着実な増加が見られたが、平成２８年度の実績値は１１，２０１ｈａ（５年間の増加

量：約１，９２４ｈａ）と、平成１９～２３年度の実績トレンドを基に設定した平成２８年度目標値（１４，７０

０ｈａ）は達成しなかった。 

（事務事業等の実施状況） 

都市再生総合整備事業や都市再生区画整理事業により、都市再生の喫緊の課題である大規模工場跡地の基盤整備

や中心市街地等の基盤整備による街区再編等を通じて、民間事業者等の都市再生への投資を誘導している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・実績値が目標値を下回っており、目標達成しなかったことから、Ｂと評価した。これは、近年の地方公共団体に

おける厳しい財政状況を起因として、事業完了の遅れや、貸付金需要の減少が生じていることによるものと思われ

る。 

・そのため平成 29 年度からは、実績値としての計上対象を基盤整備等が行われた区域等の面積に改め、平成 33 年

度の目標値を 13,500ha として設定する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局まちづくり推進課（課長 望月一範） 

都市局市街地整備課（課長 英直彦） 

住宅局市街地建築課（課長 淡野博久） 

関係課： 該当なし 
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業績指標９４ 

 文化・学術・研究拠点の整備の推進（関西文化学術研究都市における立地施設数） 

 

 

（指標の定義） 

関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における立地施設数。対象とする立地施設は、本都市が文化、学術

及び研究の中心となる都市の建設を目的としていることから、文化学術研究の向上に資するものとする。 

 ・ 研究施設（研究施設、技術開発施設） 

 ・ 大学（大学・短大） 

 ・ 文化施設（都市の文化の発展に寄与する施設） 

 ・ 交流施設（文化・学術・研究の発展等に係る交流または共同研究を推進するための施設） 

 ・ 宿泊研修施設（研修、保養、スポーツ・レクリエーション機能を有する施設） 

 ・ その他（基本方針または建設計画に掲げる施設等） 

（目標設定の考え方・根拠） 

本指標は、都市建設の進捗状況を評価しうるものであり、その数の増加は、我が国及び世界の文化等の発展に

資するものである。 

関西文化学術研究都市における立地施設数の推移は、H19：8 施設、H20：8 施設，H21：3 施設、H22：3 施設、

H23：4 施設あり、年平均施設立地数は 5 件となっていることから、H23 を初期値に 5 年後である H28 までに年 5

件ずつ増加するものとして 140 施設を目指すこととする。 

（外部要因） 

景気の動向 

（他の関係主体） 

 該当なし 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

１１８ １２１ １２６ １２９ １３３ 

 

 
 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１４０施設（平成２８年度） 

実績値：１３３施設（平成２８年度） 

初期値：１１５施設（平成２３年度） 
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主な事務事業等の概要 

関西文化学術研究都市建設促進法に基づき整備される文化学術研究施設について、一定規模以上の償却資産につい

て、初年度の法人税の特別償却を認める特例措置（平成 27 年 4月 1日から平成 29 年 3月 31 日まで） 

・建物及び付属設備の取得金額が２億円以上の場合 6/100 

・機械及び装置の取得金額が 240 万円以上の場合 12/100 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 28 年度の実績値は 133 施設で、着実に増加しているものの、目標値には届いていない。 

（事務事業等の実施状況） 

 関西文化学術研究都市建設促進法に基づく文化学術研究施設の税制上の特例措置 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

平成 28 年度の実績値は 133 施設で、着実に増加しているものの、目標値を達成していないためＢと評価した。 

目標を達成できなかった課題として、学研都市と企業との間の土地利用目的のミスマッチや用途地域の規制等に

より新規立地がなかなか進まなかったことがあげられるが、建設計画や用途地域の変更を行い立地需要に柔軟に対

応するなど、立地促進に向けた取組を行っているところである。また、平成 29 年度以降、日本電産や三菱東京 UFJ

銀行データセンター等の開所が見込まれる等、今後も新規立地が期待されている。 

平成 28 年度で目標年度が到来したが、引き続き、関西文化学術研究都市における新規立地を促進し、文化・学

術・研究拠点の形成に向けて整備を進める必要がある。関西文化学術研究都市における立地施設数の推移は、平成

24 年度：3件、平成 25 年度：3件、平成 26 年度：5件、平成 27 年度：3件、平成 28 年度：4件であるほか、関係

府県への企業誘致取組アンケートの結果を踏まえ、平成 28 年度の 133 施設を初期値に、3 年後である平成 31 年度

までに 150 施設を目指すこととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局都市政策課 

関係課： 該当なし 
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業績指標９５ 

半島地域における社会増減率に係る過去５ヶ年平均との比 

 

 

（指標の定義） 

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）」により、半島振興対策実施地域（以下「半島

地域」という）における社会増減率を算出する。半島地域における社会増減率はこれまで負の値であったことから、

過去と比べて減少幅が縮小することを目指す。その際、過去５ヶ年平均と比べることにより、災害や景気動向等の外

部要因の影響を減少させる。 

※社会増減率：社会増減（他地域からの転入から他地域への転出数を差し引いたもの）を、期間の期末人口で除し

たもの 

 

・直近値：半島地域における平成27年社会増減率 （△22,303（社会増減数）÷4,168,379（半島地域総人口）≒△0.535% 

半島地域における過去５カ年平均の社会増減率（△0.37％＋△0.429％＋△0.512％＋△0.462％＋△0.474％）/５

≒△0.449% （※平成 28 年社会増減率は集計中） 

（目標設定の考え方・根拠） 

半島振興法は平成２７年３月３１日が法期限とされていたが、半島地域の実情を踏まえ、議員立法により法の期限

が１０年間延長されるとともに、目的規定への「定住の促進」の追加、計画事項の拡充、配慮規定の追加、多様な主

体の連携及び協力により実施される事業に対する助成等の措置を講ずる旨の規定の新設等が行われた。このような状

況を踏まえ、「定住の促進」を評価する指標を新たに設定することとした。 

評価年度の半島地域内における社会増減（他地域からの転入から他地域への転出数を差し引いたもの）が過去５ヶ

年の社会増減率の平均値よりも大きかった場合には１．００超（転出増の値が拡大）となり、逆に平均値よりも小さ

かった場合には目標値である１．００未満（転出増の幅は縮小）を達成することとなる。 

（外部要因） 

災害、景気変動 

（他の関係主体） 

 半島地域をその区域に含む２２道府県と１９４市町村 

（重要政策） 

 【施政方針】なし 

   

 【閣議決定】 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１６（平成２８年６月閣議決定）」 

において、「・・・半島を含む条件不利地域においては、近隣地域との調和ある発展や交流・連携にも留意しつつ、・・・

必要な交通基盤の維持を含む日常生活機能の確保や地域産業の振興により定住環境を整備して、地域の資源や創意工

夫を活かした集落の維持・活性化を図る。（第２章 ２．（４）③）」とされている。 

 

「国土形成計画（平成２７年８月閣議決定）」 

において、「・・・半島地域は、国土の保全、多様な文化の継承、自然とのふれあいの場及び機会の提供等、我が国

において多岐にわたる役割を果たしているとともに、我が国の国土の多様性の重要な構成要素であって、今後も地域

における営みが継続し、我が国における役割が引き続き果たされていくことが必要である。・・・豊かな地域資源を

活かしながら、地方公共団体、NPO、住民団体等の多様な主体が連携して行う、地域間の対流の促進や産業の振興を

通じた地域への定住の促進に資する広域的な取組を推進する。（第２部 第１章 第６節（４））」とされている。 

 

 【閣決（重点）】なし 

 

 【その他】 

「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」は、平成 26 年度調査（平成 25 年度の数値）から、年度区

切りではなく暦年区切りとされている。 

 

 

 

過去の実績値 （年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

１．１２ １．０５ １．１０ １．１９ 集計中 

 

 

評 価 

 

Ｂ 
 

目標値：1.00 未満 

（ただし、過去５ヶ年平均が正の値であるときは 1.00 超） 

（毎年度） 

実績値：集計中（平成 28 年） 

1.19 （平成 27 年） 

初期値：なし 
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主な事務事業等の概要 

・半島地域振興対策事業経費（平成２８年度） 

 半島地域における産業振興、交流促進、定住促進への支援 

 （予算額：１．１億円） 

・半島地域における工業用機械等に係る割り増し償却制度（所得税・法人税）（平成３１年度末まで適用） 

 半島地域において、製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等の用に供するために取得される、

機械・装置、建物・附属設備、構築物について、５年間の割増償却を実施。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向）順調でない 

過去の実績値によるトレンドを延長しても、平成２８年度（実績値は集計中（平成２９年度中に公表される予定

の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省）」の結果を使用こととしている。））に目標値

を達成できない可能性があるが、平成２７年度の法改正により、半島振興広域連携促進事業（地方公共団体等が３

年計画を策定して行う「産業振興」「交流促進」「定住促進」に資する取組を支援するもの）が新たに創設されてお

り、その効果は順次指標に現れると考えられる。 

 

（事務事業等の実施状況） 

平成２８年度において半島地域振興対策事業経費を使った施策を滞りなく実施したところである。半島振興広域

連携促進事業（１億円）においては、半島地域２２道府県中、交付決定を行った１４道府県において順調に事業を

終了した。また、半島地域の産業振興促進計画を策定している市町村においては５年間の割増償却制度を活用する

ことができることから、産業振興促進計画の策定率向上を図るため、市町村、事業者への制度の説明を行い普及促

進に努めた。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２８年度の実績値は集計中（平成２９年度中に公表される予定の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及

び世帯数調査（総務省）」の結果を使用することとしている。）であるため、平成２７年度の数値を基に、「Ｂ（成

果を達成していない）」と評価した。 

ただし、平成２７年度の半島振興法改正により、半島振興広域連携促進事業（地方公共団体等が３年計画を策定

して行う「産業振興」「交流促進」「定住促進」に資する取組を支援するもの）が新たに創設されたところであり、

この効果は順次指標に現れると考えられる。 

・平成２７年度に半島振興法が改正され、法期限が１０年間延長され、目的規定に｢定住の促進｣が追加され、半島

地域が我が国における重要な役割を果たしていることが明記されるとともに、産業の振興や就業の促進、観光の振

興等に係る国・地方公共団体の配慮規定が追加・拡充された。加えて、多様な主体の連携及び協力により実施され

る事業に対する助成等の措置を講ずる旨の規定が新設された。 

半島地域においては、これまでの半島振興対策の実施により各種社会基盤の整備が進展しているが、依然として

地理的条件不利性による地域産業の低迷、人口減少、高齢化の進行、若年層を中心とした人口流出、地域コミュニ

ティの弱体化等の半島地域共通の課題が存在する。さらに、半島地域は平地が少なく、集落が沿岸部に連続してい

るため、大都市等から遠い半島先端部の地域が行う取組だけでは施策の効果が乏しいため、各地域が連携・分担し

て広域的な取組を実施する必要がある。 

 そのため、地域資源や特性を活かして半島地域の主体が連携して実施する取組への支援を行い、半島地域の自立

的発展に向けた地域間交流の促進、産業の振興、定住促進を図るものである。 
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担当課等（担当課長名等） 

担当課： 国土政策局地方振興課半島振興室長 中島 壮一 

関係課：  
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業績指標９６ 

 共助等による除雪体制が整備された市町村の割合* 

 

 

（指標の定義） 

特別豪雪地帯に指定されている市町村（２０１市町村）のうち、共助等による除雪体制が整備された市町村の

割合（共助等による除雪体制が整備された特別豪雪地帯に指定されている市町村数／特別豪雪地帯に指定されて

いる市町村数）。 

共助等による除雪体制とは、雪処理について支援を要する高齢者世帯等（以下、「要支援世帯」という）に対し、

平時から共助等による雪処理を支援することができる体制とする。 

体制整備の要件は以下のいずれかを実施できる体制とする。 

・「地域コミュニティによる共助除雪」により要支援世帯を支援する体制が整備されている 

・「地域内外の担い手（ボランティア等）による除雪」により要支援世帯を支援する体制が整備されている 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢化、過疎化が進行している豪雪地帯においては、毎年、高齢者を中心に雪処理作業中の事故が多発してい

る状況である。今後更に雪処理の担い手が不足すると予測される中で、除雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が

安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、地域コミュニティの形成や、地域内外のボラン

ティア等による地域防災力の向上が求められている。 

このような状況に鑑み、平成２４年３月に豪雪地帯対策特別措置法が改正、同年１２月に豪雪地帯対策基本計

画が変更され、「除排雪の体制の整備（雪処理の担い手の確保）」に係る規定が追加された。 

特に、高齢化・過疎化が著しく、雪処理の担い手が不足している特別豪雪地帯の市町村において、平成２９年

度を目途に、全２０１市町村の約９０％となる１８０市町村で共助等による除雪体制の整備を促進する。 

 

（外部要因） 

過疎、高齢化、気象変動 

 

（他の関係主体） 

・関係省庁（内閣府、警察庁、消防庁、総務省、農林水産省等） 

・豪雪地帯の指定を受けた市町村を含む２４道府県及び特別豪雪地帯の指定を受けた２０１市町村 

・自治会 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   なし 

 【閣議決定】 

豪雪地帯対策基本計画（平成２４年１２月７日） 

国が策定する豪雪地帯における雪害の防除その他積雪により劣っている産業等の基礎条件の改善に関する施策

の基本となる計画 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

豪雪地帯対策特別措置法（平成２４年３月３１日改正） 

 

 

 

評 価 

 

          Ｂ 

 

目標値： 約９０％（平成２９年度） 

実績値：  ７４％（平成２８年度） 

初期値：  ６０％（平成２４年度） 
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過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

６０％ ６２％ ６３％ ６８％ ７４％ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
※豪雪地帯における６５才以上の屋根の雪下ろし等、除雪作業中の死者数 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

６９人 ６４人 ５８人 ４４人 ５２人 １９人 
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主な事務事業等の概要 

・豪雪地帯に係る調査・検討 

 豪雪地帯の現状・課題を把握し、豪雪対策に関する行政ニーズの変化に対応するとともに、地域コミュニティの形

成により防災力向上を図り、安全・安心な雪国の形成の視点等により、豪雪地帯対策に関する調査・検討を行う。 

予算額：３５百万円（平成２８年度）   

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

実績値は、上昇傾向にあるが、微増であるため、順調でないと判断した。 

（事務事業等の実施状況） 

・雪害による被災者の事故原因分析、自治体に係る降積雪状況・防除雪施設状況等の基礎的なデータの収集・分

析を実施。また、H24.3 の法改正時、H24.12 の基本計画変更時において追加規定となった雪処理の担い手確保や雪

冷熱エネルギー活用等の分析・検討を行った。 

・豪雪地帯における雪処理の担い手の確保・育成を通じて、共助等による効率的・効果的な地域除排雪体制の整

備を推進するため、先導的で実効性のある地域の実情に即した克雪体制整備の取組を支援。「新たな地域除排雪の

地取組事例」「住民除雪・除雪交流の取組事例」「除雪ボランティア活動関連文書事例集」を作成し、ＨＰで公開、

地方自治体等に周知するとともに、道府県に対し克雪体制整備の普及拡大への協力要請を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・平成２８年度の実績値は、これまでと比較して上昇傾向となったが、初期値を設定してから微増であり、目標値

は平成２９年度までに達成しうる上昇率ではなかったことから、現時点における評価は「Ｂ」とした。 

・一方で、近年の雪害による被害の特徴として、屋根の雪下ろし等除雪作業中の事故が大半を占め、このうち６５

才以上の高齢者の占める割合が８割以上を占めていることから、豪雪地帯対策基本計画の中でも位置づけられてい

る地域における除排雪体制の整備を促進し、雪処理の担い手を確保することが重要である。また、地域の実情に即

した地域除排雪づくりに向けた取組への支援を通じ、豪雪地帯における除雪ボランティア等による地域除雪や、ボ

ランティアと地域を繋ぐコーディネーターの養成等、各地で克雪体制整備の取組の機運が見られ、今後も増加傾向

になると推測されることから、引き続き現在の施策を維持することが妥当であると考えられる。 

・なお、特別豪雪地帯における共助等による除雪体制の整備率が７４％である一方、公助による除雪体制の整備率

は８４％と高いため（参考：豪雪地帯における共助等体制整備率６５％、公助体制整備率６１％）、目標達成に向

けて、これまでの取組支援に加え、モデル的事例をつくりあげた実践者等を地域アドバイザーとして派遣し事例等

を紹介する講演会等を開催するとともに、自治体を対象とした克雪体制整備に向けた研修会を開催する。 

 

※ 施策の効果をアウトカムの観点からも確認するため、「豪雪地帯における６５才以上の屋根の雪下ろし等、除

雪作業中の死者数」についても評価を行った。 

・過去の動向から、死者数は降雪量に左右されることが判明しており、平成２７年度は特に少雪であったため、当

該死者数は、特に減少している。 

・なお、平成２６年度は当該死者数が増加しているが、雪の降り出し時期が１２月第１週目と例年より早かったた

めと考えられる。 

・引き続き、「共助等による除雪体制が整備された市町村の割合」と併せて、「豪雪地帯における６５才以上の屋根

の雪下ろし等、除雪作業中の死者数」についても評価を行っていくこととする。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：国土政策局地方振興課（課長 長谷川 貴彦） 
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業績指標９７  

特定都市再生緊急整備地域における国際競争力強化に資する都市開発事業の事業完了数* 

 

 

（指標の定義） 

都市再生特別措置法第 19 条の 2に基づき、特定都市再生緊急整備地域において、官民により設置された協議会 

が作成した整備計画の中で、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業の事業完了数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

 大都市の国際競争力強化のための基盤整備の推進を測る指標として、特定都市再生緊急整備地域における整備計 

画に記載された都市開発事業の完了を見込んで設定する。 

（外部要因） 

 景気の動向、関係者間調整 等 

（他の関係主体） 

  地方公共団体、地域内において都市開発事業を施行する民間事業者、地域内において公共公益施設の整備若しく 

 は管理を行う者 等 

（重要政策） 

【施策方針】 

 なし 

【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  社会資本整備重点計画（平成 27 年 9月 18 日）「第 2章に記載あり」 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

1 件 4 件 8 件 14 件 26 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

○国際競争拠点の整備の推進 

 国際競争拠点都市整備事業により、国際的な経済活動の拠点を形成する上で必要となる都市拠点インフラの整備を

推進する。（平成 27 年度：68 億円、平成 28 年度：75 億円） 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：46 件（平成 32 年度） 

実績値：26 件（平成 28 年度） 

14 件（平成 27 年度） 

初期値： 8 件（平成 26 年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

過去の実績値のトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれることから、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

 都市再生特別処置法に基づく特定都市再生緊急整備地域において、都市の国際競争力強化につながる都市開発 

事業に関連して必要となる地域の拠点や基盤となる都市拠点のインフラの整備等の事業に対して重点的かつ 

集中的に支援していく。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は目標達成に向け着実に推移していると見込まれ、現在の施策を着実に推進することが適切であ

ることから、Aと評価した。今後も、現在の施策を着実に推進していく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 市街地整備課（課長 英 直彦） 

関係課： 街路交通施設課（課長 渡邉 浩司） 

まちづくり推進課官民連携推進室（室長 中村 健一） 
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業績指標９８ 

 立地適正化計画を作成する市町村数* 

 

 

（指標の定義） 

立地適正化計画を作成する市町村数 

（目標設定の考え方・根拠） 

・立地適正化計画を作成する市町村数が増加することにより、居住や生活サービス施設の集約・誘導が進み、コンパ

クトシティの形成が促進される。 

・立地適正化計画の作成意向のある約 150 市町村（平成 26 年 9月末時点調査）において、平成 32 年までに着実に計

画が作成されることを目指す。 

（外部要因） 

― 

（他の関係主体） 

 市町村（立地適正化計画の作成主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  ― 

 【閣議決定】 

  ・都市再生特別措置法（平成 14 年 4月 5日法律第 22 号） 

・経済財政運営と改革の基本方針 2016（平成 28 年 6月 2日） 

   コンパクト・プラス・ネットワークの形成と公的ストックの適正化を図ることにより、人口減少の中にあって

も効率的・効果的な公共サービスを確保するとともに、都市・地域の活力を高めていく。（第 3章 5.(2).①）等 

  ・まち・ひと・しごと創生総合戦略 2016 改訂版（平成 28 年 12 月 22 日） 

   地域の特性に即し、コンパクトなまちづくりと、これと連携した交通ネットワークの形成を基礎とした多層的

な地域構造を構築し、日常生活サービスや高次都市機能等を持続的に提供できる活力ある地域を形成する。

（Ⅲ.1.(2).基本目標④）等 

  ・まち・ひと・しごと創生基本方針 2016（平成 28 年 6月 2日） 

   立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画の作成に向けた具体的な取組を進めている地方公共団体に対し

関係府省庁が連携して支援を行い、都市のコンパクト化と利便性が確保された公共交通ネットワーク構築の取組

を全国的に広げていく必要がある。（Ⅲ.4.①）等 

・日本再興戦略 2016（平成 28 年 6月 2日） 

   「賢く投資・賢く使う」戦略的インフラマネジメントやコンパクトシティ・プラス・ネットワークの取組を進

め、民間投資の喚起や生産性向上等のインフラのストック効果が最大限発揮される取組を進める。（第 2.Ⅰ.11.

（2）） 

  ・ニッポン一億総活躍プラン（平成 28 年 6月 2日） 

   持続可能な都市構造を実現する観点から、都市のコンパクト化の取組を促進するとともに、その多様な効用を

明らかにしつつ、公共施設の集約・統廃合等や未利用資産の有効活用を推進する。（5.(12)）等 

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画（平成 27 年 9月 18 日）「第 2章に記載あり」 

 【その他】 

  － 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ― ― １市町村 １００市町村 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：150 市町村（平成 32 年） 

実績値：100 市町村（平成 28 年） 

初期値：- 
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主な事務事業等の概要 

コンパクトシティ形成支援事業 

市町村による立地適正化計画の作成等に対する補助制度。 

予算額：3.07 億円（平成 28 年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調である。 

過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成すると見込まれる。 

（事務事業等の実施状況） 

 コンパクトシティの形成を促進するため、関係府省庁で構成する「コンパクトシティ形成支援チーム」を通じ、

省庁横断的に市町村による立地適正化計画の作成等を支援している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実績値が目標値に対するトレンドを上回っており、目標達成に向けた成果を示しているため、Ａと評価した。今

後も、現在の施策を着実に推進していく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局都市計画課 （課長 宇野善昌）  

関係課：  
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業績指標９９ 

 自動二輪車駐車場の整備比率の自動車駐車場の整備比率に対する割合 

 

 

（指標の定義） 

 自動二輪車の駐車場整備比率／自動車の駐車場整備比率 

（目標設定の考え方・根拠） 

 平成１８年度より駐車場法の対象に自動二輪車が追加されたが、自動車駐車場に比して整備が進んでいない自動

二輪車駐車場の整備を推進するため、駐車場法に基づく自動二輪車駐車場の整備台数及び自転車等駐車場における自

動二輪車の受入台数を合わせた自動二輪車駐車場供用台数（注１）について、平成３０年度末までに、自動車の駐車

場整備比率（注２）に対する自動二輪車の駐車場整備比率（注３）が同等となるように整備されることを目標とし、

目標値を設定。 

（注１） 自動二輪車駐車場供用台数には、自動車駐車場において自動車とスペースを併用している供用台数及び 

    自転車等駐車場において自転車とスペースを併用している供用台数を含む 

（注２） 自動車の駐車場整備比率 ＝ 整備済み自動車駐車場台数(台)／自動車保有台数(/10,000 台) 

（注３） 自動二輪車の駐車場整備化率＝自動二輪車駐車場供用台数(台)／自動二輪車保有台数(/10,000 台) 

（外部要因） 

 

（他の関係主体） 

  地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

８０．５％ ８２．７％ ８１．４％ ８１．１％ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

Ｂ 

目標値：１００％（平成３０年度） 

実績値： 集計中（平成２８年度） 

８１．１％（平成２７年度） 

初期値：８０．５％（平成２４年度） 
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主な事務事業等の概要 

各地方公共団体における附置義務条例の策定等を促進することにより自動二輪車駐車場整備を推進するとともに

既存の駐車場や自転車等駐車場への自動二輪車の受け入れを推進するため、地方公共団体を対象とした担当者会議等

において働きかけを行う。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２４年度からおおむね横ばいで推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２８年度においても、引き続き自動二輪車駐車場の整備や既存駐車場等への自動二輪車の受入れを推進して

おり、地方公共団体を対象とした担当者会議等において周知徹底を図った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、横ばいの傾向が続いており、Ｂと評価した。 

・自動二輪車駐車場の整備比率は着実に増加している（H24:501⇒H27：523）ものの、自動車駐車場の整備比率も

増加したため（H24:622⇒H27：645）指標としては横ばいとなっている。 

・引き続き、地方公共団体等に対し、自動二輪車駐車場の整備や既存駐車場等への自動二輪車の受け入れの働きか

けを行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 都市局街路交通施設課（課長 渡邉 浩司） 

関係課：  
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業績指標１００ 

 中心市街地人口比率の増加率 

 

 

（指標の定義） 

市全域の人口に対する中心市街地（商店街と主要駅、市役所等への徒歩アクセスを考慮した街なみ居住を推進すべ 

き地域※）人口の比率の増加率。 

 ※ 中心市街地活性化法に基づく基本計画区域に近似した区域。 

 ※ 中心市街地人口比率：市中心部の３Ｋｍ×３Ｋｍの区域に含まれる町丁目の人口／市域全体の人口 

  中心市街地人口比率の増加率（（Ａ－Ｂ）／Ｂ） 

   Ａ：当該年度の中心市街地人口比率 

   Ｂ：前年度の中心市街地人口比率 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

中心市街地の活性化が望まれる地区において、街なかへの多様で良質な住宅整備による街なか居住の推進や街なか 

への公共公益施設等の賑わい施設の導入などにより、居住・商業・公共公的サービス等のバランスのとれた中心市街 

地へと再生させ、中心市街地に人口を呼び戻すことは、「街なか居住・街なか再生を促進する」という政策目標に対 

するアウトカム（成果）であり、そのアウトカムに着目した業績指標として中心市街地人口比率の増加率を設定する。 

市全域の人口に対する中心市街地の人口比率が増加するということは、街なか居住の実現や、街なかにおける賑わ 

い創出、生活の質の向上のよるコンパクトシティ化が図られたことが推測でき、街なか居住・街なか再生といった政 

策目標の達成状況を測るためのアウトカム指標として有効である。 

中心市街地の衰退、人口の郊外流出による現在のトレンドを踏まえ、歩いて暮らせるまちづくり（コンパクトシテ 

ィ）の実現に向けてのメルクマールであり、市全域人口に対する中心市街地人口の比率を着実に伸ばしていく必要が 

あることから、前年度比 0.2%増を目標とする。 

 

（外部要因） 

市町村合併による市全域の人口増、民間による投資動向（郊外の住宅地、大型商業施設への投資等） 

 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】  なし 

   

 【閣議決定】 

 ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

  一．日本産業再興プラン ５．立地競争力の更なる強化 ④都市の競争力の向上 

 

 【閣決（重点）】  なし 

 

 【その他】  なし 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

▲0.16% ▲0.35% 0.04% 0.7% 0.13% 0.08% 0.08% 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：前年度比 0.2%増 

実績値：集計中  （平成２８年度） 

0.08%増 （平成２７年度） 

初期値：0.13%増 （平成２５年度） 
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主な事務事業等の概要 

○ 地方都市等の中心市街地等における居住機能の回復に対する支援 

 中心市街地において一定の要件を満たす住宅整備に対し、住宅市街地総合整備事業（街なか居住再生型）による

支援を行い、街なか居住の推進を図っている。 

 予算額：住宅市街地総合整備事業（社会資本整備総合交付金 9,018 億円［当初予算］の内数（平成２７年度）、

社会資本整備総合交付金 8,983 億円［当初予算］の内数（平成２８年度）） 

○中心市街地における共同住宅の供給を促進 

 中心市街地における優良な共同住宅の供給を支援し、街なか居住の推進を図るため、平成１８年度に優良建築物

等整備事業に中心市街地共同住宅供給タイプを追加している。 

 予算額：優良建築物等整備事業（社会資本整備総合交付金 9,018 億円［当初予算］の内数（平成２７年度）、社

会資本整備総合交付金 8,983 億円［当初予算］の内数（平成２８年度）） 

○ 暮らし・にぎわい再生事業 

 都市機能のまちなか立地、空きビルの再生及び多目的広場等の整備などや、計画コーディネートに要する費用に 

ついて総合的に支援する事業で平成１８年度に創設している。 

予算額：暮らし・にぎわい再生事業（社会資本整備総合交付金 9,018 億円［当初予算］の内数及び防災・安全交

付金１．０９兆円の内数（平成２７年度）、社会資本整備総合交付金 8,983 億円［当初予算］の内数及び防災・安

全交付金１．１兆円の内数（平成２８年度）） 

○ 中心市街地整備推進機構に係る税制特例（所得税・法人税・個人住民税） 

 中心市街地において、都市機能の集積や優良な住宅の供給を促進するため、中心市街地整備推進機構の土地取得

に係る特例措置を講じる。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

指標の動向については、平成２６年度は 0.08%増加、平成２７年度は 0.08%増加と目標値の達成には至っていな 

いものの、平成２３年度以降は中心市街地の人口比率は増加傾向にあることから、一定の効果があるものと考えら 

れる。 

なお、平成２８年度の実績値の算定は、平成２９年１２月までに集計予定。 

 

（事務事業等の実施状況） 

住宅市街地総合整備事業（街なか居住再生型）や優良建築物等整備事業（市街地住宅供給型）などの施策により 

街なか居住の推進を、暮らし・にぎわい再生事業などにより都市機能の向上やそれらの計画作成・コーディネート 

について支援し、中心市街地の活性化を図っている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

目標は達成していないため「Ｂ」と評価したが、平成２３年度以降の中心市街地の人口比率は増加傾向にあるこ

とから、引き続き中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進すべく、目標を前年度比 0.2%増とし、支援制度の

拡充、税制特例措置といった各種施策を講じる。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局市街地建築課（課長 淡野 博久） 

関係課：都市局まちづくり推進課（課長 望月 一範） 

    都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 

    住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 石坂 聡） 
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業績指標１０１ 

 物流拠点の整備地区数 

 

 

（指標の定義） 

流通業務市街地の整備に関する法律（昭和４１年法律第１１０号）による流通業務団地造成事業及び土地区画整理

事業により整備された物流拠点の地区数 

（目標設定の考え方・根拠） 

総合物流施策大綱（2009-2013）において掲げられた「今後推進すべき物流施策」の進捗状況を反映し、平成２８

年度までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定 

（外部要因） 

地元との調整等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体等（事業施行者） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

物流施策大綱（2013－2017）（平成 25 年 6月 25 日） 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

６６ ７２ ７５ ７８ ８０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

○流通業務市街地の整備の推進 

流通業務市街地の整備に関する法律の適切な運用等に基づき、流通業務市街地の整備推進を図る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

順調に物流拠点の整備が完了し、平成２８年度の目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

流通業務立地等の円滑化を図るため、主として物流拠点の整備を行う地方公共団体から構成される流通業務市街 

地整備連絡協議会等において、意見交換や普及促進等を行うとともに、社会資本整備総合交付金等の支援制度の 

活用により物流用地の整備を推進するなど、物流拠点の整備に資する取組を実施している。 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：８０地区（平成２８年度） 

実績値：８０地区（平成２８年度） 

初期値：６３地区（平成２３年度） 
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課題の特定と今後の取組みの方向性 

業務指標については、目標年度に目標を達成したことから、Ａ評価とした。実績値に関しては、順調な成果を示し

ていることから、これを踏まえて目標値の見直しを行い、平成３３年度の目標値を９７地区と設定する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局市街地整備課（課長 英 直彦） 
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業績指標１０２ 

 東京圏鉄道における混雑率 

 （①主要 31 区間のピーク時の平均混雑率*、②180％超の混雑率となっている区間数*） 

 

 

（指標の定義） 

東京圏のＪＲ、民鉄及び地下鉄における①主要区間の平均混雑率、及び②個別路線のピーク時混雑率が 180％を超

える区間数 

・ 東京圏とは、東京駅を中心とした概ね 50km 範囲をいう。 

・ 混雑率とは、最混雑時間帯１時間あたりの列車の混み具合を示す数値であり、輸送人員÷輸送力×100(%)で算

出されるものである。 

・ 業績指標の初期値、165％については、各事業者から報告のあった主要 31 区間の混雑率の平均値である。 

（目標設定の考え方・根拠） 

東京圏の鉄道の混雑率については着実に緩和を図っていく必要があるが、運輸政策審議会答申第 18 号及び交通政

策基本計画（平成 27 年 2 月 13 日閣議決定）において定められた、①ピーク時における主要 31 区間の平均混雑率を

150％とする目標及びピーク時における個別路線の最混雑区間の混雑率を 180％以下とする目標はいずれも達成する

に至っていない。 

交通政策審議会答申第 198 号においても、引き続き同目標の達成を目指すこととされていることから、同目標及び

②ピーク時混雑率が 180％超となっている区間数を０区間とする目標を達成することを目指す。 

（外部要因） 

少子高齢化、都心回帰等の人口動態 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（協調補助等）、鉄道事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  交通政策基本計画（平成 27 年 2月 13 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  交通政策審議会答申第 198 号「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（平成 28 年 4月 20 日） 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

①－ 

②－ 

①165％ 

②14 区間 

①165％ 

②14 区間 

①164％ 

②12 区間 

①集計中 

②集計中 

 
 

 

評 価 

①Ｂ 

②Ｂ 

目標値：①150％ ②０区間 （平成 32 年度） 

実績値：①164％ ②12 区間（平成 27 年度） 

初期値：①165％ ②14 区間（平成 25 年度） 
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主な事務事業等の概要 

・地下高速鉄道整備事業費補助 

大都市圏における交通混雑の緩和等のために、地下高速鉄道の整備を推進する。 

予算額  ７６億円（平成２７年度） 

     ２２億円（平成２８年度） 

・都市鉄道利便増進事業費補助 

都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業による連絡線の建設費等の一部（国の補助率は対象事業費の３分の１）

を補助している。 

予算額  ８８億円（平成２７年度） 

    １３６億円（平成２８年度） 

 

（税制特例） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により鉄道・運輸機構が整備したトンネルの特例措置 

 固定資産税 非課税 

・新規営業路線に係る鉄道施設の特例措置 

 固定資産税 最初の５年間 １／３、その後５年間 ２／３ 

・新設された変電所に係る償却資産の特例措置 

 固定資産税 ５年間 ３／５ 

・低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置 

 固定資産税 ５年間 ２／３ 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に係る特例措置 

 固定資産税・都市計画税 ５年間 ２／３ 

・一体化法に規定する特定鉄道事業者に係る特例措置 

 事業税 資本金等の金額の２／３に相当する金額を資本金等の金額から控除 

 固定資産税 最初の５年間 １／４、その後５年間 １／２  

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・順調でない。ただし、平成 27 年度の都市鉄道（東京圏）の混雑率は、平成 27 年 3月の上野東京ラインの開業に

より混雑が緩和され、主要 31 区間のピーク時の平均混雑率については 1％減少し 164％と若干の減少となった。

180％超の混雑率となっている区間数については 2区間減少し 12 区間となり、いずれの指標も長期的には減少傾

向にあるものである。 

（事務事業等の実施状況） 

・地下高速鉄道整備事業費補助については、準公営事業者に対する補助率を平成 13 年度より公営事業者並に高め

た。 

・都市鉄道等利便増進法に基づく連絡線等の整備に対する補助として、平成 17 年度に都市鉄道利便増進事業費補
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助を創設した。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・ 混雑率については長期的には減少傾向にあるが、依然として混雑の激しい区間も存在することから、引き続き

混雑緩和に取り組んでいく必要がある。東京圏については、当面、主要区間の平均混雑率を全体として 150％以

下とするとともに、ピーク時混雑率が 180％超となっている区間数を０区間とすることを目指す。 

・ 主要 31 区間のピーク時の平均混雑率、180％超の混雑率となっている区間数のいずれの指標も長期的には減少

傾向にあるが、平成 27 年度については目標達成に向けた十分な成果は示していない。以上から、Ｂと評価した。 

・ 今後も、混雑駅での駅改良、時差出勤の推進等により混雑率の改善が見込まれるため、引き続き混雑緩和に向

けた対策を進めることとする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局都市鉄道政策課（課長 岡野まさ子） 

関係課：  
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業績指標１０３ 

 東京圏の相互直通運転の路線延長* 

 

 

（指標の定義） 

東京圏における都市鉄道のうち、複数の事業者による相互直通運転の実施区間の延長。 

（目標設定の考え方・根拠） 

東京圏における都市鉄道のネットワークが相当程度充実されている現状において、そのネットワークを有機的に活

用して都市鉄道の利用者の利便を増進することの重要性が増大していることに鑑み、複数の事業者によって相互直通

運転が実施されている区間の延長を指標として設定。 

（外部要因） 

事業計画、開業年度の変更 

（他の関係主体） 

 鉄道事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  交通政策基本計画（平成 27 年 2月 13 日閣議決定） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  交通政策審議会答申第 198 号「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（平成 28 年 4月 20 日） 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ ８８０km ８８０km ８８０km ８８０km 

 

 

 
 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

・都市鉄道利便増進事業費補助 

都市鉄道等利便増進法に基づく速達性向上事業による連絡線の建設費等の一部（国の補助率は対象事業費の３分の

１）を補助している。 

予算額  ８８億円（平成２７年度） 

    １３６億円（平成２８年度） 

     

（税制特例） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により鉄道・運輸機構が整備したトンネルの特例措置 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：947km（平成 32 年度） 

実績値：880km（平成 28 年度） 

初期値：880km（平成 25 年度） 
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 固定資産税 非課税 

・新規営業路線に係る鉄道施設の特例措置 

 固定資産税 最初の５年間 １／３、その後５年間 ２／３  

・新設された変電所に係る償却資産の特例措置 

 固定資産税 ５年間 ３／５ 

・低炭素化等に資する旅客用新規鉄道車両に係る特例措置 

 固定資産税 ５年間 ２／３ 

・都市鉄道等利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に係る特例措置 

 固定資産税・都市計画税 ５年間 ２／３ 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・順調でない。東京圏においては、現在、東京都心部の地下鉄のうち、銀座線、丸ノ内線及び大江戸線を除く全て

の路線で郊外鉄道との相互直通運転が実施されており、東京圏の相互直通路線延長は 880 キロメートルで、東京

圏の鉄道総延長の約 36％を占めている。目標の 947km は、神奈川東部方面線の開業時の延長であることから、東

京圏の相互直通路線延長は横ばいである。なお、神奈川東部方面線のうち、相鉄・東急直通線については、開業

予定時期が平成 34 年度下期に延期されたところである。 

（事務事業等の実施状況） 

・都市鉄道等利便増進法に基づく連絡線等の整備に対する補助として、平成 17 年度に都市鉄道利便増進事業費補

助を創設した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標については、神奈川東部方面線の建設事業が現在実施中であるが、相鉄・東急直通線の開業予定時期が

平成 34 年度下期に延期されたことから、Ｂと評価した。なお、神奈川東部方面線が開業することにより、目標

である 947km を達成する見込みである。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局都市鉄道政策課（課長 岡野まさ子） 
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業績指標１０４ 

 地域公共交通網形成計画の策定件数 

 

 

（指標の定義） 

業績指標は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条第１項に定める地域公共交通網形成計画の策定件数

とする。 

（目標設定の考え方・根拠） 

地方公共団体が主体となって地域公共交通ネットワークの構築を図っていく必要があることから、各地域における優

良な取組の実績や改正後の制度趣旨を踏まえ、平成３２年までに１００件の計画が作成されることを目標とする。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 総務省、公安委員会、地方公共団体（計画策定主体）等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第法律４１号） 

  ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改

正する法律（平成２７年法律２８号） 

  ・「経済財政運営と改革の基本方針」2016 

   第２章 成長と分配の好循環の実現  

   （４）地方創生、中堅・中小企業・小規模事業者支援 － ① 地方創生－ 

（５）防災・国土強靱化、成長力を強化する公的投資への重点化 

  ・「日本再興戦略」2016 

11.都市の競争力の向上と産業インフラ機能強化 

  ・「まち・ひと・しごと創生基本方針」2016 

   ４．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する  

 【閣決（重点）】 

  ・社会資本整備重点計画 

   第２章 重点目標３：人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域社会を形成する 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：市町村 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ － ２６ ９２ ２７３ 

 

 
 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１００件（平成３２年度） 

実績値：２７３件（平成２８年度） 

初期値： ２６件（平成２６年度） 
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主な事務事業等の概要 

○ 地域公共交通確保維持改善事業 

多様な関係者の連携により、地方バス路線、離島航路・航空路などの生活交通の確保・維持を図るとともに、地 

域鉄道の安全性向上に資する設備の整備など、快適で安全な公共交通の構築に向けた取組を支援する。（平成２ 

７年度予算額２９，０６２百万円、平成２８年度予算額２２，９２３百万円。） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度末時点での実績値は２７３件となっており、平成３２年度までの目標を達成しているため、順調で

ある。 

（事務事業等の実施状況） 

地域公共交通の維持・活性化の推進に向け、地方公共団体向けのセミナー・研修の開催等のノウハウ支援に加え、

平成２３年度に創設された地域公共交通確保維持改善事業により、公共交通の確保・維持・改善を目的とした地 

域の取組を支援している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・地域公共交通網形成計画の策定件数の実績値は、平成２８年度末時点で２７３件となっており、平成３２年度ま

での目標を達成していることから、評価はＡとした。引き続き、地域公共交通活性化再生法の趣旨を踏まえた質の

高い計画が策定されるよう、地方公共団体への支援を行う。 

・目標が達成されたことを踏まえ、業績指標を「地域公共交通網形成計画の策定件数」より、「地域公共交通再編

実施計画の認定件数」に変更の上、平成 32 年度までの目標を 100 件とする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局 公共交通政策部 交通計画課（課長 金子 正志） 

関係課：総合政策局 公共交通政策部 交通支援課（課長 杉山 忠継） 

自動車局 旅客課（課長 鶴田 浩久） 

    海事局 内航課（課長 池光 崇） 

    航空局 航空ネットワーク部 航空事業課 地方航空活性化推進室（室長 鈴木 賢治） 

    鉄道局 鉄道事業課 地域鉄道支援室（室長 安西 幸光） 
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業績指標１０５ 

 バスロケーションシステムが導入された系統数 

 

 

（指標の定義） 

バスロケーションシステム（無線通信やＧＰＳなどを利用してバスの走行位置をバス停等で表示し、バス待ち客の

利便を向上するシステム）を導入した乗合バスの系統数 

（目標設定の考え方・根拠） 

公共交通機関の利用者利便向上のための施策の進捗状況を図る指標として、これまでの伸び率を踏まえつつ、今後

の取組を見込んで設定 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 バス事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  交通政策基本計画（平成２７年２月１３日）「歩行者や公共交通機関の利用者に対してバリアフリー情報、経路

情報等の交通に関する情報を低コストで分かりやすく提供するため、スマートフォンや各種情報案内設備等を利用

した交通に関する情報の提供方策を検討する。」第２章．基本的方針Ａ．目標④ 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：系統数 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

１１，６８４ １２，６２３ １３，３４２ １６，１６５ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１７，０００系統（平成３２年度） 

実績値：１６，１６５系統（平成２７年度） 

初期値：１１，６８４系統（平成２４年度） 
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主な事務事業等の概要 

訪日外国人旅行者数４，０００万人、６，０００万人の実現に向け、滞在時に快適性及び観光地までの移動円滑化を

図るため、訪日外国人旅行者の受入環境整備を行うための緊急対策を促進する。 

・地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）予算額２９０億円の内数（平成２７年度） 

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスインバウンド対応支援事業）予算額８０億円の内数（平

成２８年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度の実績値は集計中であるが、バスロケーションシステムを導入した乗合バスの系統数の実績値は、 

平成２７年度に１６，１６５系統に達しており、過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を

達成するものと見込まれ、順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

バスロケーションシステムの導入等に対しては、地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進

等事業）として平成２７年度に２９件、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスインバウンド

対応支援事業）として平成２８年度に３０件の補助を行った。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

バスロケーションシステムの導入系統数の実績値は平成２７年度に１６，１６５系統に達しており、過去の実績

値によるトレンドを延長すると目標年度に目標値１７，０００系統を達成するものと見込まれるためＡと評価し

た。バスの利便性向上への取組は積極的に推進しているところであるが、訪日外国人旅行者向けの対応がされてい

ないバス停や情報提供のあり方など、解消すべき課題が残っている。 

そこで、今後も訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスインバウンド対応支援事業）等の活

用や関係機関との協力等により、バス事業者のインバウンド対応のための取組を支援し、訪日外国人旅行者が安心

かつ円滑に目的地へ到着できるよう環境整備に取り組んでいく必要がある。また、バスロケーションシステムは中

小のバス事業者でなかなか導入が進んでいない状況であり、その打開に向け、生産性の向上をさせ、赤字削減を促

進していく必要がある。 

引き続き訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（交通サービスインバウンド対応支援事業）による支援を行

うこととしたい。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局 旅客課（課長 鶴田 浩久） 

関係課： 該当なし 
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業績指標１０６ 

 地方バス路線の維持率 

 

 

ｄ（指標の定義） 

「地方バス路線」とは、地域間幹線系統における生活交通確保のため、協議会での協議結果に基づき策定した生活

交通確保維持改善計画において維持が必要とされた広域的・幹線的路線であって、国土交通大臣が認定したものをい

う。「維持率」とは、国土交通大臣が認定した地域間幹線系統（毎年度認定）に対して引き続き運行されている当該

系統（翌年度末）の割合。 

 （分子）＝評価年度末に引き続き運行されている地域間幹線系統数 

 （分母）＝前々年度に国土交通大臣が認定した地域間幹線系統数 

 

・初期値 

 分子：１，８６５系統 

 分母：１，９２０系統 

 

・直近値 

 分子：１，６５１系統 

 分母：１，６７５系統 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

協議会策定の計画において維持が必要とされ、国が支援することとした地域間幹線系統が維持されることを目指す。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 総務省（地方財政措置） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：％ 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

９７．７ ９８．２ ９８．６ ９８．３ ９８．６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１００％（平成３０年度） 

実績値：９８．６％（平成２８年度） 

初期値：９７．１％（平成２０年度） 
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主な事務事業等の概要 

生活交通路線維持対策の実施 

国と地方の適切な役割分担のもと、地域協議会において維持・確保が必要と認められ、国が定める基準に適合する

広域的・幹線的路線に対してその維持対策費を補助する。（平成 28 年度当初予算額 229 億円の内数） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 13 年度から国と地方の役割分担のもと、国は広域的・幹線的路線に重点化して支援してきており、平成 28

年度の実績値は 98.6％である。 

これは、国が認定した平成 27 年 9 月末の系統数 1,675 系統のうち、平成 29 年 3 月末までに 24 系統が廃止とな

ったためであるが、その内訳は類似系統の再編（13 系統）等によるもので、実質的には地域の生活交通は確保され

ており、毎年度ほぼ同じ割合で推移しており、順調である。 

なお、国及び地方公共団体の補助によるもののほかに、バス事業者の自助努力により、地域の足の確保が図られ

てきているが、バス事業者を取り巻く経営環境は依然厳しいことから、利用者数の減少の著しい系統や運行区間が

重複している系統を再編することにより運行コストの低減が図られているところである。 

（事務事業等の実施状況） 

平成 28 年度においても国と地方の役割分担のもと、国は広域的・幹線的路線に重点化して支援し、生活交通路

線維持対策を引き続き行っている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実質的に地域の生活交通は確保されているものの、業績指標の実績値が目標値を達成できていないことから、

「Ｂ」と評価した。 

地方バス路線に関しては、「地域公共交通確保維持改善事業」により、地域特性や実情に対応した最適な地域公

共交通のネットワークの確保・維持を可能とするため、地域公共交通ネットワークを形成する地域間幹線系統の運

行を支援しているところ。 

国土交通省としては、今後の人口減少が見込まれる中で、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成のため、

地域の関係者に対して、地域の特性を十分踏まえた生産性向上のための取組の推進を促し、当該事業により、最適

な地域公共交通のネットワークの確保・維持が行われるよう、効率的・効果的に支援を行うとともに、引き続き、

地域の生活交通に支障が生じないよう、地域協議会に参画していくなどして支援を行って参りたい。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局 旅客課（課長 鶴田 浩久） 

関係課：  
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業績指標１０７ 

 航路、航空路が確保されている有人離島の割合（①航路、②航空路) 

 

 

（指標の定義） 

① 分母は架橋等されていない及び海上公共交通に依存している有人離島、分子は海上運送法に規定する旅客定期

航路または不定期航路が確保されている離島。 

② 当該年度において航空輸送が確保されている空港を有し、かつ近隣都市へ代替交通手段で移動すると概ね２時 

間以上かかる有人離島（北海道２空港、東京都５空港、島根県１空港、長崎県３空港、鹿児島県６空港、沖縄

県８空港）のうち、当該年度で航空輸送が確保されている離島の割合。 

（分子）＝当該年度において航空輸送が確保されている離島数 

（分母）＝当該年度において航空輸送が確保されている空港を有し、かつ近隣都市へ代替交通手段で移動する 

と概ね２時間以上かかる有人離島数 

（目標設定の考え方・根拠） 

① 離島住民の生活の足として公共交通を確保するため、有人離島の交通手段確保に向けた取組状況を測る指標と

して、現存する離島航路を今後とも確実に維持すべく設定。 

② 生活交通手段として航空輸送が必要な離島について、その維持を図ることにより、住民の生活の足を確保する 

ことを目標とする。また長期的にみた場合、就航可能な空港の数が変化する可能性もあるが、その場合におい

ても就航可能な空港に関しては１００％を維持することを目標とする。 

（外部要因） 

① 特記事項なし 

② ・船舶等代替交通機関へのシフト 

・就航に適した機材の欠如 

（他の関係主体） 

① 地方公共団体（事業主体） 

民間事業者（事業主体） 

② ・都道府県（国と協調または独自で離島航空路線維持対策を実施） 

・航空運送事業者（事業主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

 過去の実績値 （年度） 

 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

① １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

② １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

 

評 価 

 

① Ａ 

② Ａ 

 

③ 目標値：１００％  （平成３２年度） 

実績値：１００％  （平成２８年度） 

初期値：１００％  （平成２４年度） 

④ 目標値：１００％  （平成３２年度） 

実績値：１００％  （平成２８年度） 

初期値：１００％  （平成２３年度）） 
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主な事務事業等の概要 

① ・離島航路の維持・改善を図り、民生の安定及び向上に資するため、離島航路事業者に対し、その欠損の一部 

を支援する。 

・離島航路の安定的運航、利便性を図り、もって、離島における生活・生産条件の格差是正及び離島の産業振 

興等に資するため、公設民営化のための船舶買取・建造や省エネ化・小型化への代替建造を行う場合に、その 

建造費の一部を支援する。 

② 離島航空路線維持対策の実施 

幹線等の高需要路線に比べ競争力が弱く、コスト面で割高な離島航空路線については、以下の総合的な支援 

措置を講じ、離島航空路線の維持を図る。 

・予算額：地域公共交通確保維持改善事業 ２２９億円（平成２８年度）の内数 

・島民運賃割引の設定・拡充に対する支援 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 平成２８年の架橋等されていない及び海上公共交通に依存している有人離島において、旅客定期航路または

不定期航路が確保されたことから、実績値は１００％で順調である。 

② 平成２８年度は、航空輸送が確保されていた空港を有し、かつ近隣都市へ代替交通手段で移動すると概ね２

時間以上かかる有人離島において、航空輸送が維持されたことから、実績値は１００％で順調である。 

（事務事業等の実施状況） 

① ・平成２８年度離島航路運営費補助６３．９億円を確保し、１１９航路１０７事業者に交付した。 

・平成２８年度離島航路構造改革補助５．７億円を確保し、１８事業者に交付した。 

② 島民運賃割引を設定・拡充する場合に、運賃を引き下げることによる損失額を運航費補助の対象とした。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①  離島航路の運営費補助及び構造改革補助を積極的に活用することにより、離島住民の唯一の生活航路の確

保を図ってきたところであり、１００％を維持するとの目標を達成していることから、「Ａ」と評価した。 

 今後も、離島航路事業者の経営状況は人口の減少、高齢化の進展等により、さらに厳しい状況にあるが、 

引き続き離島航路の維持のために必要な支援をする。 

②  平成２８年度の業績指標は１００％であり、離島航空路線の運航費補助について目標値を達成し、生活路

線の維持確保が測られていることから、「Ａ」と評価した。 

 離島航空路線は、離島住民の日常生活及び経済活動に必要な交通手段であり、競争力が弱く、コスト面で

割高な離島航空路線の維持には、総合的かつ柔軟な支援措置を講じる必要があり、効果的な支援について引

き続き検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局内航課（課長 池光 崇） 

    航空局航空ネットワーク部航空事業課地方航空活性化推進室（室長 鈴木 賢治） 

関係課： 
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業績指標１０８ 

 鉄道事業再構築実施計画（鉄道の上下分離等）の認定件数 

 

 

（指標の定義） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、鉄道の上下分離等のために地方自治体と鉄道事業者が共同

で作成する「鉄道事業再構築事業実施計画」について、国土交通大臣が認定した件数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

経営の厳しい地域鉄道を存続させるための公有民営方式の導入状況を測る指標として、これまでの伸び率を踏まえ

つつ、今後の取組を見込んで平成３２年度までに１０件の認定を目標とする。 

（外部要因） 

地元関係者間での協議 

（他の関係主体） 

 地方公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会（地域公共交通網形成計画を作成しようとする地

方公共団体、関係する公共交通事業者など） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

 【閣議決定】 

 なし 

 【閣決（重点）】 

 なし 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

４ ４ ６ ６ ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

【鉄道事業再構築事業】 

継続が困難又は困難となるおそれのある旅客鉄道事業を対象として、地方公共団体等と鉄道事業者が共同で鉄道事

業再構築事業の計画を作成し、国土交通大臣が認定を行っている。 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：１０件 （平成３２年度） 

実績値：８件  （平成２８年度） 

初期値：４件  （平成２５年度） 
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○過去の認定案件 

・福井鉄道（株）、福井市、鯖江市、越前市、福井県への認定（平成２１年２月２４日） 

・若桜町、八頭町、若桜鉄道（株）への認定（平成２１年３月１３日） 

・三陸鉄道（株）、岩手県及び関係１２市町村への認定（平成２１年１１月３０日） 

 三陸鉄道（株）、岩手県及び関係１２市町村に対する計画の変更認定（平成２６年３月２８日） 

・甲賀市、信楽高原鐵道（株）、滋賀県への認定（平成２５年３月４日） 

・北近畿タンゴ鉄道（株）、WILLER TRAINS（株）及び関係９自治体への認定、四日市市及び四日市あすなろう鉄道（株）

への認定（平成２７年３月１１日） 

・山形鉄道（株）、長井市、南陽市、白鷹町及び川西町への認定（平成２８年１１月１４日） 

・伊賀市、伊賀鉄道（株）への認定（平成２９年３月１５日） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

 継続が困難又は困難となるおそれのある旅客鉄道事業を対象として、地方公共団体等と鉄道事業者が共同で鉄道

事業再構築事業の計画の作成に向けて検討をしていただいた結果、鉄道事業再構築事業実施計画の申請に至るケー

スが着実に増加しており、順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２０年に地域公共交通活性化再生法が改正されて鉄道事業再構築事業が創設されて以降、同事業を実施する

ための鉄道事業再構築実施計画が、平成２８年度までに８件作成され、国土交通大臣が認定を行っている。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

 業績指標について、平成２８年度までの認定件数が目標値の８０％に達しており、着実に進んでいることからＡ

評価とした。 

 平成２９年度以降についても、鉄道事業再構築事業実施計画の策定を検討している自治体及び事業者に対して助

言を行い、地域鉄道の活性化を推進していくこととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室（室長 安西 幸光） 
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業績指標１０９ 

 デマンド交通の導入数 

 

 

（指標の定義） 

地域の生活の足を確保する観点で、デマンド交通を導入している市町村数を用いる。 

（目標設定の考え方・根拠） 

近年における実績のトレンドを推計し、それに対応した目標値を設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 バス・タクシー事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  交通政策基本計画（平成２７年２月１３日）「その際、自治体と民間事業者の役割分担を明確にした上で、 

  公有民営方式やデマンド交通、教育、社会福祉施策との連携など多様な手法・交通手段を活用し、駐車場の 

  適正配置等とも組み合わせながら、それぞれの地域における徒歩や自転車も含めたベストミックスを実現する 

  ことを目指す。」第２章．基本方針Ａ．目標① 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

単位：市町村 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

２７６ ３１１ ３３８ ３６２ 集計中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：７００市町村（平成３２年度） 

実績値：３６２市町村（平成２７年度） 

     集計中  （平成２８年度） 

初期値：３１１市町村（平成２５年度） 
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主な事務事業等の概要 

市町村で人口減少や少子高齢化に伴い地域の生活交通の維持が困難となる中で、地域の足を確保する手段として、

デマンド交通（利用者の要望に応じて、機動的にルートを迂回したり、利用希望のある地点まで送迎するバスや乗合

タクシー等）の導入を進めている。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成２８年度の実績値は集計中であるが、デマンド交通を導入した市町村数は、平成２７年度に３６２市町村と

想定していた伸び率よりも下回っている状況であり、順調ではない。鉄道や路線バスなどの公共交通が十分にない

地域（交通空白地域）が拡大する中、デマンド交通はその状況を解消するための有効な手段のひとつとして導入促

進が図られているところである。 

（事務事業等の実施状況） 

地方運輸局を通じて、市町村等に様々な機会を捉えてデマンド交通の導入方法や事例の紹介を引き続き行ってい

る。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

デマンド交通を導入した市町村数は、目標初期値の平成２５年度からは増加傾向にある一方、過去の実績値から

推察すると、目標年度に目標値を達成することは困難と見込まれるため「Ｂ」とした。 

乗合バス事業者の廃止路線キロが年々増加傾向にあり、交通空白地域の拡大が進む中で、地方バス路線の維持を

図りつつ、バス路線の合理化を図るための代替交通手段のひとつとして、また、交通空白地域内で確保する交通手

段のひとつとして、デマンド交通の導入促進を引き続き進めていく。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 自動車局 旅客課（課長 鶴田 浩久） 

関係課：  
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業績指標１１０ 

LRT の導入割合（低床式路面電車の導入割合） 

 

 

（指標の定義） 

軌道事業者が保有する路面電車の全車両のうち、低床式路面電車の車両（ＬＲＶ）の割合 

（目標設定の考え方・根拠） 

自家用車から公共交通機関への転換による道路交通の円滑化を促進するための施策の進捗状況を測る指標として、

これまでの伸び率を踏まえつつ、今後の取り組みを見込んで設定 

（外部要因） 

地元関係者間での協議 

（他の関係主体） 

 ＬＲＴプロジェクト推進協議会（鉄軌道事業者、関係地方公共団体など） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ ２４．６％ ２６．３％ ２７．１％ ２８．６％ 

 

 

 
 

 

主な事務事業等の概要 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金（利用環境改善促進等事業） 

  バリアフリー化されたまちづくりの一環として、地域公共交通の利用環境を促進するため、より制約の少ない 

交通システムであるＬＲＴの導入に対して支援を行う。 

   予算額：２１，３６１百万円の内数（平成２９年度） 

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金（交通サービス利便向上促進事業） 

訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性の向上の促進を図るため、公共交通の利用環境改善（ＬＲＴ導入）を 

支援 

  予算額：８，５３０百万円の内数（平成２９年度） 

評 価 

 

          Ａ 

 

目標値：３５％（平成３２年度） 

実績値：２８．６％（平成２８年度） 

初期値：２４．６％（平成２５年度） 
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（税制特例） 

・低床型路面電車に係る特例措置 

  固定資産税 ５年度分１／３ 減収額 ２３百万円（平成２７年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

過去の導入実績及び今後の導入予見込みを勘案するとともに、事業者に対する国の支援を実施することにより、 

目標年度に目標値を達成すると見込まれ、順調に推移している。 

（事務事業等の実施状況） 

平成２８年度は低床式車両が全事業者で１１両（うち８両が補助対象）されたことにより、実績値が前年度に 

比べ１．５％増加しており、順調であったと評価できる。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・業績指標について、ＬＲＴの導入割合は着実に増加しており順調に推移していることからＡ評価とした。 

・平成２９年度以降についても、上記補助金を活用しながら軌道事業者のＬＲＴ導入を支援していくこととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室（室長 安西 幸光） 
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